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有価証券上場規程  

 

 

第１章 総 則  

（目 的）  

第１条 この規程は，業務規程第１条の３第４項の規定に基づき，本所

の市場（本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。）のう

ち競争売買市場（Ｊ－ＮＥＴ市場に関する有価証券上場規程，業務規

程，信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例第２条第７号

に規定する競争売買市場をいう。以下同じ。）における有価証券の上場

申請及び上場審査，上場有価証券の管理，変更上場，所属部の指定及

び指定替え，上場廃止その他上場有価証券に関する必要な事項を定め

る。  

２ この規程のうち，次項に掲げる規定以外の規定の変更は，取締役会

の決議により行う。ただし，変更の内容が軽微な場合は，この限りで

ない。  

３ この規程のうち，第２条から第４条まで，第７条から第 12条の３の

２まで，第12条の３の４（第１項を除く。），第12条の３の５（第４項

を除く。），第12条の４，第14条の２から第17条まで(第16条第２項及び

第３項並びに第16条の２第２項及び第３項は除く。)及び第22条から第

24条の規定の変更は，自主規制委員会の決議により行う。  

４ この規程のうち，第 12条の３の４第１項の規定の変更にかかる第２

項に規定する取締役会の決議においては，自主規制委員会の同意を得

るものとする。  

 

（社会資本整備市場）  

第１条の２ 本所は，本所の市場において，社会資本の整備に資するこ

とを目的として，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進
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に関する法律（平成 11年法律第117号）第２条第１項に規定する公共施

設等その他社会基盤となる施設の整備等に関する事業のうち特定のプ

ロジェクト（以下「特定事業」という。）を専門に行うために設立され

たプロジェクト事業会社が発行する有価証券に係る上場制度を設ける。 

２ 前項に定める上場制度に基づき上場する有価証券に係る市場は，社

会資本整備市場と称する。  

 

（申請による上場）  

第２条 有価証券の上場は，当該有価証券の発行者からの申請により行

うものとする。この場合における上場申請に係る株券（法第２条第１

項第17号に掲げる有価証券で同項第９号に掲げる株券の性質を有する

もの（以下「外国株券」という。）を含む。以下同じ。），優先出資証券

（協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律第 44号。

以下「優先出資法」という。）に規定する優先出資証券をいう。以下同

じ。）及び外国株預託証券等（外国株預託証券（外国株券に係る権利を

表示する預託証券（法第２条第１項第 20号に掲げる有価証券をいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）又は外国株信託受益証券（金融商品

取引法施行令（昭和 40年政令第321号。以下「施行令」という。）第２

条の３第３号に規定する有価証券信託受益証券のうち，同号に規定す

る受託有価証券が外国株券であるものをいう。以下同じ。）をいう。以

下同じ。）の取扱いについては，本所が定めるところによるものとする。 

２ 本所に上場している株券，優先出資証券又は外国株預託証券等の発

行者（以下「上場会社」という。）が行う新設合併，株式移転又は新設

分割（本所が定めるものに限る。）によって設立される会社（外国会社

（外国株券又は外国株預託証券等の発行者をいう。以下同じ。）及び協

同組織金融機関（優先出資法に規定する協同組織金融機関をいう。以

下同じ。）を含む。以下同じ。）が発行する有価証券については，その

設立前（当該上場会社の当該新設合併，株式移転又は新設分割に係る
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株主総会（優先出資証券の上場を申請する場合にあっては，普通出資

者総会（優先出資法に規定する普通出資者総会をいう。以下同じ。）。

ただし，優先出資者総会（優先出資法に規定する優先出資者総会をい

う。以下同じ。）の決議が必要な場合は，普通出資者総会及び優先出資

者総会）の決議後に限る。）においても上場申請できることとし，当該

設立前の上場申請に基づく有価証券の上場は，当該上場会社からの申

請により行うものとする。この場合における上場申請手続その他の規

定の適用に関し必要な事項は，本所が定めるところによるものとする。 

３ 前２項の規定は，国債証券，株券及び外国株預託証券等のうち法第

125条の上場命令に基づき上場する株券及び外国株預託証券について

は，適用しない。  

 

 

第２章 有価証券の新規上場  

（新規上場申請手続）  

第３条 新規上場申請者（本所の市場に有価証券が上場されていない発

行者が，有価証券の上場を申請しようとする場合の当該発行者をいう。

以下同じ。）は，次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有価証券

上場申請書を提出するものとする。  

(1) 商号又は名称  

(2) 上場申請に係る有価証券の銘柄，種類，発行数，額面金額がある

場合にはその金額及び単元株式数（会社法（平成 17年法律第86号）

第２条第20号に規定する単元株式数をいう。以下同じ。）を定める場

合には当該単元株式数。ただし，上場申請に係る有価証券が外国株

預託証券等である場合には，銘柄，種類，１外国株預託証券等に権

利が表示される外国株券の数，発行数，外国株預託証券等に表示さ

れる権利に係る外国株券の銘柄並びに預託機関等（外国株預託証券

については当該外国株預託証券に係る預託機関をいい，外国株信託
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受益証券については当該外国株信託受益証券に係る受託者（信託法

（平成18年法律第108号）第２条第５項に規定する受託者をいう。）

をいう。以下同じ。）の名称及び所在地とする。  

(3) 新規上場申請者が発行者である上場申請に係る有価証券以外の有

価証券（法第２条第１項第20号に掲げる有価証券（以下「預託証券」

という。）を除く。）の銘柄，種類，発行数，額面金額がある場合に

はその金額及び単元株式数を定める場合には当該単元株式数  

(4) 上場申請に係る有価証券及び新規上場申請者が発行者であるその

他の有価証券の発行登録の内容  

(5) 上場申請日以降の日に，上場申請に係る株券若しくは優先出資証

券（当該株券又は優先出資証券に係る権利を表示する預託証券を含

む。）若しくは外国株預託証券等（当該外国株預託証券等に表示され

る権利に係る外国株券を含む。）の公募（一般募集による新株若しく

は優先出資（優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。）又

は株券若しくは優先出資証券に係る権利を表示する預託証券の発行

又は処分をいう。以下同じ。）若しくは売出し又は上場申請に係る株

券の上場のための数量制限付分売を行うときは，その旨  

(6) 社会資本整備市場への上場を申請する場合には，その旨  

(7) 上場申請に係る株券（外国株券を除く。）についての指定振替機関

（本所が指定する振替機関（社債，株式等の振替に関する法律（平

成13年法律第75号。以下「振替法」という。）第２条第２項に規定す

る振替機関をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の振替業にお

ける取扱いに関する事項  

(8) 上場申請に係る株券（社会資本整備市場への上場申請に係る株券

及び外国株券を除く。）の市場第一部銘柄への指定を申請する場合に

は，その旨  

(9) 取締役会設置会社である旨の登記が行われた日  

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には，次の各号に掲げる書類を
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添付するものとする。ただし，第６号ａに掲げる書類については，本

所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。  

(1) 上場申請を決議した取締役会（優先出資証券の上場を申請する場

合には，取締役会に相当する業務執行を決定する機関をいう。以下

この規程において同じ。）の議事録の写し（会社法第 370条の規定に

より取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては，当

該場合に該当することを証する書面を含む。）。ただし，新規上場申

請者が外国会社である場合には，取締役会において上場申請を決議

したことを証する書面  

(2) 新規上場申請者の登記事項証明書     

ただし，新規上場申請者が外国会社である場合には，添付を要し

ない。  

(3) 定款の写し  

(4) 新規上場申請者の商号，その属する企業集団及びその経理の状況

その他事業の内容に関する重要な事項その他の本所が定める事項を

記載した直前事業年度（上場申請日の属する事業年度の前事業年度

をいう。以下この章において同じ。）に関する「上場申請のための有

価証券報告書」                     ２部  

(5) 本所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」  

(6) 新規上場申請者の幹事金融商品取引業者（幹事である金融商品取

引業者をいう。）である本所の取引参加者（当該新規上場申請者が内

国会社（社会資本整備市場への上場を申請する者を除く。）である場

合には，取引参加者規程第２条第２項に規定する現物取引参加者又

は同条第４項に規定するＩＰＯ取引参加者をいい，社会資本整備市

場への上場を申請する内国会社又は外国会社である場合には，現物

取引参加者をいう。）（以下「幹事取引参加者」という。）が作成した

次のａ及びｂに掲げる書類  

ａ 本所所定の「推薦書」  
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ｂ 本所所定の「確認書」  

(7) 新規上場申請者が外国会社である場合には，次の書類  

ａ  有価証券上場申請書及びその添付書類に記載された法令に関

する事項が，真実，かつ，正確であることについての法律専門家

の法律意見書  

ｂ 上場申請に係る有価証券が，当該外国会社の属する国（以下「本

国」という。）その他の本邦以外の地域（以下「外国」という。）

の金融商品取引所又は組織された店頭市場（以下「外国の金融商

品取引所等」という。）において上場又は継続的に取引されている

場合には，当該外国の金融商品取引所等における上場申請に係る

有価証券の流通の状況に関する書面  

ｃ 有価証券上場申請書に記載された代表者が，当該有価証券の上

場に関し，正当な権限を有する者であることを証する書面  

ｄ 上場申請に係る有価証券の見本。ただし，当該有価証券の発行

に係る準拠法において，当該有価証券に表示されるべき権利につ

いて券面を発行しない取扱いが認められ，かつ，券面が発行され

ていない場合には，当該見本の添付を要しないものとする。  

(8) 上場申請に係る内国株券（国内の他の金融商品取引所に上場され

ている内国株券又は日本証券業協会が指定するグリーンシート銘柄

を除く。）について，上場時における単元株式数が 100株であること

が見込まれない場合は，新規上場申請者が，上場後において，上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則（以下「適

時開示等規則」という。）第 20条の３第２項に規定する単元株式数の

変更又は単元株式数の定めの新設を行う旨を確約した書面  

(9) 外国株預託証券等の新規上場申請者である場合には，次の書類  

ａ 上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託契約等（外国株

預託証券については当該外国株預託証券に係る預託契約をいい，

外国株信託受益証券については当該外国株信託受益証券に係る信
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託契約をいう。以下同じ。）その他の契約を証する書面の写し  

ｂ  上場申請に係る外国株預託証券等に関する預託機関等が本所

が必要と認める事項について同意していることを証する書面の写

し 

(10) その他本所が必要と認める書類  

３ 前項の規定にかかわらず，株券上場審査基準第４条第３項の規定の

適用を受ける新規上場申請者は，第１項に規定する有価証券上場申請

書には，次の各号に掲げる新規上場申請者の区分に従い，当該各号に

定める書類を添付するものとする。  

(1) 株券上場審査基準第４条第３項第１号，第３号又は第５号に該当

する新規上場申請者  

ａ 前項第１号から第４号まで，第７号及び第８号に掲げる書類  

ｂ 上場申請に係る株券につき，上場後最初に終了する事業年度の

末日までの間における株式の分布状況の見込みを記載した本所所

定の「上場申請日以後における株式分布状況に関する予定書」  

ｃ その他本所が必要と認める書類  

(2) 株券上場審査基準第４条第３項第２号及び第４号に該当する新規

上場申請者  

ａ 前項第１号，第３号及び第７号並びに前号ｂに掲げる書類  

ｂ  上場申請に係る外国株券若しくは当該外国株券に係る権利を

表示する外国株預託証券又は上場申請に係る外国株預託証券若し

くは当該外国株預託証券等に表示される権利に係る外国株券が，

外国の金融商品取引所等において上場又は継続的に取引されるこ

とが明らかであることを証する書面  

ｃ その他本所が必要と認める書類  

４ 前条第２項の規定に基づき設立前に上場申請する場合は，前２項に

定める添付書類のうち上場申請時に提出することができない書類（本

所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。）については，
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提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものと

する。  

５ 新規上場申請者は，上場申請日の属する事業年度の初日以後上場す

ることとなる日までに，次の各号のいずれかに該当することとなる場

合には，当該各号に規定する書類を提出するものとする。  

(1) 取締役会，監査役会又は株主総会（優先出資証券の上場を申請す

る場合にあっては，普通出資者総会又は優先出資者総会を含む。）を

開催した場合（会社法第319条第１項又は第370条の規定により株主

総会又は取締役会の決議があったものとみなされる場合を含み，委

員会設置会社にあっては，同第２条第12号に規定する委員会を開催

した場合又は執行役の決定があった場合を含む。）には，その議事録

の写し（同第319条第１項又は第 370条の規定により株主総会又は取

締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては，当該場合

に該当することを証する書面を含み，委員会設置会社にあっては，

執行役の決定があったことを証する書面を含み，新規上場申請者が

外国会社である場合にあっては，有価証券に関する事項について取

締役会又は株主総会を開催した場合の決議通知書をいう。）  

(2) 経営上重大な事実等の会社情報が生じた場合には，その報告書  

(3) 内閣総理大臣等（内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大

臣に属する権限を委任された者（新規上場申請者が外国会社である

場合には，これらに相当する外国の行政庁を含む。）をいう。以下同

じ。）に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しく

は通知書の提出を行った場合には，次の書類の写し  

各１部  

ａ 有価証券届出書（法第５条第１項（法において準用する場合を

含む。）に規定する届出書（同条第６項（法において準用する場合

を含む。）の規定に基づいて当該届出書に代わる書類を提出する外

国の者にあっては，当該書類及びその補足書類）及びその添付書
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類並びにこれらの書類の訂正届出書をいう。以下同じ。）（既に提

出されているものと同一内容の書類を除く。）  

ｂ 有価証券届出効力発生通知書  

ｃ  有価証券通知書（変更通知書を含む。）及びその添付書類（既

に提出されているものと同一内容の書類を除く。）  

ｄ 届出目論見書（届出仮目論見書を含む。）  

(4) 有価証券の募集若しくは売出しの発行登録又はその取下げを行っ

た場合，又は発行登録による募集若しくは売出しを行った場合には，

次の書類の写し  

各１部  

ａ  発行登録書（訂正発行登録書を含む。）及びその添付書類並び

に当該発行登録書に係る参照書類（既に提出されているものと同

一内容の書類を除く。）  

ｂ 発行登録効力発生通知書  

ｃ  発行登録追補書類及びその添付書類並びに当該発行登録追補

書類に係る参照書類（既に提出されているものと同一内容の書類

を除く。）  

ｄ  発行登録目論見書（発行登録仮目論見書を含む。）及び発行登

録追補目論見書  

ｅ 発行登録取下届出書  

(5) 内閣総理大臣等に次の書類を提出した場合には，その写し  

各１部。ただし，新規上場申請者が継続開示会社（企業内容等の

開示に関する内閣府令（昭和 48年大蔵省令第５号）（以下「開示府令」

という。）第１条第 28号に規定する継続開示会社をいう。）でない外

国会社以外である場合には，ａからｃまでに規定する書類について

訂正が行われたときにその写しを提出すれば足りるものとする。  

ａ 有価証券報告書（法第 24条第１項（法において準用する場合を

含む。）に規定する有価証券報告書（同条第８項（法において準用
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する場合を含む。）の規定に基づいて当該有価証券報告書に代わる

書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）

（訂正有価証券報告書を含む。）及びその添付書類（既に提出され

ているものと同一内容の書類を除く。）  

ｂ 半期報告書（法第 24条の５第１項（法において準用する場合を

含む。）に規定する半期報告書（同条第７項（法において準用する

場合を含む。）の規定に基づいて当該半期報告書に代わる書類を提

出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）（訂正

半期報告書を含む。）  

ｃ 四半期報告書（法第 24条の４の７第１項（法において準用する

場合を含む。）に規定する四半期報告書（同条第６項（法において

準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該四半期報告書に代わ

る書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同

じ。）（訂正四半期報告書を含む。）  

ｄ 臨時報告書（法第 24条の５第４項（法において準用する場合を

含む。）に規定する臨時報告書（同条第 15項（法において準用する

場合を含む。）の規定に基づいて当該臨時報告書に代わる書類を提

出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）（訂正

臨時報告書を含む。）  

ｅ  自己株券買付状況報告書（訂正自己株券買付状況報告書を含

む。）  

ｆ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を含む。），公開買付撤回

届出書及び公開買付報告書（訂正公開買付報告書を含む。）  

ｇ  公開買付意見表明報告書（訂正公開買付意見表明報告書を含

む。）  

ｇの２ 対質問回答報告書（訂正対質問回答報告書を含む。）  

ｈ  大量保有報告書（訂正大量保有報告書を含む。）及び変更報告

書（訂正変更報告書を含む。）  
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ｉ 内部統制報告書（法第 24条の４の４第１項（法において準用す

る場合を含む。）に規定する内部統制報告書（同条第６項において

読み替えて準用する法第 24条第８項（法において準用する場合を

含む。）の規定に基づいて当該内部統制報告書に代わる書類を提出

する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）（訂正内

部統制報告書を含む。）  

(6) 新規上場申請者が発行者である有価証券について内閣総理大臣等

に次の書類が提出された場合には，当該提出者から送付を受けた書

類の写し  

ａ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を含む。），公開買付撤回

届出書及び公開買付報告書（訂正公開買付報告書を含む。）  

ａの２ 対質問回答報告書（訂正対質問回答報告書を含む。）  

ｂ  大量保有報告書（訂正大量保有報告書を含む。）及び変更報告

書（訂正変更報告書を含む。）  

(7) 公開買付意見表明報告書（訂正公開買付意見表明報告書を含む。）

の写しの送付を受けた場合には，その写し  

(8) 相互会社（保険業法（平成７年法律第 105号）に規定する相互会社

をいう。）から株式会社への組織変更を行う場合には，本所が必要と

認める書類  

６ 新規上場申請者は，その上場申請に係る有価証券の上場日が次の各

号のいずれかに該当することとなる場合は，当該各号に規定する書類

各２部を提出するものとする。  

(1) 上場申請日の属する事業年度が開始した日以後３か月を経過した

後となる場合  

当該事業年度の第１四半期に関し，本所が定める事項を記載した

「上場申請のための四半期報告書」。この場合において，新規上場申

請者が内国会社であるときは，開示府令第 17条の15第１項第１号に

規定する「第４号の３様式」，外国会社であるときは，同項第２号に
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規定する「第９号の３様式」にそれぞれ準じて作成するものとし，

新規上場申請者が四半期報告書を作成している継続開示会社である

ときは，四半期報告書の写しで足りるものとし，新規上場申請者が

四半期報告書を作成している継続開示会社以外の外国会社であると

きは，「上場申請のための四半期報告書」に記載する財務書類は，四

半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 19年

内閣府令第63号）第85条に定める作成基準に準じて作成するものと

する（次号及び第３号に定める「上場申請のための四半期報告書」

において同じ。）。  

(2) 上場申請日の属する事業年度が開始した日以後６か月を経過した

後となる場合   

当該事業年度の第２四半期に関し，本所が定める事項を記載した

「上場申請のための四半期報告書」  

(3) 上場申請日の属する事業年度が開始した日以後９か月を経過した

後となる場合  

当該事業年度の第３四半期に関し，本所が定める事項を記載した

「上場申請のための四半期報告書」  

７ 新規上場申請者は，次の各号に掲げる財務計算に関する書類につい

て，法第193条の２の規定に準じて，公認会計士（公認会計士法（昭和

23年法律第103号）第16条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。

以下同じ。）又は監査法人の監査，中間監査又は四半期レビュー（特定

事業会社（開示府令第17条の15第２項各号に掲げる事業を行う会社を

いう。以下同じ。）にあっては，中間監査を含む。以下同じ。）を受け，

それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書，

中間監査報告書又は四半期レビュー報告書（特定事業会社にあっては，

中間監査報告書を含む。以下同じ。）を添付するものとする。ただし，

新規上場申請者が本所が定める外国会社である場合には，この限りで

ない。  
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(1) 第２項第４号の規定により提出する「上場申請のための有価証券

報告書」に記載される財務諸表等（財務諸表（貸借対照表，損益計

算書，株主資本等変動計算書，キャッシュ・フロー計算書及び附属

明細表をいう。以下同じ。）及び連結財務諸表（連結貸借対照表，連

結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計

算書，連結株主資本等変動計算書，連結キャッシュ・フロー計算書

並びに連結附属明細表をいう。以下同じ。）又は財務書類（外国会社

の財務計算に関する書類をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）

のうち，本所が指定するもの  

(2) 第２項第４号の規定により提出する「上場申請のための有価証券

報告書」に記載される中間財務諸表等（中間財務諸表（中間貸借対

照表，中間損益計算書，中間株主資本等変動計算書及び中間キャッ

シュ・フロー計算書をいう。）及び中間連結財務諸表（中間連結貸借

対照表，中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間

連結損益及び包括利益計算書，中間連結株主資本等変動計算書並び

に中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。）をいう。以下同じ。）

若しくは四半期財務諸表等（四半期連結貸借対照表，四半期連結損

益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包

括利益計算書並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算書（連結財

務諸表を作成すべき会社でない会社にあっては，四半期貸借対照表，

四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書とする。）

（特定事業会社にあっては，中間財務諸表等を含む。）をいう。以下

同じ。）又は前項の規定により提出する「上場申請のための四半期報

告書」に記載される四半期財務諸表等  

８ 新規上場申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社を除

く。）は，前項に規定する監査，中間監査又は四半期レビュー（第６項

の規定により提出する「上場申請のための四半期報告書」に係るもの

を除く。）について公認会計士又は監査法人が作成した「監査概要書」，
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「中間監査概要書」又は「四半期レビュー概要書（特定事業会社にあ

っては，中間監査概要書を含む。以下同じ。）」各１部を提出するもの

とする。  

９ 新規上場申請者は，第７項に規定するほか，本所が定める財務計算

に関する書類について，本所が定めるところにより公認会計士又は監

査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を

添付するものとする。  

10 前各項の規定にかかわらず，新規上場申請者が，国内の他の金融商

品取引所に上場する株券の発行者である場合には，当該新規上場申請

者が提出すべき書類の一部を省略することができる。  

11 本所は，上場審査のため必要と認めるときには，新規上場申請者に

対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出

その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。   

12 新規上場申請者は，本所が上場申請に係る有価証券の上場を承認し

た場合には，第２項から第９項までに掲げる書類のうち本所が必要と

認める書類を提出し，本所が当該有価証券の上場について公表した後，

当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類

のうち本所が必要と認める書類について本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。  

13 第２項第６号に規定する推薦書を作成する幹事取引参加者は，新規

上場申請者がその発行する有価証券の上場を申請するに当たって，推

薦金融商品取引業者としての参考資料（幹事取引参加者が新規上場申

請者の推薦に当たり留意した事項，主な指摘事項又は問題点並びに新

規上場申請者の対応について記載した書面をいう。）を提出するものと

する。  

 

（上場申請に係る宣誓書）  

第３条の２ 株券（社会資本整備市場への上場を申請する新規上場申請
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者にあっては，債券を含む。）の上場を申請する新規上場申請者は，当

該申請を行う時に，本所所定の上場申請に係る宣誓書を提出するもの

とする。  

 

（申請の不受理）  

第４条 本所は，新規上場申請者が，本所が別に定める場合に該当する

ときには，上場申請を受理しないものとする。  

 

第５条 削 除  

 

（上場審査料）  

第６条 新規上場申請者は，本所が定める金額の上場審査料を，本所が

定める日までに支払うものとする。ただし，第７条の２第１項の規定

に基づき予備申請を行った有価証券について，有価証券上場予備申請

書に記載した上場申請を行おうとする日の属する事業年度に上場申請

を行う場合には，上場審査料を納入することを要しない。  

 

（株券，優先出資証券及び外国株預託証券等の新規上場審査）  

第７条 新規上場申請者から上場申請のあった株券（次条の規定の適用

を受ける株券及び社会資本整備市場に上場申請のあった株券を除く。），

優先出資証券及び外国株預託証券等の審査は，別添「株券上場審査基

準」によるものとする。  

 

（予備申請）  

第７条の２ 株券，優先出資証券又は外国株預託証券等（上場有価証券

の発行者が発行者であるものを除く。）の上場申請を行おうとする者

（株券上場審査基準第４条第３項の規定の適用を受ける者を除く。）は，

当該上場申請を行おうとする日の直前事業年度の末日から起算して３
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か月前の日以後においては，上場申請を行おうとする日その他の事項

を記載した「有価証券上場予備申請書」及び上場申請に必要な書類に

準じて作成した書類（提出することができるもので足りる。）を提出す

ることにより，上場申請の予備的申請（以下「予備申請」という。）を

行うことができる。  

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合には，前条に規定する「株

券上場審査基準」に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行

う。  

３ 第３条第11項の規定は，前項の審査を行う場合について，準用する。  

４ 予備申請を行う者は，本所が定める金額の予備審査料を，本所が定

める日までに支払うものとする。  

 

（社会資本整備市場の新規上場審査）  

第７条の３ 新規上場申請者から社会資本整備市場に上場申請のあった

株券，優先株及び社債券（転換社債型新株予約権付社債券（業務規程

第２条第１項第２号に規定する転換社債型新株予約権付社債券をいう。

以下同じ。）を除く。以下同じ。）の審査は，別添「社会資本整備市場

上場審査基準」によるものとする。  

 

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱い）  

第７条の４ 新規上場申請者が上場前に行う公募又は売出し，株式（優

先出資を含む。）の譲受け又は譲渡及び第三者割当等（募集株式の割当

の方法のうち，日本証券業協会がグリーンシート銘柄として指定する

内国株券等に係る公募であって当該証券業協会が定める規則により金

融商品取引業者が不特定多数の者を対象に配分する方法により行う場

合の当該公募，株主割当又は優先出資者割当以外の方法をいう。以下

同じ。）による募集株式（会社法第199条第１項に規定する募集株式を

いい，募集優先出資を含む。以下同じ。）の割当等については，本所が
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定める規則によるものとする。  

 

（取引所規則の遵守に関する確認書等） 

第７条の５ 株券（社会資本整備市場への上場を申請する新規上場申請

者にあっては，債券を含む。），優先出資証券又は外国株預託証券等の

上場を申請する新規上場申請者は，本所が当該有価証券の上場を承認

した場合には，次の各号に定める書類を提出し，第２号に掲げる書類

を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。  

(1) 本所所定の取引所規則の遵守に関する確認書  

(2) 第３条第２項第４号に規定する「上場申請のための有価証券報告

書」（本所が定める部分に限る。），同条第６項に規定する「上場申請

のための四半期報告書」その他本所が定める書類に不実の記載がな

いと当該新規上場申請者の代表者が認識している旨及びその理由を

記載した書面  

 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書）  

第７条の６ 株券（外国株券を除き，社会資本整備市場への上場を申請

する新規上場申請者にあっては，債券を含む。）の上場を申請する新規

上場申請者は，本所が当該株券の上場を承認した場合には，当該新規

上場申請者のコーポレート・ガバナンスに関する事項について記載し

た報告書を提出し，当該報告書（その内容を記載した資料を含む。）を

本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。  

 

（上場契約）  

第８条 本所が有価証券を上場する場合には，当該上場申請に係る有価

証券（上場有価証券の発行者が発行者であるものを除く。）の発行者は，

本所所定の上場契約書を提出するものとする。  

２ 前項による上場契約は，当該有価証券の上場日にその効力を生ずる
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ものとする。  

３ 本所は，当該有価証券の上場日にその銘柄等の所要事項を上場有価

証券原簿に記載する。  

４ その発行する株券又は外国株預託証券等が株券上場廃止基準第２条

第１項第18号に該当して上場廃止となり，かつ，当該株券又は外国株

預託証券等と引換えに交付される株券又は外国株預託証券等が第10条

第２項の規定の適用を受けて上場される発行者は，当該上場廃止以後

当該引換えに交付される株券又は外国株預託証券等が上場されるまで

の間，上場株券又は上場外国株預託証券等の発行者とみなす。  

 

 

第３章 新株券等の上場及び上場有価証券の変更上場  

（新株券等の上場申請手続）  

第９条 本所の上場有価証券の発行者が発行者である有価証券で本所が

上場していないものの上場を申請する場合には，当該発行者は，次の

各号に掲げる事項を記載した本所所定の有価証券上場申請書を提出す

るものとする。  

(1) 上場申請に係る有価証券（外国株預託証券等を除く。）の銘柄，種

類，発行数，額面金額がある場合にはその金額及び単元株式数を定

める場合には当該単元株式数  

(2) 上場申請に係る外国株預託証券等の銘柄，種類，１外国株預託証

券等に権利が表示される外国株券の数及び発行数並びに外国株預託

証券等に表示される権利に係る外国株券に関する前号に掲げる事項  

(3) 上場申請に係る有価証券の募集又は売出しの条件に関する事項  

(4) 上場申請に係る有価証券の所有者別及び所有数別の分布状況  

(5) 上場申請に係る有価証券が，株券上場廃止基準第２条第１項第 18

号に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに交付される株券又は外

国株預託証券等である場合には，当該株券又は外国株預託証券等の
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内容に関する事項  

２ 本所は，前項の規定により上場申請のあった有価証券の発行者が社

会資本整備市場に係る上場制度に基づき上場する有価証券の発行者で

ある場合には，当該上場申請は社会資本整備市場への上場申請とみな

す。  

 

（新株券等の上場）  

第10条 前条の規定により上場申請のあった有価証券が，上場会社が新

たに発行する株券であって上場株券と同一の種類のものである場合，

本所の上場優先出資証券の発行者が新たに発行する優先出資証券であ

る場合又は本所の上場外国株預託証券等の発行者が発行者である外国

株預託証券等（上場外国株預託証券等に係る預託契約等により発行さ

れるものに限る。）である場合には，原則として上場を承認するものと

し，その上場の取扱いは次の各号に定めるところによる。  

(1) 上場内国会社が有償株主割当により新たに発行する内国株券（優

先出資証券を含む。）のうち本所が定めるものは，発行日取引により

上場する。  

(2) 上場会社が新たに発行する株券であって上場株券（優先出資証券

を含む。この項において同じ。）と権利関係を異にするものが，本所

が定める基準に適合するときは，その発行されたときに上場株券に

追加して上場する。  

(3) 上場会社が新たに発行する株券であって上場株券と権利関係を異

にするものが，前号の規定により上場されない場合には，その権利

関係が同一となったときに，上場株券に追加して上場する。  

(4) 前３号に定めるところによるほか，上場会社が新たに発行する株

券は，原則としてその発行されたときに，上場株券に追加して上場

する。  

(5) 本所の上場外国株預託証券等の発行者の発行する新株券に係る権
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利を表示する外国株預託証券等については，当該新株券が払込済普

通株式であって，かつ，上場外国株預託証券等に表示される権利に

係る株券と権利関係が同一である場合又は同一となった時に上場外

国株預託証券等に追加して上場するものとする。ただし，本所の上

場外国株預託証券等の発行者の発行する新株券に係る権利を表示す

る外国株預託証券等のうち上場外国株預託証券等に表示される権利

に係る株券と権利関係を異にする新株券に係る権利を表示するもの

については，当該新株券が払込済普通株式であって，当該外国株預

託証券等が本所が定める基準に適合している場合に上場するものと

する。  

２ 前項の規定にかかわらず，前条の規定により上場申請のあった有価

証券が，株券上場廃止基準第２条第１項第 18号に該当して上場廃止と

なる銘柄と引換えに交付される株券である場合には，本所が定める基

準に適合するときに上場を承認するものとする。  

３ 前条の規定により上場申請のあった有価証券が，新株予約権証券で

ある場合には，本所が定める基準に適合するときに上場を承認するも

のとする。  

４ 前項の規定により新株予約権証券が上場されることとなる場合には，

当該上場申請を行った者は，本所が定める確約書を提出するものとす

る。  

 

（上場有価証券の変更上場申請手続）  

第11条 上場有価証券の発行者が，当該上場有価証券の銘柄，数量，種

類，額面金額がある場合にはその金額及び単元株式数を定める場合に

は当該単元株式数等を変更しようとするときは，本所所定の有価証券

変更上場申請書を提出するものとする。  

２ 本所は，第９条又は前項の規定に基づく上場申請により当該有価証

券を上場する場合には，その上場日に，上場有価証券原簿の記載事項
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を変更する。  

 

 

第４章 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等  

（上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等）  

第12条 上場有価証券の発行者は，適時開示等規則に定めるところによ

り，上場有価証券の発行者及び上場有価証券に関する投資者の投資判

断に影響を及ぼす情報（以下「会社情報」という。）の適時開示等を行

うものとする。  

 

（第三者割当等により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等に関する

取扱い）  

第12条の２ 上場会社が行う第三者割当等により割り当てられた募集株

式（募集優先出資を含む。）の譲渡の報告等については，本所が定める

規則によるものとする。  

 

 

第４章の２ 企業行動規範  

（企業行動規範）  

第12条の３ 上場会社は，企業行動規範に関する規則に定めるところに

より，適切な企業行動等を行うものとする。  

 

 

第４章の３ 上場市場の変更  

（上場市場の変更）  

第12条の３の２  ＪＡＳＤＡＱに上場する有価証券の競争売買市場への

上場市場の変更は，上場有価証券の発行者からの申請により行うもの

とする。  
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２ 上場市場の変更を申請する者（以下「上場市場変更申請者」という。）

は，当該上場市場変更申請者が発行者であるすべての上場有価証券（受

益証券を除く。）について上場市場の変更申請を行うものとする。  

３ 上場市場変更申請者は，本所所定の「上場市場の変更申請書」を提

出するものとし，ＪＡＳＤＡＱからの上場市場変更申請者が，上場市

場の変更申請に係る株券（ＪＡＳＤＡＱに上場されている外国株券を

除く。）の市場第一部銘柄の指定を申請する場合には，当該申請書にそ

の旨を併せて記載するものとする。  

４ 第３条第２項（第１号，第４号から第７号まで及び第 10号に限る。），

第７項及び第13項の規定は，前項に規定する「上場市場の変更申請書」

に添付する書類について準用する。この場合において，これらの規定

中「上場申請」とあるのは「上場市場の変更申請」と，「新規上場申請

者」とあるのは「上場市場変更申請者」と，「上場日」とあるのは「上

場市場の変更日」と，「上場後」とあるのは「上場市場の変更後」と，

「有価証券上場申請書」とあるのは「上場市場の変更申請書」と，「有

価証券の上場」とあるのは「上場有価証券の上場市場の変更」と，そ

れぞれ読み替えるものとする。  

５ 第３条第11項の規定は，上場市場の変更審査について準用する。  

６ 上場市場変更申請者は，上場市場の変更の申請を行う時に，本所所

定の上場市場の変更申請に係る宣誓書を提出するものとする。  

７ 本所は，上場市場変更申請者が，本所が別に定める場合に該当する

ときには，上場市場の変更申請を受理しないものとする。  

 

（上場市場の変更審査料等）  

第12条の３の３  上場市場変更申請者は，本所が定める金額の上場市場

の変更審査料を，本所が定める日までに支払うものとする。ただし，

第12条の３の５の規定に基づき上場市場の変更予備申請を行った上場

株券について，上場市場の変更予備申請書に記載した上場市場の変更
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申請を行おうとする日の属する事業年度（上場市場の変更申請を行お

うとする日がその直前事業年度の末日から起算して１か月以内である

場合には，当該直前事業年度の前事業年度）に上場市場の変更申請を

行う場合には，上場市場の変更審査料を納入することを要しない。  

 

（上場市場の変更審査）  

第12条の３の４  株券の上場市場の変更審査は，株券上場審査基準第２

条及び第４条（第１項第８号の２及び第 10号を除く。）を準用するもの

とする。この場合において，第４条中「上場申請日の属する事業年度

の初日」とあるのは「市場変更申請日の属する事業年度の初日（市場

変更申請日がその直前事業年度の末日から起算して１か月以内である

場合には，当該直前事業年度の初日）」と，「上場申請日の直前事業年

度の末日」とあるのは「市場変更申請日の直前事業年度の末日（市場

変更申請日がその直前事業年度の末日から起算して１か月以内である

場合には，当該直前事業年度の前事業年度の末日をいう。以下この条

及び次条において同じ。）」とそれぞれ読み替えるものとする。  

２ 前項の審査により上場市場の変更申請に係る株券の上場市場の変更

を適当と認めた場合には，本所は，当該発行者が発行者であるすべて

の上場有価証券につき上場市場の変更を行う。  

３ 本所は，前項の規定により上場市場を変更する場合には，その変更

日に，上場有価証券原簿の記載事項を変更する。  

 

（上場市場の変更予備申請）  

第12条の３の５  上場市場の変更申請を行おうとする者は，当該申請を

行おうとする日の直前事業年度の末日（当該申請を行おうとする日が

その直前事業年度の末日から起算して１か月以内である場合には，当

該直前事業年度の前事業年度の末日）から起算して３か月前より後に

おいては，上場市場の変更を行おうとする日その他の事項を記載した
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「上場市場の変更予備申請書」及び上場市場の変更申請に必要な書類

に準じて作成した書類（提出することができるもので足りる。）を提出

することにより，上場市場の変更申請の予備的申請（以下「市場変更

の予備申請」という。）を行うことができる。  

２ 前項の規定により市場変更の予備申請が行われた場合には，本所は，

前条第１項の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行

う。  

３ 第３条第11項の規定は，前項の審査を行う場合について準用する。  

４ 市場変更の予備申請を行う者は，本所が定める金額の市場変更の予

備審査料を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（申請によらない上場市場の変更）  

第12条の４ 前３条の規定にかかわらず，本所は，必要と認めた場合に

は，上場有価証券の上場市場の変更を行うことができる。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は，前項の場合について準用する。  

 

 

第５章 上場株券の所属部の指定及び指定替え  

（市場第二部銘柄の市場第一部銘柄への指定等）  

第13条 上場株券（優先出資証券，外国株券，外国株預託証券等及び社

会資本整備市場に上場されている株券を除く。以下この条において同

じ。）又は上場申請に係る株券の市場第一部銘柄への指定は，当該株券

の発行者からの申請により行い，申請のあった株券の審査は，別添「上

場株券の市場第一部銘柄指定基準」によるものとする。  

２ 上場株券の発行者が，当該上場株券の市場第一部銘柄への指定を申

請しようとするときは，本所所定の「上場株券の市場第一部銘柄への

指定申請書」を提出するものとする。  

３ 第１項の場合において，当該株券の発行者は，本所が必要と認める
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書類を提出するとともに，本所は，市場第一部銘柄への指定のため必

要と認めるときには，当該株券の発行者に対し参考となるべき報告又

は資料の提出その他市場第一部銘柄への指定に対する協力を求めるこ

とができるものとする。  

４ 上場株券の発行者が，第１項の規定に基づく申請をするときは，前

項に規定する書類のうち本所が定める財務計算に関するものについて，

公認会計士又は監査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見

を記載した書面を添付するものとする。  

５ 新たに本所の上場株券の発行者となった者の発行する株券は，第１

項により市場第一部銘柄に指定されるものを除き，市場第二部銘柄に

指定する。  

６ 上場株券の発行者が，当該上場株券の市場第一部銘柄から市場第二

部銘柄への指定替えを申請しようとするときは，本所所定の「上場株

券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え申請書」を提出

するものとし，申請によらない市場第一部銘柄の市場第二部銘柄への

指定替えを行う場合には，別添「上場株券の市場第一部銘柄から市場

第二部銘柄への指定替え基準」により行う。  

７ 上場株券の市場第一部銘柄への指定を申請する者は，当該申請を行

う時に，本所所定の上場株券の市場第一部銘柄への指定の申請に係る

宣誓書を提出するものとする。  

８ 第１項から第４項まで及び前項の規定にかかわらず，本所が適当と

認める場合には，別添「上場株券の市場第一部銘柄指定基準」により，

上場株券又は上場申請に係る株券を市場第一部銘柄に指定できるもの

とする。  

 

（市場第二部銘柄の市場第一部銘柄への指定等の予備申請）  

第13条の２ 市場第一部銘柄への指定の申請を行おうとする者は，当該

申請を行おうとする日の直前事業年度の末日（当該申請を行おうとす
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る日がその直前事業年度の末日から起算して１か月以内である場合に

は，当該直前事業年度の前事業年度の末日）から起算して３か月前よ

り後においては，市場第一部銘柄への指定の申請を行おうとする日そ

の他の事項を記載した「上場株券の市場第一部銘柄への指定予備申請

書」及び市場第一部銘柄への指定の申請に必要な書類に準じて作成し

た書類（提出することができるもので足りる。）を提出することにより，

市場第一部銘柄への指定の申請の予備的申請（以下「一部指定の予備

申請」という。）を行うことができる。  

２ 前項の規定により一部指定の予備申請が行われた場合には，本所は，

別添｢上場株券の市場第一部銘柄指定基準｣の規定に適合する見込みが

あるかどうかについて審査を行う。  

３ 第３条第11項の規定は，前項の審査を行う場合について準用する。  

 

（新株券等の所属部）  

第14条 新株券又は新株予約権証券（優先出資証券，外国株券，外国株

預託証券等及び社会資本整備市場の上場株券を除く。）は，当該新株券

又は新株予約権証券を発行する当該上場会社の既に上場されている株

券の所属部と同一とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，第 10条第１項の適用を受けて上場した株

券（株券上場廃止基準第２条第２項第18号に該当して上場廃止となる

銘柄と引換えに交付されるものに限る。）は，当該株券と引換えに上場

廃止となった株券の所属部と同一とする。  

 

 

第５章の２ 措置等  

（適時開示等に係る改善報告書の提出）  

第14条の２ 本所は，次の各号に掲げる場合において，改善の必要性が

高いと認めるときは，当該上場会社に対して，その経緯及び改善措置
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を記載した報告書（以下「改善報告書」という。）の提出を求めること

ができる。  

(1) 上場会社が，適時開示等規則第２章の規定に違反したと本所が認

める場合  

(2) 上場会社が，企業行動規範に関する規則第２章の規定に違反した

と本所が認める場合  

２ 本所は，前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに

不十分であると認める場合には，当該上場会社に対してその変更を要

請し，当該改善報告書の再提出を求めることができる。  

３ 上場会社は，前２項の規定により改善報告書の提出を求められた場

合は，速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。  

４ 本所は，上場会社が前項の規定により改善報告書を本所に提出した

場合は，当該改善報告書（第２項の規定により，その内容が明らかに

不十分と認められた改善報告書を除く。）を公衆の縦覧に供するものと

する。  

 

（改善状況報告書等の提出）  

第14条の３ 前条第３項（第７項において準用する場合を含む。以下こ

の条において同じ。）の規定により改善報告書を提出した上場会社は，

当該改善報告書の提出から６か月経過後速やかに，改善措置の実施状

況及び運用状況を記載した報告書（以下「改善状況報告書」という。）

の提出を行わなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず，本所は，前条第３項の規定により改善報

告書を提出した上場会社に対して，当該改善報告書の提出から５年が

経過するまでの間，当該上場会社の改善措置の実施状況及び運用状況

に関し本所が必要と認めるときは，改善状況報告書の提出を求めるこ

とができる。  

３ 上場会社は，前項の規定により改善状況報告書の提出を求められた
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場合は，速やかに当該改善状況報告書の提出を行わなければならない。 

４ 本所は，上場会社が第１項又は前項の規定により改善状況報告書を

本所に提出した場合は，当該改善状況報告書を公衆の縦覧に供するも

のとする。  

５ 前条第３項の規定により改善報告書を提出した上場会社は，当該上

場会社の改善措置の実施状況及び運用状況に関し本所が必要と認めて

照会を行った場合には，直ちに照会事項について正確に報告するもの

とする。  

６ 本所は，次の各号に掲げる場合には，当該発行者に対して改善報告

書の提出を求めることができる。  

(1) 第１項又は第３項に規定する改善状況報告書を速やかに提出しな

い場合において，本所が相当の期間を設けて定める提出期限までに

提出しないとき。  

(2) 第１項又は第３項の規定により提出された改善状況報告書の内容

が明らかに不十分であると本所が認める場合  

(3) 前項の規定に基づく報告を適正に行わなかった場合において，改

善の必要性が高いと認めるとき。  

７ 前条第２項から第４項までの規定は，前項の改善報告書について準

用する。  

 

（書類の提出等に係る改善報告書の提出）  

第14条の４ 本所は，上場会社が適時開示等規則第３章の規定に基づく

書類の提出を適正に行わなかった場合において，改善の必要性が高い

と認めるときは，当該上場会社に対してその経緯及び改善措置を記載

した報告書の提出を求めることができる。  

２ 第14条の２第２項及び第３項の規定は，前項の報告書について準用

する。  
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（第三者割当の確約等に係る改善報告書の提出）  

第14条の５ 本所は，上場会社が第三者割当により割り当てられた株式

の譲渡の報告等に関する規則第２条の規定に基づく確約及び同規則第

３条の規定に基づく書面の提出等を適正に行わなかった場合には，当

該上場会社に対して，その経過及び改善措置を記載した報告書の提出

を求めることができる。  

２ 本所は，上場会社が前項の規定により同項の報告書を本所に提出し

た場合において本所が必要かつ適当であると認めるときは，当該報告

書を公衆の縦覧に供することができる。  

 

（特設注意市場銘柄の指定及び解除）  

第14条の６ 本所は，次の各号に掲げる場合であって，かつ，当該上場

会社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときには，

当該上場会社が発行者である上場株券等を特設注意市場銘柄に指定す

ることができる。  

(1) 上場会社が株券上場廃止基準第２条第１項第９号の２，第 11号，

第12号又は第19号（社会資本整備市場上場会社にあっては社会資本

整備市場上場廃止基準第２条第１項第 10号の２，第12号，第13号又

は第20号をいう。）に該当するおそれがあると本所が認めた後，当該

各号に該当しないと本所が認めた場合  

(2) 第14条の２第３項（第 14条の３第７項において準用する場合を含

む。）の規定により改善報告書を提出した上場会社において，改善措

置の実施状況及び運用状況に改善が認められないと本所が認めた場

合 

２ 前項の規定により，特設注意市場銘柄へ指定されている上場株券等

の発行者である上場会社は，当該指定から１年を経過するごとに，内

部管理体制の状況等について記載した書面（以下「内部管理体制確認

書」という。）の提出を速やかに行わなければならない。  
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３ 本所は，前項の規定により提出された内部管理体制確認書の内容等

に基づき内部管理体制等に問題があると認められない場合には，その

指定の解除を行う。  

４ 第１項の規定により特設注意市場銘柄に指定された上場株券等の発

行者である上場会社は，当該上場会社の内部管理体制等に関し本所が

必要と認めて照会を行った場合には，直ちに照会事項について正確に

報告するものとする。  

 

（開示注意銘柄の指定及び指定解除）  

第14条の７ 本所は，上場会社が適時開示等規則第２章の規定に基づく

会社情報の開示を直ちに行わない状況にあると認められる場合におい

て，当該事実が開示されていないことを周知させる必要があると認め

るときは，上場会社が発行者である上場有価証券の全部又は一部の銘

柄を開示注意銘柄に指定する。この場合には，本所はその旨及び指定

の理由を公表するものとする。  

２ 本所は，当該上場会社により当該事実が開示された場合又は本所が

第14条の２第１項に規定する報告書の提出を当該発行者に求めること

とした場合は，その指定の解除を行う。この場合には，本所はその旨

及び解除の理由を公表するものとする。  

 

（適時開示等に係る公表措置等）  

第14条の８ 本所は，次の各号に掲げる場合であって，本所が必要と認

めるときは，その旨を公表すること（以下「公表措置」という。）がで

きる。この場合において，上場外国会社に対する適用に当たっては，

当該上場外国会社の本国における法制度等を勘案するものとする。  

(1) 上場会社が適時開示等規則第２章の規定に違反したと本所が認め

る場合  

(2) 上場会社が企業行動規範に関する規則第２章の規定に違反したと
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本所が認める場合  

２ 上場会社が，過去５年以内に公表措置を受けている場合において，

再度，前項に該当する場合には，前項の規定にかかわらず，本所は，

当該上場会社に対して警告を行うこと（以下「警告措置」という。）が

できる。  

３ 上場会社が，過去５年以内に警告措置を受けている場合において，

再度，第１項に該当する場合には，前２項の規定にかかわらず，本所

は，当該上場会社に対して警告を行うことができる。  

 

（その他の公表措置等）  

第14条の９ 本所は，上場会社が会社法第 331条，第335条，第337条又は

第 400条並びに適時開示等規則第 20条の３第１項の規定に違反した場

合であって，本所が必要と認めるときは，その旨を公表することがで

きる。  

２ 企業行動規範に関する規則第５条から第10条までの規定のいずれか

に違反した場合又は会社法第 331条，第 335条，第337条若しくは第400

条の規定に違反した場合は，上場会社は，直ちに本所に報告するもの

とする。  

 

（再上場時の引継ぎ）  

第14条の10 上場会社が，株券上場審査基準第４条第３項の規定の適用

を受けて上場した会社である場合における当該上場会社に対するこの

章の規定の適用については，当該上場会社を同項の規定の適用に伴い，

上場廃止となった会社と同一のものとみなして，これを取り扱うもの

とする。ただし，本所が適当でないと認める場合は，この限りでない。  

 

 

第６章  上場有価証券の上場廃止  
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（上場廃止申請）  

第15条 上場有価証券の発行者が，その上場廃止を申請しようとすると

きは，本所所定の有価証券上場廃止申請書を提出するものとする。  

 

（申請によらない上場廃止）  

第16条 上場会社（次条の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条

において同じ。）の申請によらない上場株券の上場廃止を行う場合には，

別添「株券上場廃止基準」によるものとする。  

２ 上場会社は，株券上場廃止基準第３条の２第１項又は第３条の３第

１項に規定する審査を申請するときは，本所が定める金額の審査料を

当該申請日後速やかに納入するものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず，上場会社が株券上場廃止基準第３条の２

第１項に規定する審査を申請する際に，再建計画（同基準第２条第１

項第７号後段に規定する「本所が適当と認める再建計画」をいう。第

19条第２項において同じ。）の期間等を記載した本所所定の「上場手数

料等の免除申請書」を提出する場合には，当該審査料を納入すること

を要しない。  

４ 本所は，第２項の審査のため必要と認めるときには，上場会社に対

し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を

求めることができるものとする。  

 

（社会資本整備市場の申請によらない上場廃止）  

第16条の２ 本所の社会資本整備市場の上場株券，優先株及び社債券の

発行者の申請によらない社会資本整備市場の上場有価証券の上場廃止

を行う場合には，別添「社会資本整備市場上場廃止基準」によるもの

とする。  

２ 社会資本整備市場の上場株券，優先株及び社債券の発行者は，社会

資本整備市場上場廃止基準第３条の２第１項又は第３条の３第１項に
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規定する審査を申請するときは，本所が定める金額の審査料を当該申

請日後速やかに納入するものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず，社会資本整備市場の上場株券，優先株及

び社債券の発行者が社会資本整備市場上場廃止基準第３条の２第１項

に規定する審査を申請する際に，再建計画（同基準第２条第１項第８

号後段に規定する「本所が適当と認める再建計画」をいう。第 19条第

２項において同じ。）の期間等を記載した本所所定の「上場手数料等の

免除申請書」を提出する場合には，当該審査料を納入することを要し

ない。  

４ 本所は，第２項の審査のため必要と認めるときには，社会資本整備

市場の上場株券，優先株及び社債券の発行者に対し参考となるべき報

告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を求めることができる

ものとする。  

 

（原簿のまっ消）  

第17条 本所が上場有価証券の上場を廃止するときは，その上場廃止日

に上場有価証券原簿の記載事項をまっ消する。  

 

 

第７章 上場有価証券の売買の停止及び停止解除  

（売買停止及び停止解除）  

第18条 本所が上場有価証券の売買の停止又は停止解除をしたときは，

これを当該上場有価証券の発行者に通知する。  

 

 

第８章 上場手数料及び年賦課金等  

（上場手数料及び年賦課金等）  

第19条 新規上場申請者及び上場有価証券の発行者は，別表に定める上
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場手数料，年賦課金及びＴＤｎｅｔ利用料を納入するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず，上場会社が株券上場廃止基準第３条の２

第１項に規定する審査を申請する際に，第 16条第３項に規定する「上

場手数料等の免除申請書」を提出した場合には，再建計画の開示日以

降３年間（再建計画の期間内に限る。）に到来する納入期において，上

場手数料及び年賦課金を免除するものとする。  

 

 

第９章 雑  則  

（日本語又は英語による書類の提出等）  

第20条 新規上場申請者又は本所の上場有価証券の発行者が本所へ提出

する書類等については，原則として，次に掲げるところによるものと

する。  

(1) 新規上場申請者又は本所の上場有価証券の発行者が本所へ提出す

る書類等については，日本語による。  

(2) 前号の規定にかかわらず，新規上場申請者又は本所の上場有価証

券の発行者が外国法人である場合は，本所が指定する書類等を除き，

英語によることができる。  

２ 前項に規定する本所への提出書類等の記載事項のうち，金額に関す

る事項については，原則として，本国通貨及び本邦通貨（本所が指定

する外国為替相場により換算する。）により表示するものとする。   

 

（法令に基づく電磁的記録等の取扱い）  

第21条 法令に基づき電磁的記録が作成されている場合においては，原

則として，新規上場申請者又は上場有価証券の発行者が本所の規則に

基づき行うべき書類等の提出（法令に基づき作成すべき書類等の写し

の提出を含む。以下この条において同じ。）について，当該電磁的記録

又は当該電磁的記録に記録されている情報の内容を記載した書面の提
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出によりこれを行うものとする。  

２ 前項の規定に基づく電磁的記録又は電磁的記録に記録されている情

報の内容を記載した書面を提出した場合の本所の規則の適用について

は，文書をもって同項の書類等の提出を行ったものとみなすほか，本

所の規則の適用においては，法令に基づき作成された電磁的記録は当

該電磁的記録に相当する文書と，電磁的記録に記録されている情報を

当該文書に記載された事項と，それぞれみなすものとする。  

 

（全部取得に伴い上場した株券に係る審査上の取扱い）  

第22条 第10条第２項の適用を受けて上場した株券又は外国株預託証券

等（株券上場廃止基準第２条第１項第 18号（同条第３項による場合を

含む。）に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに交付されるものに限

る。）に係る所属部の指定及び指定替え並びに上場廃止の審査において

本所が適当と認めるときは，当該株券又は外国株預託証券等を当該株

券又は外国株預託証券等と引換えに上場廃止となった株券又は外国株

預託証券等と同一銘柄であるものとみなして，これらの審査を行うも

のとする。  

 

（競争売買市場へ上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等

を実施する予定である場合の特例）  

第23条 第２条第１項の規定にかかわらず，新規上場申請者は，次の各

号に掲げる行為を予定している場合には，当該各号に掲げる行為の区

分に従い，当該各号に定める者が発行する株券の上場申請を行うこと

ができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規

定の適用に関し必要な事項は，本所が定めるところによるものとする。 

(1) 上場日以前に解散会社となる合併（上場会社が当事会社となる場

合を除く。）  

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当
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該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転

（上場会社が当事会社となる場合を除く。）  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定により競争売買市場へ上場申請を行う新規上場申請者は，

第３条第１項から第９項まで，第 13項及び第３条の２に規定する書類

のほか，本所が定める書類を本所がその都度定める日までに提出する

ものとする。  

３ 第１項の規定による競争売買市場への上場申請にあっては，第７条

の５第１号及び第７条の６に規定する書類の提出は，第１項各号に定

める者が提出するものとする。  

４ 第１項の規定により競争売買市場へ上場申請を行う新規上場申請者

についての株券上場審査基準第４条第１項の規定の適用については，

同条第１項第８号ｄ中「上場申請に係る株券」とあるのは「新規上場

申請者が発行する株券」とする。  

５ 第１項の規定により競争売買市場への上場申請を行う新規上場申請

者についての株券上場審査基準第４条第２項における「第１項第２号

から第４号まで及び第８号」の規定の適用については，株券上場審査

基準第４条第１項第８号ｄ中「上場申請に係る株券」とあるのは「新

規上場申請者が発行する株券」とする。  

 

（上場市場の変更申請を行う上場会社が市場変更日以前に合併等を実施

する予定である場合の特例）  

第24条 第12条の３の２第１項の規定にかかわらず，ＪＡＳＤＡＱに上

場する有価証券は，次の各号に掲げる行為を予定している場合には，

当該各号に掲げる行為の区分に従い，当該各号に定める者が発行する
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株券の上場市場の変更申請を行うことができるものとする。この場合

における上場市場の変更申請手続その他の規定の適用に関し必要な事

項は，本所が定めるところによるものとする。  

(1) 上場市場の変更日以前に解散会社となる合併  

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 上場市場の変更日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又

は株式移転  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定により競争売買市場への上場市場の変更申請を行う上場

会社についての第 12条の３の２第２項の規定の適用については，同項

中「当該上場市場変更申請者が発行者であるすべての上場有価証券」

とあるのは「当該上場市場の変更申請に係るすべての上場有価証券」

とする。  

３ 第１項の規定により競争売買市場への上場市場の変更申請を行う場

合にあっては，第 12条の３の２第３項，第４項及び第６項に規定する

書類のほか，本所が定める書類を本所がその都度定める日までに提出

するものとする。  

４ 第１項の規定により競争売買市場への上場市場の変更申請を行う上

場会社についての第 12条の３の４第１項における「株券上場審査基準

第２条及び第４条」の規定の適用については，株券上場審査基準第４

条第１項第８号ｄ中「上場申請に係る株券」とあるのは「上場市場の

変更申請者が発行する株券」とする。  

 

（市場第一部銘柄への指定の申請を行う上場会社が一部指定日以前に合

併等を実施する予定である場合の特例）  
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第25条 第13条第１項の規定にかかわらず，上場会社は，次の各号に掲

げる行為を予定している場合には，当該各号に掲げる行為の区分に従

い，当該各号に定める会社が発行する株券（発行者が同一である議決

権付株式と無議決権株式のいずれもが上場している場合における当該

無議決権株式及び上場優先出資証券を除く。以下この条において同

じ。）の市場第一部銘柄への指定の申請を行うことができるものとする。

この場合における市場第一部銘柄への指定の申請手続その他の規定の

適用に関し必要な事項は，本所が定めるところによるものとする。  

(1) 一部指定日以前に解散会社となる合併  

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 一部指定日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式

移転  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定により市場第一部銘柄への指定を申請する場合にあって

は，第13条第２項から第４項までに規定する書類のほか，本所が定め

る書類を本所がその都度定める日までに提出するものとする。  

 

（有価証券の上場に関する必要事項の決定）  

第26条 本所は，この規程に定める事項のほか，有価証券の上場，上場

有価証券の発行者の適時開示，上場廃止その他上場有価証券に関して

必要がある場合には，所要の取扱いについて規則により定めることが

できる。  

 

 

付 則  
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本規程は，昭和49年12月６日から施行し，昭和 50年１月１日以降

上場される株券から適用する。  

付 則  

本規程は，昭和50年４月１日から施行する。  

付 則（抄）  

１ この規程は，昭和 50年９月30日から施行する。  

付 則  

この規程は，昭和 51年６月１日から施行する。  

付 則（抄）  

本規程は，昭和51年11月15日から施行する。  

付 則  

この規程は，昭和 52年４月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，昭和 52年９月30日から施行する。  

付 則（抄）  

１ この規程は，昭和 53年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，昭和 57年10月１日から施行する。  

２ 新規上場申請者が銀行，保険会社又は公共工事の前払金保証事業

に関する法律に規定する保証事業会社で，かつ資本の額が 10億円未

満である場合には，昭和 58年４月１日以後最初に終了する事業年度

以前の事業年度に係る財務計算に関する書類については，第３条第

５項の規定にかかわらず，監査報告書又は中間監査報告書の添付を

要しないものとする。  

付 則  

この規程は，昭和 58年11月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，昭和 59年11月29日から施行する。  
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２ 昭和59年12月31日までに上場される株券及び新株引受権証書の上

場手数料については，前項の規定にかかわらず，なお従前の例によ

る。  

付 則  

この規程は，昭和 61年11月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，昭和 63年６月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，昭和 63年10月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成２年 12月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成３年３月１日から施行し，同年４月１日以後開

始する事業年度を上場申請日の直前事業年度とする新規上場申請

者から適用する。  

２ 平成３年４月１日前に開始する事業年度を上場申請日の直前事業

年度とする新規上場申請者については，なお従前の例による。  

付 則  

１ この規程は，平成３年４月１日から施行する。  

２ この規程の施行前に決議があった上場会社の利益準備金の資本組

入れに伴う株式の発行及びこの規程施行前に到来した上場会社の

最終の決算期に係る株式配当については，この規程施行後も，なお

従前の例による。  

付 則  

この規程は，平成３年６月 14日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成４年１月 28日から施行する。  

付 則  
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この規程は，平成４年２月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成５年４月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成６年２月 10日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成６年 10月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成７年６月１日から施行する。  

２ 改正後の規定は，平成３年４月１日以後に行われた株式分割及び

１単位の株式の数の変更について適用する。  

３ 平成３年４月１日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う株

式の発行，資本組入れした券面額を超える部分についての株式の発

行及び平成３年４月１日前に到来した最終の決算期以前の決算期

に係る株式配当は，株式分割とみなして改正後の規定を適用する。 

付 則  

この規程は，平成７年 12月１日から施行し，同年４月１日以後開

始する事業年度を上場申請日の直前事業年度とする新規上場申請者

から適用する。  

付 則  

１ この規程は，平成８年１月１日から施行する。  

２ この規程の施行前に市場第二部特別指定銘柄に指定している上場

株券については，施行日において市場第二部銘柄に指定する。  

３ 改正後の第３条第６項第１号の規定は，平成７年４月１日以降に

開始する事業年度に係る財務諸表について適用し，同日前に開始す

る事業年度に係るものについては，なお従前の例による。   

４ 市場第二部特則銘柄として新規上場申請する場合においては，第

３条第５項に定める有価証券上場申請書に係る監査報告書につい
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て，上場申請日の直前事業年度の前事業年度に係る財務諸表が平成

８年１月１日前に開始する事業年度に係るものであるときは，当該

財務諸表に係る監査報告書の提出を行わないことができる。  

５ 前項の適用を受けようとする新規上場申請者にあっては，「上場

申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」において，市場第二部特

則銘柄として新規上場申請する旨を明記することを要するものと

する。  

付 則  

この規程は，平成８年４月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

１ この規程は，平成８年 10月１日から施行する。  

２ 改正後の規定は，施行日以後に上場申請を行う新規上場申請者か

ら適用する。  

３ 第１項の規定にかかわらず，外国投資会社の年賦課金については，

施行日以後に終了する事業年度から適用する。  

付 則  

この規程は，平成８年 12月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成９年１月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成９年６月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成９年８月１日から施行し，同日以後に上場され

る株券の上場手数料から適用する。  

２ 改正後の規定は，平成３年４月１日以後に行われた株式分割及び

１単位の株式の数の変更について適用する。  

３ 平成３年４月１日前に決議があった準備金の資本組入れに伴う株
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式の発行，資本組入れした券面額を超える部分についての株式の発

行及び平成３年４月１日前に到来した最終の決算期以前と決算期

に係る株式配当は，株式分割とみなして改正後の規定を適用する。 

付 則  

この規程は，平成９年 10月１日から施行し，同日以後に合併契約

を締結する本所の上場有価証券の発行者から適用する。  

付 則  

この規程は，平成 10年１月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 10年６月22日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 10年12月１日から施行する。  

２ この規程の施行前に市場第二部特則銘柄に指定している上場株券

については，当分の間，市場第二部銘柄として取り扱うものとする。 

３ 第３条第２項第８号に規定する「新規上場申請者の経営管理組織

の整備・運用及び企業内容等の開示に関する報告書」の提出につい

て，平成10年４月１日以降に開始する事業年度を直前事業年度とす

る新規上場申請者から適用する。  

付 則  

この規程は，平成 11年２月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 11年８月１日から施行する。  

２ 改正後の規定は，平成 11年４月１日以後に開始する事業年度及び

連結会計年度に係る財務諸表等並びに平成 12年４月１日以後に開

始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表等

について適用し，平成 11年４月１日前に開始する事業年度及び連結

会計年度に係るもの並びに平成 12年４月１日前に開始する中間会

計期間及び中間連結会計期間に係るものについては，なお従前の例
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による。ただし，平成 11年４月１日前に開始する事業年度及び連結

会計年度に係る財務諸表等又は平成 12年４月１日前に開始する中

間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財務諸表等について，

改正後の規定を適用することができるものとする。  

付 則  

この規程は，平成 11年８月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 11年９月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 12年２月10日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 12年３月15日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 12年７月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 13年１月６日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 13年４月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 13年４月２日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 13年５月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 13年７月16日から施行する。  

付 則  

（施行期日）  

第１条 この規程は，平成 13年10月1日から施行する。  

（自己株式に係る経過措置）  
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第２条 改正後の第３条第２項の規定にかかわらず，商法等の一部を改

正する等の法律（平成 13年法律第79号。以下この付則において「商法

等改正法」という。）附則第２条又は第 24条の規定においてなお従前の

例によるとされた自己株式に係る決議については，なお従前の例によ

り取り扱うものとする。  

第３条 削 除  

（年賦課金に係る経過措置）  

第４条 改正後の有価証券上場規程別表第１（年賦課金）１の規定にか

かわらず，この規程施行の日以後の納入期に係る内国株券（当該株券

の発行者がＪＡＳＤＡＱの上場株券の発行者である場合を除く。以下

同じ。）の年賦課金は，当分の間，次の各号に掲げる区分に従い，当該

各号に定める金額とする。  

(1) この規程施行の日の前日において本所に株券が上場されている上

場会社  

この規程施行の日の前日における上場株式数のうち  

ａ  1,000万株（この規程施行の日の前日における旧商法上の１単

位の株式の数が1,000株以外の場合には， 1,000万株に当該１単位

の株式の数の1,000分の１を乗じて得た株式数に読み替え，この規

程施行の日の前日において商法等改正法による改正前の単位株制

度の適用を受けていなかった場合には， 1,000万株に1,000分の１

を乗じて得た株式数に読み替える。以下株式数については，それ

ぞれこれに準じて読み替えるものとする。）以下の株式数につき  

30万円  

ｂ 1,000万株を超え4,000万株以下の株式数につき  

200万株以下を増すごとに   ２万４千円 

ｃ 4,000万株を超え１億2,000万株以下の株式数につき  

400万株以下を増すごとに   ２万４千円 

ｄ １億2,000万株を超え２億株以下の株式数につき  
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1,000万株以下を増すごとに  ２万４千円 

ｅ ２億株を超え10億株以下の株式数につき  

１億株以下を増すごとに    ２万４千円  

ｆ 10億株を超え20億株以下の株式数につき  

２億株以下を増すごとに    ２万４千円  

ｇ 20億株を超える株式数につき  

４億株以下を増すごとに    ２万４千円  

(2) この規程施行の日以後に本所に株券が新規上場された上場会社

（この規程施行の日前に上場申請された場合に限る。）  

前号の規定（ただし，「この規程施行の日の前日における上場株式

数」とあるのは「新規上場に係る上場日における上場株式数」と読

み替える。）により算出した金額とする。  

(3) この規程施行の日以後に上場申請され本所に株券が新規上場され

た上場会社  

第１号の規定（ただし，「この規程施行の日の前日における上場株

式数」とあるのは「上場日における上場株式数を次の算式により調

整した株式数（以下「投資単位調整後上場株式数」という。）」と読

み替える。）により算出した金額とする。  

 

算式中「上場日の投資単位」は上場日の本所における最終価格を

用いて計算し，当該日において売買が成立しない場合には，当該日

の国内の他の金融商品取引所における最終価格を用いて計算する。

ただし，上場日の本所及び国内の他の金融商品取引所における売買

が成立しない場合には，上場日後本所において最初に売買立会が成

立した日と国内の他の金融商品取引所において最初に売買立会が成

立した日のいずれか早く到来した日の最終価格を用いて計算し，本

所において最初に売買立会が成立した日と国内の他の金融商品取引
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所において最初に売買立会が成立した日が同日である場合には，当

該日の本所の最終価格を用いて計算する。  

 

付 則  

１ この規程は，平成 14年４月１日から施行する。  

２ 商法等の一部を改正する法律（平成13年法律第128号）附則第７条

第１項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債又は新

株引受権付社債は，新株予約権付社債とみなして，改正後の規定を

適用する。  

付 則  

この規程は，平成 14年５月13日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成14年12月16日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成15年１月１日から施行し，改正後の第３条第１

項第８号の規定は，同日以後に上場申請を行う新規上場申請者から

適用する。  

２ 改正後の第13条第１項の規定にかかわらず，平成 14年10月末日前

に上場株券の市場第一部銘柄指定基準第４条第１項第１号ａ又は

ｂに定める日を迎える上場会社については，なお従前の例による。 

付 則  

この規程は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 15年２月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成15年４月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 15年４月１日から施行する。  
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付 則  

この規程は，平成 15年４月２日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 15年５月８日から施行する。  

２ 上場会社が，この規程の施行日前に再建計画（株券上場廃止基準

第２条第１項第７号後段に規定する「本所が適当と認める再建計

画」をいう。）を開示している場合には，改正後の第 16条第３項に

規定する「上場手数料等の免除申請書」を提出することにより，当

該再建計画の開示日以降３年間（再建計画の期間内に限る。）に到

来する納入期において，上場手数料及び年賦課金を免除するものと

する。ただし，当該提出日前に到来した納入期に係る上場手数料及

び年賦課金については，免除しない。  

付 則  

この規程は，平成 16年８月２日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者又は市場第一部銘柄への指定を申請する者か

ら適用する。  

付 則  

１ この規程は，平成 17年２月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者から適用する。  

２ この規程施行の日前に上場申請を行った新規上場申請者は，改正

後の第７条の５第１号に規定する宣誓書及び添付書類を平成 17年

３月31日までに（同日までに本所が上場承認していない場合は，本

所が上場を承認する日に）本所に提出するものとする。この場合に

おいて，当該新規上場申請者は，当該宣誓書及び添付書類を本所が

公衆の縦覧に供することに同意するものとする。  

付 則  

この規程は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  
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この規程は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，本所が定める日（平成17年12月５日）から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 18年３月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者から適用する。  

２ この規程施行の日（以下「施行日」という。）前に株券（外国株券

を除き，社会資本整備市場への上場申請を行った新規上場申請者に

あっては，債券を含む。）の上場申請を行った新規上場申請者は，

改正後の第７条の６に規定する報告書を平成 18年５月 31日までに

（同日までに本所が上場を承認していない場合は，本所が上場を承

認する日に）本所に提出するものとする。この場合において，当該

新規上場申請者は，当該報告書（その内容を記載した資料を含む。

次項において同じ。）を本所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。  

３ 施行日において現に上場されている株券（外国株券を除き，社会

資本整備市場に上場されている場合には債券を含む。）の発行者は，

改正後の第７条の６に規定する報告書を平成 18年５月 31日までに

本所に提出するものとする。この場合において，当該発行者は，当

該報告書を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

付 則  

１ この規程は，平成 18年５月１日から施行する。  

２ 改正後の第３条第１項の規定は，この規程施行の日（以下「施行

日」という。）以後に上場申請を行う新規上場申請者から適用する。  

３ 施行日前に定時総会の招集の手続きが開始された場合又は取締役

会の決議（委員会等設置会社にあっては，執行役の決定を含む。）

が行われた場合における当該定時総会又は取締役会（委員会等設置

会社にあっては，執行役を含む。）による改正前の第３条第２項第
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６号に規定する自己株式取得決議，自己株式処分等決議及び自己株

式消却決議は，それぞれ改正後の同号に規定する自己株式取得決議，

自己株式処分等決議及び自己株式消却決議とみなし，施行日前に株

式交換契約書，分割契約書又は合併契約書が作成された場合におけ

る当該契約書に基づく自己株式の移転に係る改正前の第３条第２

項第６号に規定する自己株式処分等決議は，改正後の同号に規定す

る自己株式処分等決議とみなす。  

４ 改正後の第３条第７項第１号及び第２号の規定にかかわらず，施

行日前に終了する事業年度に係る財務諸表，連結会計年度に係る連

結財務諸表，中間会計期間に係る中間財務諸表及び中間連結会計期

間に係る中間連結財務諸表については，なお従前の例による。  

５ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17年法

律第87号）第98条第２項の規定によりなお従前の例によるとされた

新株引受権に係る新株引受権証書については，なお従前の例による。 

付 則  

この規程は，平成 18年10月１日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 19年２月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 19年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第３条第２項第６号の２及び第 12条の３第４項の規定は，

この規程の施行日以後申請を行う者から適用する。  

付 則  

この規程は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 19年12月１日から施行する。  
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付 則  

１ この規程は，平成 20年４月１日から施行する。  

２  改正後の第３条第６項から第８項まで及び第７条の５第２号の

規定は，この改正規定施行の日（以下「施行日」という。）以後に

開始する事業年度から適用し，施行日より前に開始する事業年度に

係るものについては，なお従前の例による。  

３ 改正後の第３条第５項第５号ｉの規定は，施行日以後に開始する

事業年度から適用する。  

４ 改正後の第３条第２項第９号の３及び同条第３項第１号の規定は，

施行日以後に上場申請を行う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

この規程は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ この改正規定施行の日から過去５年以内に，改正前の上場有価証

券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第 23条に規定す

る改善報告書を１回提出している場合は改正後の第 14条の８第１

項に規定する公表措置を，改善報告書を２回提出している場合は改

正後の同項に規定する公表措置及び改正後の第 14条の８第２項に

規定する警告措置を講じているものとみなす。  

３ 改正後の企業行動規範に関する規則第７条の規定への違反に係る

第５章の２に規定する措置の適用は，平成 23年３月１日以後に終了

する事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用する。  

付 則  

この規程は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 22年６月30日から施行する。  

２  改正前の第７条の５の規定に基づき本所所定の適時開示に係る
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宣誓書を提出した者は，当該宣誓書に署名を行った代表者の異動に

ついて決議又は決定を行った場合は，本所所定の取引所規則の遵守

に関する確認書を異動後直ちに提出するものとする。  

付 則  

この規程は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この規程は，平成 23年１月31日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 23年３月31日から施行する。  

２ 改正後の第３条第２項の規定は，この改正規定施行の日以後に上

場申請を行う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

１ この規程は，平成 24年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第14条の９第１項の規定は，平成 26年４月１日から適用

する。  

（注）改正前の第 14条の９第１項の規定は，次のとおり。  

第14条の９ 本所は，上場会社が会社法第 331条，第335条，第337

条又は第400条の規定に違反した場合であって，本所が必要と認める

ときは，その旨を公表することができる。  

付 則  

１ この規程は，平成 24年５月28日から施行する。  

２  改正後の第 12条の３の３から第 12条の３の５まで及び第 24条の

規定は，この規程施行の日（以下｢施行日｣という。）以後に上場市

場の変更申請を行う上場市場変更申請者の審査から適用する。  

３ 改正後の第13条の２の規定は，施行日以後に市場第一部銘柄の指

定の申請又は上場申請を行う株券の発行者の審査から適用する。  

４ 改正後の第23条の規定は，施行日以後に上場申請を行う新規上場

申請者の審査から適用する。  
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５ 改正後の第25条の規定は，施行日以後に市場第一部銘柄の指定の

申請を行う上場株券の発行者の申請の審査から適用する。  

付 則  

この規程は，平成 25年１月１日から施行する。  
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有価証券上場規程別表  

 

 

第１  株   券  

 

 （上場手数料）  

区   分  納  入  期  徴   収   標   準 (定額・定率）  

新 規 上 場

申 請 者 の

上 場 申 請

し た 株 券

の上場  

 

上 場 日 の

属 す る 月

の 翌 月 末

日まで  

 

〔定  額〕  

100万円  

〔定  率〕  

上場株式数にかかわらず，次の (1)及び (2)に

掲げる金額の合計金額とする。ただし，当該

合計金額が 1,900万円を超えるときは， 1,900

万円とする。  

(1) 上場申請に係る公募の１株当たりの発行

価格に当該公募株式数（新規上場申請者が

外国会社である場合は，上場申請に係る株

式数のうち本邦内における公募に伴い上場

する株式数をいう。）を乗じて得た金額の万

分の４  

(2) １株当たりの売出価格に売出しを行う株

式数を乗じて得た金額の万分の１  

上 場 会 社

が 新 た に

発 行 す る

株 券 の 上

場  

上 場 日 の

属 す る 月

の 翌 月 末

日まで  

１株当たりの発行価格（株券を対価とする公

開買付けに際して行われる株券の発行にあって

は，当該公開買付けの決済の開始日（以下「決

済開始日」という。）における本所の当該株券の

最終価格（決済開始日の売買立会において売買

が成立しない場合には，決済開始日後，本所に

おいて 売買 立会 が最 初に 成立 した 日 の最 終価

格。ただし，本所が売買状況その他を勘案して

最終価格を用いることが適当でないと認めると

きは，本所がその都度定める価格とする。））に

新たに上場する株式数（上場外国会社である場

合において，当該上場外国会社の発行する株券

が外国の金融商品取引所等において上場又は継

続的に取引されているときには，当該株式数の

うち本邦内における募集に伴い上場する株式数
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をいう。）を乗じて得た金額の万分の６（他の種

類の株式への転換が行われる株式の転換及び新

株予約権の行使等により新たに上場する株券に

ついては万分の１）  

 

（年賦課金）  

区  分  納  入  期  徴   収   標   準  

年賦課金  ２月末日  

 

８月末日  

 上場株式数のうち  

①  １万単位以下の株式数につき  

30万円  

②  １万単位を超え４万単位以下の株式数につき  

2,000単位以下を増すごとに  

２万４千円  

③  ４万単位を超え 12万単位以下の株式数につき  

4,000単位以下を増すごとに  

２万４千円  

④  12万単位を超え 20万単位以下の株式数につき  

１万単位以下を増すごとに  

２万４千円  

⑤  20万単位を超え 100万単位以下の株式数につ

き  

10万単位以下を増すごとに  

２万４千円  

⑥  100万単位を超え 200万単位以下の株式数につ

き  

20万単位以下を増すごとに  

２万４千円  

⑦  200万単位を超える株式数につき  

40万単位以下を増すごとに  

２万４千円  

 

（ＴＤｎｅｔ利用料）  

区  分  納  入  期  徴  収  標  準  

ＴＤｎｅｔ  

利用料  

２月末日  

８月末日  
年額８万 9,250円  
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第１の２  優先出資証券  

第１の規定は，優先出資証券の料金について準用する（ＴＤｎｅ

ｔ利用料に係る規定を除く。）。  

 

第１の３  外国株預託証券  

第１の規定は，外国株預託証券の料金について準用する（ＴＤｎ

ｅｔ利用料に係る規定を除く。）。  

 

第２  新株予約権証券  

 

（上場手数料）  

区   分  納  入  期  徴   収   標   準  

上場会社が  発

行する新株予約

権証券の上場  

上 場 日 の 属 す る

月 の 翌 月 末 日 ま

で  

 新株予約権の目的である株式の発

行価格に当該株式の数を乗じて得

た金額が  

①  50億円以下の場合   17万円  

 ただし，第１株券「上場会社が新

たに発行する株券の上場」の場合

の上場手数料の計算により得た金

額の半額が 17万円未満の場合は，

その金額  

②  50億円を超える場合  34万円  

 

第３  債券その他の有価証券  

別にこれを定める。  

 

第４  社会資本整備市場上場有価証券（株券，優先株及び社債券）  

第１から前第３までの規定にかかわらず，社会資本整備市場上場

有価証券については，次のとおりとする。  
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（上場手数料）  

区分  納入期  徴収標準 (定額・定率）  

新 規 上 場 申 請

に係る株券，優

先 株 及 び 社 債

券  

上場日の属する月の

翌月末日まで  

新 規 上 場 申 請 に 係 る 銘 柄 の

数にかかわらず， 500万円  

上 場 会 社 が 新

た に 発 行 す る

株券  

上場日の属する月の

翌月末日まで  

１ 株 当 た り の 発 行 価 格 に 新

た に 上 場 す る 株 式 数 を 乗 じ

て得た金額の万分の６  

 

（年賦課金）  

区  分  納入期  徴収標準  

年賦課金  ２月末日  

８月末日  
１銘柄につき 30万円  

 

（ＴＤｎｅｔ利用料）  

区  分  納  入  期  徴  収  標  準  

ＴＤｎｅｔ  

利用料  

２月末日  

８月末日  
年額８万 9,250円  

 

 

付  則  

この規程は，平成 11年８月１日から施行する。  

付  則  

この規程は，平成 12年２月 10日から施行する。  

付  則  

この規程は，平成 12年３月 15日から施行する。  

付  則  

この規程は，平成 12年５月８日から施行する。  
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付  則  

１  この規程は，平成 12年７月 25日から施行する。  

２  改正後の新規上場申請者の上場申請した株券の上場に係る上場

手数料の規定は，平成 12年７月１日以後上場する新規上場申請者か

ら適用する。  

付  則  

この特例は，平成 13年４月２日から施行する。  

付  則  

この特例は，平成 13年５月１日から施行する。  

付  則  

この規程は，平成 13年 10月 1日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 14年 12月 16日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 15年４月１日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 15年５月８日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 17年２月１日から施行し，同日以後に到来する

納入期に納入することとなる上場手数料から適用する。  

付  則  

この別表は，本所が定める日（平成 17年 12月５日）から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 18年５月１日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 18年 10月１日から施行する。  

付  則  
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この別表は，平成 19年４月１日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 19年９月 30日から施行する。  

付  則  

この別表は，本所が定める日（平成 20年７月１日）から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 21年１月５日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 22年 10月 12日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 23年１月 31日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 23年６月 10日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 23年 10月７日から施行する。  

付  則  

この別表は，平成 25年１月１日から施行する。  
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ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程  

 

 

第１章 総  則  

（目 的）  

第１条 この規程は，業務規程第１条の３第４項の規定に基づき，本所

の市場（本所の開設する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。）のう

ちＪＡＳＤＡＱ（第２条に規定するＪＡＳＤＡＱをいう。）における有

価証券の上場申請及び上場審査，上場有価証券の管理，変更上場，上

場市場区分の変更，上場廃止その他上場有価証券に関する必要な事項

を定める。  

２ この規程のうち，次項に掲げる規定以外の規定の変更は，取締役会

の決議により行う。ただし，変更の内容が軽微な場合は，この限りで

ない。  

３ この規程のうち，第３条から第５条まで，第 11条から第14条まで（第

11条第４項及び第５項を除く。），第 16条から第21条まで，第23条から

第25条まで，第27条（第１項を除く。），第27条の２（第４項を除く。），

第28条，第34条，第36条から第46条まで，第53条，第58条及び第60条

から第62条までの規定の変更は，自主規制委員会の決議により行う。  

４ この規程のうち，第８条から第 10条まで，第15条，第22条，第27条

第１項及び第47条から第52条まで（第50条第２項及び第３項並びに第

51条第２項を除く。）の規定の変更にかかる第２項に規定する取締役会

の決議においては，自主規制委員会の同意を得るものとする。  

 

（ＪＡＳＤＡＱ）  

第２条 本所は，本所の市場において，多様な業態・成長段階の企業に

対し上場による円滑な資金調達の途を開き，もって幅広い産業の育成

に資するとともに，投資者に多様な投資対象を提供することを目的と
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して，当該企業の有価証券に係る上場制度を設ける。  

２ 前項に定める上場制度に基づき上場する有価証券に係る市場は，Ｊ

ＡＳＤＡＱと称する。  

 

（申請による上場）  

第３条 有価証券の上場は，当該有価証券の発行者からの申請により行

うものとする。この場合における上場申請に係る株券の取扱いについ

ては，本所が定めるところによるものとする。  

２ ＪＡＳＤＡＱに上場している株券（金融商品取引法（昭和 23年法律

第25号。以下「法」という。）第２条第１項第 17号に掲げる有価証券で

同項第９号に掲げる株券の性質を有するもの（以下「外国株券」とい

う。）を含む。以下同じ。）の発行者（以下「上場会社」という。）が行

う新設合併，株式移転又は新設分割（本所が定めるものに限る。）によ

って設立される会社（外国会社を含む。以下同じ。）が発行する有価証

券については，その設立前（当該上場会社の当該新設合併，株式移転

又は新設分割に係る株主総会の決議後に限る。）においても上場申請で

きることとし，当該設立前の上場申請に基づく有価証券の上場は，当

該上場会社からの申請により行うものとする。この場合における上場

申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は，本所が定めるとこ

ろによるものとする。  

３ 前２項の規定は，株券のうち法第 125条の上場命令に基づき上場する

株券については，適用しない。  

 

 

第２章 有価証券の新規上場  

（新規上場申請手続）  

第４条 新規上場申請者（本所の市場に有価証券が上場されていない発

行者が，有価証券の上場を申請しようとする場合の当該発行者をいう。
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以下同じ。）は，次の各号に掲げる事項を記載した本所所定の有価証券

上場申請書を提出するものとする。  

(1) 商号 

(2) 上場申請に係る有価証券の銘柄，種類，発行数，額面金額がある

場合にはその金額及び単元株式数（会社法（平成 17年法律第86号）

第２条第20号に規定する単元株式数をいう。以下同じ。）を定める場

合には当該単元株式数  

(3) 新規上場申請者が発行者である上場申請に係る有価証券以外の有

価証券（法第２条第１項第 20号に掲げる有価証券を除く。）の銘柄，

種類，発行数，額面金額がある場合にはその金額及び単元株式数を

定める場合には当該単元株式数  

(4) 上場申請に係る有価証券及び新規上場申請者が発行者であるその

他の有価証券の発行登録の内容  

(5) 上場申請日以降の日に，上場申請に係る株券の公募（一般募集に

よる新株の発行又は処分をいう。以下同じ。）若しくは売出し又は上

場申請に係る株券の上場のための数量制限付分売を行うときは，そ

の内容  

(6) 上場申請に係る有価証券の市場区分 

(7) 上場申請に係る株券についての指定振替機関（本所が指定する振

替機関（社債，株式等の振替に関する法律（平成 13年法律第75号。

以下「振替法」という。）第２条第２項に規定する振替機関をいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）の振替業における取扱いに関する

事項  

(8) 取締役会設置会社である旨の登記が行われた日  

２ 前項に規定する有価証券上場申請書には，次の各号に掲げる書類を

添付するものとする。ただし，第６号ａに掲げる書類については，本

所がその都度定める日までに提出すれば足りるものとする。  

(1) 上場申請を決議した取締役会の議事録の写し（会社法第 370条の規
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定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては，

当該場合に該当することを証する書面を含む。）。ただし，新規上場

申請者が外国会社である場合には，取締役会において上場申請を決

議したことを証する書面  

(2) 新規上場申請者の登記事項証明書  

ただし，新規上場申請者が外国会社である場合には，添付を要し

ない。  

(3) 定款の写し  

(4) 新規上場申請者の商号，その属する企業集団及びその経理の状況

その他事業の内容に関する重要な事項その他の本所が定める事項を

記載した直前事業年度（上場申請日の属する事業年度の前事業年度

をいう。以下この章において同じ。）に関する「上場申請のための有

価証券報告書」及び「ＪＡＳＤＡＱ上場申請レポート」    ２部  

(5) 本所所定の「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」  

(6) 新規上場申請者の幹事金融商品取引業者（幹事である金融商品取

引業者をいう。）である本所の取引参加者（当該新規上場申請者が内

国会社である場合には，取引参加者規程第２条第４項に規定するＩ

ＰＯ取引参加者又は同条第６項に規定するジャスダック取引参加者

をいい，外国会社である場合には，ジャスダック取引参加者をいう。）

（以下「幹事取引参加者」という。）が作成した次のａ及びｂに掲げ

る書類  

ａ 本所所定の「推薦書」  

ｂ 本所所定の「確認書」  

(7) 新規上場申請者が外国会社である場合には，次の書類  

ａ  有価証券上場申請書及びその添付書類に記載された法令に関

する事項が，真実，かつ，正確であることについての法律専門家

の法律意見書  

ｂ 上場申請に係る有価証券が，当該外国会社の属する国（以下「本
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国」という。）その他の本邦以外の地域（以下「外国」という。）

の金融商品取引所又は組織された店頭市場（以下「外国の金融商

品取引所等」という。）において上場又は継続的に取引されている

場合には，当該外国の金融商品取引所等における上場申請に係る

有価証券の流通の状況に関する書面  

ｃ 有価証券上場申請書に記載された代表者が，当該有価証券の上

場に関し，正当な権限を有する者であることを証する書面  

ｄ 上場申請に係る有価証券の見本。ただし，当該有価証券の発行

に係る準拠法において，当該有価証券に表示されるべき権利につ

いて券面を発行しない取扱いが認められ，かつ，券面が発行され

ていない場合には，当該見本の添付を要しないものとする。  

(8) 上場申請に係る内国株券（国内の他の金融商品取引所に上場され

ている内国株券又は日本証券業協会が指定するグリーンシート銘柄

を除く。）について，上場時における単元株式数が 100株であること

が見込まれない場合は，新規上場申請者が，上場後において，上場

有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則（以下「適

時開示等規則」という。）第 20条の３第２項に規定する単元株式数の

変更又は単元株式数の定めの新設を行う旨を確約した書面  

(9) その他本所が必要と認める書類  

３ 前項の規定にかかわらず，第 15条の規定の適用を受ける新規上場申

請者は，第１項に規定する有価証券上場申請書には，次の各号に掲げ

る新規上場申請者の区分に従い，当該各号に定める書類を添付するも

のとする。  

(1) 第15条第１号，第３号又は第５号に該当する新規上場申請者  

ａ 前項第１号から第４号まで，第７号及び第８号に掲げる書類  

ｂ 上場申請に係る株券につき，上場後最初に終了する事業年度の

末日までの間における株式の分布状況の見込みを記載した本所所

定の「上場申請日以後における株式分布状況に関する予定書」。  
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ｃ その他本所が必要と認める書類  

(2) 第15条第２号及び第４号に該当する新規上場申請者  

ａ 前項第１号，第３号及び第７号並びに前号ｂに掲げる書類  

ｂ 上場申請に係る株券が，外国の金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されることが明らかであることを証する書面  

ｃ その他本所が必要と認める書類  

４ 前条第２項の規定に基づき設立前に上場申請する場合は，前２項に

定める添付書類のうち上場申請時に提出することができない書類（本

所がやむを得ないものとしてその都度認めるものに限る。）については，

提出することができることとなった後直ちに提出すれば足りるものと

する。  

５ 新規上場申請者は，上場申請日の属する事業年度の初日以後上場す

ることとなる日までに，次の各号のいずれかに該当することとなる場

合には，当該各号に規定する書類を提出するものとする。  

(1) 取締役会，監査役会又は株主総会を開催した場合（会社法第 319

条第１項又は第 370条の規定により株主総会又は取締役会の決議が

あったものとみなされる場合を含み，委員会設置会社にあっては，

会社法第２条第12号に規定する委員会を開催した場合又は執行役の

決定があった場合を含む。）には，その議事録の写し（会社法第 319

条第１項又は第 370条の規定により株主総会又は取締役会の決議が

あったものとみなされる場合にあっては，当該場合に該当すること

を証する書面を含み，委員会設置会社にあっては，執行役の決定が

あったことを証する書面を含み，新規上場申請者が外国会社である

場合にあっては，有価証券に関する事項について取締役会又は株主

総会を開催した場合の決議通知書をいう。）  

(2) 経営上重大な事実等の会社情報が生じた場合には，その報告書  

(3) 内閣総理大臣等（内閣総理大臣又は法令の規定により内閣総理大

臣に属する権限を委任された者（新規上場申請者が外国会社である
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場合には，これらに相当する外国の行政庁を含む。）をいう。以下同

じ。）に有価証券の募集に関する届出又は売出しに関する届出若しく

は通知書の提出を行った場合には，次の書類の写し     各１部  

ａ 有価証券届出書（法第５条第１項（法において準用する場合を

含む。）に規定する届出書（同条第６項（法において準用する場合

を含む。）の規定に基づいて当該届出書に代わる書類を提出する外

国の者にあっては，当該書類及びその補足書類）及びその添付書

類並びにこれらの書類の訂正届出書をいう。以下同じ。）（既に提

出されているものと同一内容の書類を除く。）  

ｂ 有価証券届出効力発生通知書  

ｃ  有価証券通知書（変更通知書を含む。）及びその添付書類（既

に提出されているものと同一内容の書類を除く。）  

ｄ 届出目論見書（届出仮目論見書を含む。）  

(4) 有価証券の募集若しくは売出しの発行登録又はその取下げを行っ

た場合，又は発行登録による募集若しくは売出しを行った場合には，

次の書類の写し                    各１部  

ａ  発行登録書（訂正発行登録書を含む。）及びその添付書類並び

に当該発行登録書に係る参照書類（既に提出されているものと同

一内容の書類を除く。）  

ｂ 発行登録効力発生通知書  

ｃ  発行登録追補書類及びその添付書類並びに当該発行登録追補

書類に係る参照書類（既に提出されているものと同一内容の書類

を除く。）  

ｄ  発行登録目論見書（発行登録仮目論見書を含む。）及び発行登

録追補目論見書  

ｅ 発行登録取下届出書  

(5) 内閣総理大臣等に次の書類を提出した場合には，その写し  各１

部。ただし，新規上場申請者が継続開示会社（企業内容等の開示に
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関する内閣府令（昭和 48年大蔵省令第５号）（以下「開示府令」とい

う。）第１条第28号に規定する継続開示会社をいう。）でない外国会

社以外である場合には，次のａからｃまでに規定する書類について

訂正が行われたときにその写しを提出すれば足りるものとする。  

ａ 有価証券報告書（法第 24条第１項（法において準用する場合を

含む。）に規定する有価証券報告書（同条第８項（法において準用

する場合を含む。）の規定に基づいて当該有価証券報告書に代わる

書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）

（訂正有価証券報告書を含む。）及びその添付書類（既に提出され

ているものと同一内容の書類を除く。）  

ｂ 半期報告書（法第24条の５第１項（法において準用する場合を

含む。）に規定する半期報告書（同条第７項（法において準用する

場合を含む。）の規定に基づいて当該半期報告書に代わる書類を提

出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）（訂正

半期報告書を含む。）  

ｃ 四半期報告書（法第 24条の４の７第１項（法において準用する

場合を含む。）に規定する四半期報告書（同条第６項（法において

準用する場合を含む。）の規定に基づいて当該四半期報告書に代わ

る書類を提出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同

じ。）（訂正四半期報告書を含む。）  

ｄ 臨時報告書（法第 24条の５第４項（法において準用する場合を

含む。）に規定する臨時報告書（同条第 15項（法において準用する

場合を含む。）の規定に基づいて当該臨時報告書に代わる書類を提

出する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）（訂正

臨時報告書を含む。）  

ｅ  自己株券買付状況報告書（訂正自己株券買付状況報告書を含

む。）  

ｆ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を含む。），公開買付撤回
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届出書及び公開買付報告書（訂正公開買付報告書を含む。）  

ｇ  公開買付意見表明報告書（訂正公開買付意見表明報告書を含

む。）  

ｈ 対質問回答報告書（訂正対質問回答報告書を含む。）  

ｉ  大量保有報告書（訂正大量保有報告書を含む。）及び変更報告

書（訂正変更報告書を含む。）  

ｊ 内部統制報告書（法第 24条の４の４第１項（法において準用す

る場合を含む。）に規定する内部統制報告書（同条第６項において

読み替えて準用する法第 24条第８項（法において準用する場合を

含む。）の規定に基づいて当該内部統制報告書に代わる書類を提出

する外国の者にあっては当該書類）をいう。以下同じ。）（訂正内

部統制報告書を含む。）  

(6) 新規上場申請者が発行者である有価証券について内閣総理大臣等

に次の書類が提出された場合には，当該提出者から送付を受けた書

類の写し  

ａ 公開買付届出書（訂正公開買付届出書を含む。），公開買付撤回

届出書及び公開買付報告書（訂正公開買付報告書を含む。）  

ｂ 対質問回答報告書（訂正対質問回答報告書を含む。）  

ｃ  大量保有報告書（訂正大量保有報告書を含む。）及び変更報告

書（訂正変更報告書を含む。）  

(7) 公開買付意見表明報告書（訂正公開買付意見表明報告書を含む。）

の写しの送付を受けた場合には，その写し  

(8) 相互会社（保険業法（平成７年法律第105号）に規定する相互会社

をいう。）から株式会社への組織変更を行う場合には，本所が必要と

認める書類  

６ 新規上場申請者は，その上場申請に係る有価証券の上場日が次の各

号のいずれかに該当することとなる場合は，当該各号に規定する書類

各２部を提出するものとする（本所が定める場合を除く。）。  
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(1) 上場申請日の属する事業年度が開始した日以後３か月を経過し，

６か月を経過していない場合  

当該事業年度の第１四半期に関し，本所が定める事項を記載した

「上場申請のための四半期報告書」。この場合において，新規上場申

請者が内国会社であるときは，開示府令第 17条の15第１項第１号に

規定する「第４号の３様式」，外国会社であるときは，同項第２号に

規定する「第９号の３様式」にそれぞれ準じて作成するものとし，

新規上場申請者が四半期報告書を作成している継続開示会社である

ときは，四半期報告書の写しで足りるものとし，新規上場申請者が

四半期報告書を作成している継続開示会社以外の外国会社であると

きは，「上場申請のための四半期報告書」に記載する財務書類は，四

半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成 19年

内閣府令第63号）第85条に定める作成基準に準じて作成するものと

する（次号及び第３号に定める「上場申請のための四半期報告書」

において同じ。）。  

(2) 上場申請日の属する事業年度が開始した日以後６か月を経過し９

か月を経過していない場合  

当該事業年度の第２四半期に関し，本所が定める事項を記載した

「上場申請のための四半期報告書」  

(3) 上場申請日の属する事業年度が開始した日以後９か月を経過した

後となる場合  

当該事業年度の第３四半期に関し，本所が定める事項を記載した

「上場申請のための四半期報告書」  

７ 新規上場申請者は，次の各号に掲げる財務計算に関する書類につい

て，法第193条の２の規定に準じて，公認会計士（公認会計士法（昭和

23年法律第103号）第16条の２第５項に規定する外国公認会計士を含む。

以下同じ。）又は監査法人の監査，中間監査又は四半期レビュー（特定

事業会社（開示府令第 17条の15第２項各号に掲げる事業を行う会社を
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いう。以下同じ。）にあっては，中間監査を含む。以下同じ。）を受け，

それに基づいて当該公認会計士又は監査法人が作成した監査報告書，

中間監査報告書又は四半期レビュー報告書（特定事業会社にあっては，

中間監査報告書を含む。以下同じ。）を添付するものとする。ただし，

新規上場申請者が本所が定める外国会社である場合には，この限りで

ない。  

(1) 第２項第４号の規定により提出する「上場申請のための有価証券

報告書」に記載される財務諸表等（財務諸表（貸借対照表，損益計

算書，株主資本等変動計算書，キャッシュ・フロー計算書及び附属

明細表をいう。以下同じ。）及び連結財務諸表（連結貸借対照表，連

結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計

算書，連結株主資本等変動計算書，連結キャッシュ・フロー計算書

並びに連結附属明細表をいう。以下同じ。）又は財務書類（外国会社

の財務計算に関する書類をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）

のうち，本所が指定するもの  

(2) 第２項第４号の規定により提出する「上場申請のための有価証券

報告書」に記載される中間財務諸表等（中間財務諸表（中間貸借対

照表，中間損益計算書，中間株主資本等変動計算書及び中間キャッ

シュ・フロー計算書をいう。）及び中間連結財務諸表（中間連結貸借

対照表，中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間

連結損益及び包括利益計算書，中間連結株主資本等変動計算書並び

に中間連結キャッシュ・フロー計算書をいう。）をいう。以下同じ。）

若しくは四半期財務諸表等（四半期連結貸借対照表，四半期連結損

益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包

括利益計算書並びに四半期連結キャッシュ・フロー計算書（連結財

務諸表を作成すべき会社でない会社にあっては，四半期貸借対照表，

四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書とする。）

（特定事業会社にあっては，中間財務諸表等を含む。）をいう。以下
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同じ。）又は前項の規定により提出する「上場申請のための四半期報

告書」に記載される四半期財務諸表等  

８ 新規上場申請者（前項ただし書の規定の適用を受ける外国会社を除

く。）は，前項に規定する監査，中間監査又は四半期レビュー（第６項

の規定により提出する「上場申請のための四半期報告書」に係るもの

を除く。）について公認会計士又は監査法人が作成した「監査概要書」，

「中間監査概要書」又は「四半期レビュー概要書（特定事業会社にあ

っては，中間監査概要書を含む。以下同じ。）」各１部を提出するもの

とする。  

９ 新規上場申請者は，第７項に規定するほか，本所が定める財務計算

に関する書類について，本所が定めるところにより公認会計士又は監

査法人による監査報告書又は財務数値等に係る意見を記載した書面を

添付するものとする。  

10 本所は，上場審査のため必要と認めるときには，新規上場申請者に

対し前各項に規定する書類のほか参考となるべき報告又は資料の提出

その他上場審査に対する協力を求めることができるものとする。  

11 新規上場申請者は，本所が上場申請に係る有価証券の上場を承認し

た場合には，第２項から第９項までに掲げる書類のうち本所が必要と

認める書類を提出し，本所が当該有価証券の上場について公表した後，

当該書類その他の新規上場申請者がこの条の規定により提出した書類

のうち本所が必要と認める書類について本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。  

12 第２項第６号に規定する推薦書を作成する幹事取引参加者は，事前

に申請予定の連絡を行い，新規上場申請者がその発行する有価証券の

上場を申請するに当たって，推薦金融商品取引業者としての参考資料

（幹事取引参加者が新規上場申請者の推薦に当たり留意した事項，主

な指摘事項又は問題点及び新規上場申請者の対応について記載した書

面並びに「事業等のリスク」について検討した内容を記載した書面を
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いう。）を提出するものとする。  

13 本所は，上場審査のため必要と認めるときには、第２項第６号に規

定する推薦書を作成する幹事取引参加者に対し，前項に規定する書類

のほか参考となるべき報告又は資料の提出その他上場審査に対する協

力を求めることができるものとする。  

14 本所は，上場審査のために必要と認めるときには，第７項，第８項

又は第９項に規定する書類を作成した公認会計士又は監査法人に対し，

参考となるべき報告その他上場審査に対する協力を求めることができ

るものとする。  

 

（上場申請に係る宣誓書）  

第５条 新規上場申請者は，当該申請を行う時に，本所所定の上場申請

に係る宣誓書を提出するものとする。  

 

（上場審査料）  

第６条 新規上場申請者は，本所が定める金額の上場審査料を，本所が

定める日までに支払うものとする。ただし，第 11条第１項の規定に基

づき予備申請を行った有価証券について，有価証券上場予備申請書に

記載した上場申請を行おうとする日の属する事業年度に上場申請を行

う場合には，上場審査料を納入することを要しない。  

２ 前項に規定する上場審査料のほか，本所が特に必要と認める調査等

に係る費用を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（市場区分）  

第７条 ＪＡＳＤＡＱにおいては，一定の事業規模と実績を有し，事業

の拡大が見込まれる企業群を対象とした市場区分（以下「スタンダー

ド」という。）及び特色ある技術やビジネスモデルを有し，将来の成長

可能性に富んだ企業群を対象とした市場区分（以下「グロース」とい
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う。）を設ける。  

２ ＪＡＳＤＡＱに上場する株券は，スタンダード又はグロースに上場

するものとする。  

 

（スタンダード上場審査基準）  

第８条 新規上場申請者がスタンダードへの上場を申請した場合，当該

株券の上場審査は，次の各号に適合するものを対象として行うものと

する。  

(1) 株式の分布状況  

次のａ及びｂに適合すること。  

ａ  場申請日から上場日の前日までの期間に， 1,000単位（１単位

は，単元株式数を定める場合には当該単元株式数をいい，単元株

式数を定めない場合には１株をいう。以下同じ。）又は上場時にお

いて見込まれる上場株式数の 10％のいずれか多い株式数以上の上

場申請に係る株券の公募又は売出しを行うこと。ただし，本所が

定める場合は，この限りでない。  

ｂ 上場の時までに，株主数（１単位の株式数以上の株式を所有す

る者の数をいう。以下同じ。）が 300人以上となる見込みのあるこ

と。  

(2) 浮動株時価総額  

上場日における浮動株時価総額（浮動株式数（役員（役員持株会

を含み，取締役，会計参与（会計参与が法人であるときは，その職

務を行うべき社員を含む。），監査役，執行役（理事及び監事その他

これらに準ずる者を含む。）をいう。以下同じ。），新規上場申請者が

自己株式を所有している場合の当該新規上場申請者，上場株式数の

10％以上の株式を所有する株主（明らかに固定的所有でないと認め

られる株式を除く。）及び役員以外の特別利害関係者（開示府令第１

条第31号イに規定する特別利害関係者をいう。以下同じ。）を除く株
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主が所有する株式の数をいう。以下この条及び次条において同じ。）

に本所が定める価格を乗じて得た額をいう。以下同じ。）が５億円以

上となる見込みのあること。  

(3) 純資産の額  

上場申請日の直前連結会計年度（新規上場申請者が連結財務諸表

を作成すべき会社でない場合は，直前事業年度。以下連結会計年度

については，それぞれこれに準じて読み替えるものとする。）の末日

における純資産の額が２億円以上であること。  

(4) 利益の額  

最近１年間の利益の額が，１億円以上であること。ただし，上場

日における上場時価総額が 50億円以上となる見込みのある場合には

問わないものとする。  

(5) 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａからｄまでに適合すること。  

ａ 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書

（最近１年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものを除く。）において，公認会計士若しくは監査法

人又はこれらに相当する者（以下「公認会計士等」という。）の「無

限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載

されていること。ただし，本所が適当と認める場合は，この限り

でない。  

ｂ 「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書

（最近１年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表等

に添付されるものに限る。）及び中間監査報告書又は四半期レビュ

ー報告書において，公認会計士等の「無限定適正意見」，「中間財

務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」又は「無限定の

結論」が記載されていること。ただし，本所が適当と認める場合

は，この限りでない。  
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ｃ  ａ及び前ｂに規定する監査報告書 ,中間監査報告書又は四半期

レビュー報告書に係る財務諸表等，中間財務諸表等又は四半期財

務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等（有価証券届出

書，発行登録書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付

書類及びこれらの書類に係る参照書類，有価証券報告書及びその

添付書類，半期報告書，四半期報告書並びに目論見書をいう。以

下同じ。）に「虚偽記載」を行っていないこと。  

ｄ  上場申請に係る株券が国内の他の金融商品取引所に上場され

ている場合にあっては，次の (a)及び(b)に該当するものでないこ

と。  

(a) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書におい

て，「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。  

(b) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対す

る内部統制監査報告書において，「意見の表明をしない」旨が記

載されていること。  

(5)の２ 上場会社監査事務所による監査  

「上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務

諸表等，中間財務諸表等及び四半期財務諸表等について，上場会社

監査事務所（日本公認会計士協会の上場会社監査事務所登録制度に

基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている監査事務所（同協

会の同制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査事務所

（同協会の品質管理レビューを受けた者に限る。）を含む。）をいう。）

（本所が適当でないと認める者を除く。）の法第 193条の２の規定に

準ずる監査，中間監査又は四半期レビューを受けていること。  

(6) 株式事務代行機関の設置  

株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しているか，

又は当該株式事務代行機関から受諾する旨の内諾を得ていること。

ただし，本所の承認する株式事務代行機関については，この限りで
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ない。  

(7) 単元株式数  

単元株式数が，上場の時に 100株となる見込みのあること（国内の

他の金融商品取引所に上場されている内国株券及び日本証券業協会

が指定するグリーンシート銘柄であって，単元株式数が1,000株であ

る場合を除く。）。ただし，本所が適当と認める場合は，この限りで

ない。  

(8) 株式の譲渡制限  

上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上

場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし，

特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であ

って，かつ，その内容が本所の市場における売買を阻害しないもの

と認められるときは，この限りでない。  

(9) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であるこ

と又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。  

(10) 上場前の公募又は売出し等に関する規則への適合  

上場前の公募又は売出し等に関する規則に適合しない第三者割当

等及び特別利害関係者等の株式等の移動を行っていないこと。  

２ 前項の規定にかかわらず，新規上場申請者が外国会社であって，ス

タンダードへの上場を申請した場合，当該株券の上場審査は，前項第

５号のほか，次の各号に適合するものを対象として行うものとする。  

(1) 株式の分布状況  

次のａ及びｂに適合すること。  

ａ 上場申請日から上場日の前日までの期間に，次の銘柄の区分に

従い，当該区分に定める株式数又は上場時において見込まれる上

場株式数の10％のいずれか多い株式数以上の上場申請に係る株券

の公募又は売出しを行うこと（上場申請に係る株券が，外国の金
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融商品取引所において上場されている場合を除く。）。ただし，本

所が定める場合は，この限りでない。  

(a) 売買単位を1,000株とする銘柄（以下「 1,000株単位銘柄」と

いう。）については， 100万株  

(b) 売買単位を500株とする銘柄（以下「 500株単位銘柄」という。）

については，50万株  

(c) 売買単位を100株とする銘柄（以下「 100株単位銘柄」という。）

については，10万株  

(d) 売買単位を50株とする銘柄（以下「 50株単位銘柄」という。）

については，５万株  

(e) 売買単位を10株とする銘柄（以下「 10株単位銘柄」という。）

については，１万株  

(f) 売買単位を１株とする銘柄（以下「１株単位銘柄」という。）

については，1,000株 

ｂ 上場の時までに，株主数が 300人以上となる見込みのあること。 

(2) 浮動株時価総額  

上場日における浮動株時価総額が５億円以上となる見込みのあ

ること。  

(3) 純資産の額  

上場申請日の直前連結会計年度の末日における純資産の額が２億

円以上であること。  

(4) 利益の額  

最近１年間における利益の額が，１億円以上であること。ただし，

上場日における上場時価総額が 50億円以上となる見込みのある場合

には問わないものとする。  

(5) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務（指定振

替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定に基づき兼業の承認を
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受けた外国株券等の保管及び振替決済に関する業務をいう。以下同

じ。）における取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの

対象となる見込みのあること。  

(6) 株式の譲渡制限  

上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上

場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし，

株式の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受

けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって，

かつ，その内容が本所の市場における売買を阻害しないものと認め

られるときは，この限りでない。  

(7) 上場前の公募又は売出し等に関する規則への適合  

上場前の公募又は売出し等に関する規則に適合しない第三者割当

等及び特別利害関係者等の株式等の移動を行っていないこと。  

 

（グロース上場審査基準）  

第９条 新規上場申請者がグロースへの上場を申請した場合，当該株券

の上場審査は，前条第１項第５号から第 10号までのほか，次の各号に

適合するものを対象として行うものとする。  

(1) 純資産の額  

上場申請日の直前連結会計年度の末日における純資産の額が正で

あること。  

(2) 株式の分布状況  

次のａ及びｂに適合すること。  

ａ  上場申請日から上場日の前日までの期間に， 1,000単位又は上

場時において見込まれる上場株式数の 10％のいずれか多い株式数

以上の上場申請に係る株券の公募又は売出しを行うこと。ただし，

本所が定める場合は，この限りでない。  

ｂ 上場の時までに，株主数が 300人以上になる見込みのあること。 
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(3) 浮動株時価総額  

上場日における浮動株時価総額が５億円以上になる見込みのある

こと。  

２ 前項にかかわらず，新規上場申請者が外国会社であって，グロース

への上場を申請した場合，当該株券の上場審査は，前条第１項第５号

及び前条第２項第５号から第７号まで並びに次の各号に適合するもの

を対象として行うものとする。  

(1) 純資産の額  

上場申請日の直前連結会計年度の末日における純資産の額が正で

あること。  

(2) 株式の分布状況  

次のａ及びｂに適合すること。  

ａ 上場申請日から上場日の前日までの期間に，前条第２項第１号

ａの銘柄の区分に従い，当該区分に定める株式数又は上場時にお

いて見込まれる上場株式数の 10％のいずれか多い株式数以上の上

場申請に係る株券の公募又は売出しを行うこと（上場申請に係る

株券が，外国の金融商品取引所において上場されている場合を除

く。）。ただし，本所が定める場合は，この限りでない。  

ｂ 上場の時までに，株主数が 300人以上になる見込みのあること。 

(3) 浮動株時価総額  

上場日における浮動株時価総額が５億円以上になる見込みのある

こと。  

(4) 上場前の公募又は売出し等に関する規則への適合  

上場前の公募又は売出し等に関する規則に適合しない第三者割当

等及び特別利害関係者等の株式等の移動を行っていないこと。  

 

（上場審査）  

第10条 新規上場申請者がスタンダードへの上場を申請した場合，第８
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条の規定に適合する株券の上場審査は，新規上場申請者並びに新規上

場申請者及びその資本下位会社等により構成される新規上場申請者の

企業グループ（以下「新規上場申請者の企業グループ」という。）に関

する次の各号に掲げる事項について行うものとする。  

(1) 企業の存続性  

事業活動の存続に支障を来す状況にないこと。  

(2) 健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確立  

企業規模に応じた企業統治及び内部管理体制が確立し，有効に機

能していること。  

(3) 企業行動の信頼性  

市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと。  

(4) 企業内容等の開示の適正性  

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。  

(5) その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項  

２ 新規上場申請者がグロースへの上場を申請した場合，前条の規定に

適合する株券の上場審査は，新規上場申請者の企業グループに関する

次の各号に掲げる事項について行うものとする。  

(1) 企業の成長可能性  

成長可能性を有していること。  

(2) 成長の段階に応じた健全な企業統治及び有効な内部管理体制の確

立 

成長の段階に応じた企業統治及び内部管理体制が確立し，有効に

機能していること。  

(3) 企業行動の信頼性  

市場を混乱させる企業行動を起こす見込みのないこと。  

(4) 企業内容等の開示の適正性  

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。  

(5) その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項  
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３ 前２項の規定は，第 15条の規定の適用を受ける新規上場申請者の株

券の上場審査については，適用しない。  

 

（予備申請）  

第11条 株券の上場申請を行おうとする者（第 15条の規定の適用を受け

る者を除く。）は，当該上場申請を行おうとする日の直前事業年度の末

日から起算して３か月前の日以後においては，上場申請を行おうとす

る日その他の事項を記載した「有価証券上場予備申請書」及び上場申

請に必要な書類に準じて作成した書類（提出することができるもので

足りる。）を提出することにより，上場申請の予備的申請（以下「予備

申請」という。）を行うことができる。  

２ 前項の規定により予備申請が行われた場合には，第８条又は第９条

及び第10条に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行う。  

３ 第４条第10項の規定は，前項の審査を行う場合について，準用する。  

４ 予備申請を行う者は，本所が定める金額の予備審査料を，本所が定

める日までに支払うものとする。  

５ 前項に規定する予備審査料のほか，本所が特に必要と認める調査等

に係る費用を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（上場前の公募又は売出し等に関する取扱い）  

第12条 新規上場申請者が上場前に行う公募又は売出し，株式の譲受け

又は譲渡及び第三者割当等（募集株式（会社法第 199条第１項に規定す

る募集株式及びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる株

式をいう。以下同じ。）の割当の方法のうち，日本証券業協会がグリー

ンシート銘柄として指定する内国株券等に係る公募であって当該証券

業協会が定める規則により金融商品取引業者が不特定多数の者を対象

に配分する方法により行う場合の当該公募，株主割当以外の方法をい

う。以下同じ。）による募集株式の割当等については，本所が定める規
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則によるものとする。  

 

（取引所規則の遵守に関する確認書等） 

第13条 株券の上場を申請する新規上場申請者は，本所が当該有価証券

の上場を承認した場合には，次の各号に定める書類を提出し，第２号

に掲げる書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。 

(1) 本所所定の取引所規則の遵守に関する確認書  

(2) 第４条第２項第４号に規定する「上場申請のための有価証券報告

書」，同条第６項に規定する「上場申請のための四半期報告書」その

他本所が定める書類に不実の記載がないと当該新規上場申請者の代

表者が認識している旨及びその理由を記載した書面  

 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書）  

第14条 株券（外国株券を除く。）の上場を申請する新規上場申請者は，

本所が当該株券の上場を承認した場合には，当該新規上場申請者のコ

ーポレート・ガバナンスに関する事項について記載した報告書を提出

し，当該報告書（その内容を記載した資料を含む。）を本所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。  

 

（再上場の特例）  

第15条 次の各号に掲げる場合において，当該各号に定める会社が発行

者である株券の上場を遅滞なく申請するとき（第１号に定める存続会

社の親会社（財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭

和38年大蔵省令第59号）（以下「財務諸表等規則」という。）第８条第

３項に規定する親会社をいう。以下同じ。）又は第３号に定める当該他

の会社の親会社が外国会社であるときは，本所が適当と認める場合に

限る。）は，原則として，第８条（第１項中の第６号から第９号まで及

び第２項中の第５号及び第６号の規定の適用を除く。），第９条（第１
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項中の第８条第１項第６号から第９号まで及び第２項中の第８条第２

項第５号及び第６号の規定の適用を除く。）及び第 10条の規定を適用し

ないものとする。ただし，当該各号に定める会社が発行者である株券

が上場時において第 47条第１項第18号に規定する「株主の権利内容及

びその行使が不当に制限されていると本所が認めた場合」及び同項第

20号に該当しないこととなる見込みがあり，かつ，当該会社が発行す

る株券が上場後最初に到来する事業年度の末日等までに株式の分布状

況に係る上場廃止基準に該当しないこととなる見込みがあることを要

するものとする。  

(1) 上場株券が，その上場会社の合併による解散により上場廃止とな

る場合  

当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社

（当該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に

限る。）  

(2) 上場外国株券が，その上場会社の設立準拠法の変更のための合併

により第47条第２項第１号に該当して上場廃止となる場合であって，

当該合併に係る存続会社の株券が外国の金融商品取引所等において

直ちに上場又は継続的に取引されるとき。  

当該合併に係る存続会社  

(3) 上場会社が，株式交換，株式移転その他の方法により他の会社の

完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態となる場合  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換，株式移転その他の方法に際して交付する場

合に限る。）  

(4) 上場外国株券が，その上場会社の外国持株会社（株式を所有する

ことにより他の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする

外国会社をいう。以下同じ。）への組織変更により第 47条第２項第１

号に該当して上場廃止となる場合であって，当該外国持株会社の株
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券が外国の金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引

されるとき。  

当該外国持株会社  

(5) 上場会社が，人的分割（分割に際し，分割する会社の株主に承継

会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をい

う。以下同じ。）を行うに当たり，その吸収分割契約又は新設分割計

画の記載に基づき他の会社に上場契約を承継させようとすることに

より第47条第１項第13号後段に該当して上場廃止となる場合（当該

他の会社が上場会社の主要な事業を承継するものと本所が認める場

合に限る。）  

当該他の会社（当該会社が発行者である株券を当該人的分割に際

して交付する場合に限る。）  

 

（上場契約）  

第16条 本所が有価証券を上場する場合には，当該上場申請に係る有価

証券（上場有価証券の発行者が発行者であるものを除く。）の発行者は，

本所所定の上場契約書を提出するものとする。  

２ 前項による上場契約は，当該有価証券の上場日にその効力を生ずる

ものとする。  

３ 本所は，当該有価証券の上場日にその銘柄等の所要事項を上場有価

証券原簿に記載する。  

４ その発行する株券が第 47条第１項第19号に該当して上場廃止となり，

かつ，当該株券と引換えに交付される株券が第 18条第２項の規定の適

用を受けて上場される発行者は，当該上場廃止以後当該引換えに交付

される株券が上場されるまでの間，上場株券の発行者とみなす。  

 

 

第３章 新株券等の上場及び上場有価証券の変更上場  
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（新株券等の上場申請手続）  

第17条 本所の上場有価証券の発行者が発行者である有価証券で本所が

上場していないものの上場を申請する場合には，当該発行者は，次の

各号に掲げる事項を記載した本所所定の有価証券上場申請書を提出す

るものとする。  

(1) 上場申請に係る有価証券の銘柄，種類，発行数，額面金額がある

場合にはその金額及び単元株式数を定める場合には当該単元株式数  

(2) 上場申請に係る有価証券の募集又は売出しの条件に関する事項  

(3) 上場申請に係る有価証券の所有者別及び所有数別の分布状況  

(4) 上場申請に係る有価証券が，第 47条第１項第19号に該当して上場

廃止となる銘柄と引換えに交付される株券である場合には，当該株

券の内容に関する事項  

２ 本所は，前項の規定による上場申請は既に上場している有価証券と

同一市場区分への上場申請とみなす。  

 

（新株券等の上場）  

第18条 前条の規定により上場申請のあった有価証券が，上場会社が新

たに発行する株券であって上場株券と同一の種類のものである場合に

は，原則として上場を承認するものとし，その上場の取扱いは次の各

号に定めるところによる。  

(1) 上場内国会社が有償株主割当により新たに発行する内国株券のう

ち本所が定めるものは，発行日取引により上場する。  

(2) 上場会社が新たに発行する株券であって上場株券と権利関係を異

にするものが，本所が定める基準に適合するときは，その発行され

たときに上場株券に追加して上場する。  

(3) 上場会社が新たに発行する株券であって上場株券と権利関係を異

にするものが，前号の規定により上場されない場合には，その権利

関係が同一となったときに，上場株券に追加して上場する。  
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(4) 前３号に定めるところによるほか，上場会社が新たに発行する株

券は，原則としてその発行されたときに，上場株券に追加して上場

する。  

２ 前項の規定にかかわらず，前条の規定により上場申請のあった有価

証券が，第47条第1項第19号に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに

交付される株券である場合には，本所が定める基準に適合するときに

上場を承認するものとする。  

３ 前条の規定により上場申請のあった有価証券が，新株予約権証券で

ある場合には，本所が定める基準に適合するときに上場を承認するも

のとする。  

４ 前項の規定により新株予約権証券が上場されることとなる場合には，

当該上場申請を行った者は，本所が定める確約書を提出するものとす

る。  

 

（上場有価証券の変更上場申請手続）  

第19条 上場有価証券の発行者が，当該上場有価証券の銘柄，数量，種

類，額面金額がある場合にはその金額及び単元株式数を定める場合に

は当該単元株式数等を変更しようとするときは，本所所定の有価証券

変更上場申請書を提出するものとする。  

２ 本所は，第17条又は前項の規定に基づく上場申請により当該有価証

券を上場する場合には，その上場日に，上場有価証券原簿の記載事項

を変更する。  

 

 

第４章 上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等  

（上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等）  

第20条 上場有価証券の発行者は，適時開示等規則に定めるところによ

り，上場有価証券の発行者及び上場有価証券に関する投資者の投資判
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断に影響を及ぼす情報（以下「会社情報」という。）の適時開示等を行

うものとする。  

 

（グロースの上場会社による中期経営計画の策定等）  

第21条 グロースの上場会社は，経営計画の進捗状況及びその要因並び

に今後の進捗についての見通し及びその前提条件について，本所所定

の様式による３か年の経営計画（以下「中期経営計画」という。）を，

１事業年度に対して１回以上，次の各号に掲げる事項を遵守し，策定

するものとする。  

(1) 記載内容が虚偽でないこと。  

(2) 記載内容に投資判断上重要と認められる情報が欠けていないこと。 

(3) 記載内容が投資判断上誤解を生じせしめるものでないこと。  

(4) 前３号に掲げる事項のほか，記載内容が適正性に欠けていないこ

と。  

２ グロースの上場会社は，前項の規定により策定した中期経営計画を，

本所が定める日までに本所に提出しなければならない。  

３ グロースの上場会社は，本所に対し提出した中期経営計画の内容に

変更が生じた場合に，変更内容を記載した書面を，遅滞なく本所に提

出しなければならない。  

４ グロースの上場会社は，前２項の規定により本所に提出した中期経

営計画について，本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとす

る。  

 

（投資者向け説明等）  

第22条 グロースの上場会社は，前条第１項の規定により策定した中期

経営計画（前条第３項に定める変更内容を記載した書面を含む。）につ

いて，投資者向け説明会の開催又は投資者向け説明会の開催に相当す

る活動を，本所が定めるところにより，少なくとも１事業年度におい
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て１回以上，実施しなければならない。  

 

（第三者割当等により割り当てられた募集株式の譲渡の報告等に関する

取扱い）  

第23条 上場会社が行う第三者割当等により割り当てられた募集株式の

譲渡の報告等については，本所が定める規則によるものとする。  

 

 

第５章 企業行動規範  

（企業行動規範）  

第24条 上場会社は企業行動規範に関する規則に定めるところにより，

適切な企業行動等を行うものとする。  

 

 

第６章 上場市場の変更  

（上場市場の変更）  

第25条 競争売買市場に上場する有価証券のＪＡＳＤＡＱへの上場市場

の変更は，上場有価証券の発行者からの申請により行うものとする。  

２ 上場市場の変更を申請する者（以下「上場市場変更申請者」という。）

は，当該上場市場変更申請者が発行者であるすべての上場有価証券に

ついて上場市場の変更申請を行うものとする。  

３ 上場市場変更申請者は，本所所定の「上場市場の変更申請書」を提

出するものとする。  

４ 第４条第２項（第１号，第４号から第７号まで及び第９号に限る。），

第７項及び第12項の規定は，前項に規定する「上場市場の変更申請書」

に添付する書類について準用する。この場合において，これらの規定

中「上場申請」とあるのは「上場市場の変更申請」と，「新規上場申請

者」とあるのは「上場市場変更申請者」と，「上場日」とあるのは「上
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場市場の変更日」と，「上場後」とあるのは「上場市場の変更後」と，

「有価証券上場申請書」とあるのは「上場市場の変更申請書」と，「有

価証券の上場」とあるのは「上場有価証券の上場市場の変更」と，そ

れぞれ読み替えるものとする。  

５ 第４条第10項及び第13項の規定は，上場市場の変更審査について準

用する。  

６ 上場市場変更申請者は，上場市場の変更の申請を行う時に，本所所

定の上場市場の変更申請に係る宣誓書を提出するものとする。  

 

（上場市場の変更審査料等）  

第26条 上場市場変更申請者は，本所が定める金額の上場市場の変更審

査料を，本所が定める日までに支払うものとする。  

２ 前項に規定する変更審査料のほか，本所が特に必要と認める調査等

に係る費用を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（上場市場の変更審査）  

第27条 株券の上場市場の変更審査は，第８条から第 10条（第８条第１

項第５号の２及び第７号を除く。）までを準用するものとする。この場

合において，これら規定中「上場申請日の直前連結会計年度の末日」

とあるのは「市場変更申請日の直前連結会計年度の末日（市場変更申

請日がその直前連結会計年度の末日から起算して１か月以内である場

合には，当該直前連結会計年度の前連結会計年度の末日をいう。以下

この条及び次条において同じ。）」と，「上場申請日の属する事業年度の

初日」とあるのは「市場変更申請日の属する事業年度の初日（市場変

更申請日がその直前事業年度の末日から起算して１か月以内である場

合には，当該直前事業年度の初日）」とそれぞれ読み替えるものとする。 

２ 前項の審査により上場市場の変更申請に係る株券の上場市場の変更

を適当と認めた場合には，本所は，当該発行者が発行者であるすべて
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の上場有価証券につき上場市場の変更を行う。  

３ 本所は，前項の規定により上場市場を変更する場合には，その変更

日に，上場有価証券原簿の記載事項を変更する。  

 

（上場市場の変更予備申請）  

第27条の２ 上場市場の変更申請を行おうとする者は，当該申請を行お

うとする日の直前事業年度の末日（当該申請を行おうとする日がその

直前事業年度の末日から起算して１か月以内である場合には，当該直

前事業年度の前事業年度の末日）から起算して３か月前より後におい

ては，上場市場の変更を行おうとする日その他の事項を記載した「上

場市場の変更予備申請書」及び上場市場の変更申請に必要な書類に準

じて作成した書類（提出することができるもので足りる。）を提出する

ことにより，上場市場の変更申請の予備的申請（以下「市場変更の予

備申請」という。）を行うことができる。  

２ 前項の規定により市場変更の予備申請が行われた場合には，本所は，

前条第１項の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審査を行

う。  

３ 第４条第10項の規定は，前項の審査を行う場合について準用する。  

４ 市場変更の予備申請を行う者は，本所が定める金額の市場変更の予

備審査料を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（申請によらない上場市場の変更）  

第28条 前３条の規定にかかわらず，本所は，必要と認めた場合には，

上場有価証券の上場市場の変更を行うことができる。  

２ 前条第２項及び第３項の規定は，前項の場合について準用する。  

 

 

第７章 上場市場区分の変更  
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（上場市場区分の変更）  

第29条 上場有価証券のグロースからスタンダード又はスタンダードか

らグロースへの上場市場区分の変更は，上場有価証券の発行者からの

申請により行うものとする。この場合において，グロースからスタン

ダード又はスタンダードからグロースの上場市場区分の変更を申請す

る者（以下「上場市場区分変更申請者」という。）が，本所が定める場

合に該当するときには，上場市場区分の変更申請を受理しない。  

２ 上場市場区分変更申請者は，当該上場市場区分変更申請者が発行者

であるすべての上場有価証券について上場市場区分の変更申請を行う

ものとする。  

３ 上場市場区分変更申請者は，本所所定の「上場市場区分の変更申請

書」を提出するものとする。  

４ 第４条第２項（第１号，第４号から第７号まで及び第９号に限る。），

第７項及び第12項の規定は，前項に規定する「上場市場区分の変更申

請書」に添付する書類について準用する。この場合において，これら

の規定中「有価証券上場申請書」とあるのは「上場市場区分の変更申

請書」と，「上場申請」とあるのは「上場市場区分の変更申請」と，「新

規上場申請者」とあるのは「上場市場区分変更申請者」と，「有価証券

の上場」とあるのは「上場有価証券の上場市場区分の変更」と読み替

えるものとする。  

５ 第４条第10項及び第13項の規定は，上場市場区分の変更審査につい

て準用する。  

６ 上場市場区分変更申請者は，グロースからスタンダード又はスタン

ダードからグロースへの上場市場区分の変更の申請を行う時に，本所

所定の上場市場区分の変更申請に係る宣誓書を提出するものとする。  

 

（上場市場区分の変更審査料等）  

第30条 上場市場区分変更申請者は，本所が定める金額の上場市場区分
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の変更審査料を，本所が定める日までに支払うものとする。  

２ 前項に規定する変更審査料のほか，本所が特に必要と認める調査等

に係る費用を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（上場市場区分の変更審査）  

第31条 第29条の規定に係る上場市場区分の変更審査は，第８条から第

10条までの規定（第８条第１項第６号から第９号まで，第２項第５号

及び第６号，第10条第１項第３号から第５号並びに第２項第３号から

第５号を除く。）を準用する。この場合において，これらの規定中「新

規上場申請者」とあるのは「上場市場区分変更申請者」と，「上場審査」

とあるのは「上場市場区分の変更審査」と，「上場申請日」とあるのは

「上場市場区分の変更申請日」と，「上場日」とあるのは「上場市場区

分の変更日」と，「上場申請」とあるのは「上場市場区分の変更申請」

と，「上場の時」とあるのは「上場市場区分の変更の時」と，「上場申

請日の直前連結会計年度の末日」とあるのは「市場変更申請日の直前

連結会計年度の末日（市場変更申請日がその直前連結会計年度の末日

から起算して１か月以内である場合には，当該直前連結会計年度の前

連結会計年度の末日をいう。以下この条及び次条において同じ。）」と，

「上場申請日の属する事業年度の初日」とあるのは「市場変更区分申

請日の属する事業年度の初日（市場変更区分申請日がその直前事業年

度の末日から起算して１か月以内である場合には，当該直前事業年度

の初日）」とそれぞれ読み替えるものとする。  

２ 前項の審査により上場市場区分の変更に係る株券の上場市場区分の

変更を適当と認めた場合には，本所は，当該発行者が発行するすべて

の上場有価証券につき上場市場区分の変更を行う。  

３ 第27条第３項の規定は，前項の場合に準用する。この場合において，

「上場市場」とあるのは「上場市場区分」と読み替える。  
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（上場市場区分の変更の予備申請）  

第31条の２ 上場市場区分の変更の申請を行おうとする者は，当該申請

を行おうとする日の直前事業年度の末日（当該申請を行おうとする日

がその直前事業年度の末日から起算して１か月以内である場合には，

当該直前事業年度の前事業年度の末日）から起算して３か月前より後

においては，上場市場区分の変更を行おうとする日その他の事項を記

載した「上場市場区分の変更予備申請書」及び上場市場区分の変更申

請に必要な書類に準じて作成した書類（提出することができるもので

足りる。）を提出することにより，上場市場区分の変更申請の予備的申

請（以下「市場区分変更の予備申請」という。）を行うことができる。 

２ 前項の規定により市場区分変更の予備申請が行われた場合には，本

所は，前条第１項の規定に適合する見込みがあるかどうかについて審

査を行う。  

３ 第４条第10項の規定は，前項の審査を行う場合について準用する。  

４ 市場区分変更の予備申請を行う者は，本所が定める金額の市場区分

変更の予備審査料を，本所が定める日までに支払うものとする。  

 

（申請によらない上場市場区分の変更）  

第32条 前３条の規定にかかわらず，本所は，必要と認めた場合には，

上場有価証券の上場市場区分の変更を行うことができる。  

２ 第27条第２項及び第３項の規定は，前項の場合に準用する。この場

合において，「上場市場」とあるのは「上場市場区分」と読み替える。 

 

（新株券等の市場区分）  

第33条 新株券又は新株予約権証券は，当該新株券又は新株予約権証券

を発行する当該上場会社の既に上場されている株券の市場区分と同一

とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，第 18条第２項の適用を受けて上場した株
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券（第47条第１項第19号に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに交

付されるものに限る。）は，当該株券と引換えに上場廃止となった株券

の市場区分と同一とする。  

 

 

第８章 略式審査  

（重複上場申請手続き）  

第34条 新規上場申請者が，国内の他の金融商品取引所が開設する取引

所金融商品市場に上場する株券の発行者である場合（以下，当該新規

上場申請者を「重複上場申請者」という。）は，第４条の規定にかかわ

らず新規上場申請手続の一部を省略することとする。  

２ 重複上場申請者は，第４条第１項に規定する有価証券上場申請書を

提出するものとする。  

３ 第４条第２項（第１号，第４号から第７号まで及び第９号に限る。），

第７項及び第12項の規定は，前項に規定する有価証券上場申請書に添

付する書類について準用する。  

４ 第４条第10項及び第13項の規定は，第１項の申請に係る審査につい

て準用する。  

５ 重複上場申請者は，当該申請を行う時に，第５条に規定する上場申

請に係る宣誓書を提出するものとする。  

 

（重複上場審査料等）  

第35条 重複上場申請者は，本所が定める金額の重複上場審査料を，本

所が定める日までに支払うものとする。  

２ 前項に規定する重複上場審査料のほか，本所が特に必要と認める調

査等に係る費用を，本所が定める日までに支払うものとする。  
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第９章 措置等  

（適時開示等に係る改善報告書の提出）  

第36条 本所は，次の各号に掲げる場合において，改善の必要性が高い

と認めるときは，当該上場会社に対して，その経緯及び改善措置を記

載した報告書（以下「改善報告書」という。）の提出を求めることがで

きる。  

(1) 上場会社が，適時開示等規則第２章の規定に違反したと本所が認

める場合  

(2) 上場会社が，企業行動規範に関する規則第２章の規定に違反した

と本所が認める場合  

(3) グロースの上場会社が，第 21条（第４項を除く。）又は第 22条の規

定に違反したと本所が認める場合  

２ 本所は，前項の規定により提出された改善報告書の内容が明らかに

不十分であると認める場合には，当該上場会社に対してその変更を要

請し，当該改善報告書の再提出を求めることができる。  

３ 上場会社は，前２項の規定により改善報告書の提出を求められた場

合は，速やかに当該改善報告書の提出を行わなければならない。  

４ 本所は，上場会社が前項の規定により改善報告書を本所に提出した

場合は，当該改善報告書（第２項の規定により，その内容が明らかに

不十分と認められた改善報告書を除く。）を公衆の縦覧に供するものと

する。  

 

（改善状況報告書等の提出）  

第37条 前条第３項（第７項において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の規定により改善報告書を提出した上場会社は，当該

改善報告書の提出から６か月経過後速やかに，改善措置の実施状況及

び運用状況を記載した報告書（以下「改善状況報告書」という。）の提

出を行わなければならない。  
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２ 前項の規定にかかわらず，本所は，前条第３項の規定により改善報

告書を提出した上場会社に対して，当該改善報告書の提出から５年が

経過するまでの間，当該上場会社の改善措置の実施状況及び運用状況

に関し本所が必要と認めるときは，改善状況報告書の提出を求めるこ

とができる。  

３ 上場会社は，前項の規定により改善状況報告書の提出を求められた

場合は，速やかに当該改善状況報告書の提出を行わなければならない。 

４ 本所は，上場会社が第１項又は前項の規定により改善状況報告書を

本所に提出した場合は，当該改善状況報告書を公衆の縦覧に供するも

のとする。  

５ 前条第３項の規定により改善報告書を提出した上場会社は，当該上

場会社の改善措置の実施状況及び運用状況に関し本所が必要と認めて

照会を行った場合には，直ちに照会事項について正確に報告するもの

とする。  

６ 本所は，次の各号に掲げる場合には，当該発行者に対して改善報告

書の提出を求めることができる。  

(1) 第１項又は第３項に規定する改善状況報告書を速やかに提出しな

い場合において，本所が相当の期間を設けて定める提出期限までに

提出しないとき。  

(2) 第１項又は第３項の規定により提出された改善状況報告書の内容

が明らかに不十分であると本所が認める場合  

(3) 前項の規定に基づく報告を適正に行わなかった場合において，改

善の必要性が高いと認めるとき。  

７ 前条第２項から第４項までの規定は，前項の改善報告書について準

用する。  

 

（書類の提出等に係る改善報告書の提出）  

第38条 本所は，上場会社が適時開示等規則第３章の規定に基づく書類
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の提出を適正に行わなかった場合において，改善の必要性が高いと認

めるときは，当該上場会社に対してその経緯及び改善措置を記載した

報告書の提出を求めることができる。  

２ 第36条第２項及び第３項の規定は，前項の報告書について準用する。 

 

（第三者割当の確約等に係る改善報告書の提出）  

第39条 本所は，上場会社が第三者割当により割り当てられた株式の譲

渡の報告等に関する規則第２条の規定に基づく確約及び同規則第３条

の規定に基づく書面の提出等を適正に行わなかった場合には，当該上

場会社に対して，その経過及び改善措置を記載した報告書の提出を求

めることができる。  

２ 本所は，上場会社が前項の規定により同項の報告書を本所に提出し

た場合において本所が必要かつ適当であると認めるときは，当該報告

書を公衆の縦覧に供することができる。  

 

（特設注意市場銘柄の指定及び解除）  

第40条 本所は，次の各号に掲げる場合であって，かつ，当該上場会社

の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認めるときには，当

該上場会社が発行者である上場株券等を特設注意市場銘柄に指定する

ことができる。  

(1) 上場会社が第47条第１項第10号，第12号，第13号又は第20号に該

当するおそれがあると本所が認めた後，当該各号に該当しないと本

所が認めた場合  

(2) 第36条第３項（第37条第７項において準用する場合を含む。）の規

定により改善報告書を提出した上場会社において，改善措置の実施

状況及び運用状況に改善が認められないと本所が認めた場合  

２ 前項の規定により，特設注意市場銘柄へ指定されている上場株券等

の発行者である上場会社は，当該指定から１年を経過するごとに，内
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部管理体制の状況等について記載した書面（以下「内部管理体制確認

書」という。）の提出を速やかに行わなければならない。  

３ 本所は，前項の規定により提出された内部管理体制確認書の内容等

に基づき内部管理体制等に問題があると認められない場合には，その

指定の解除を行う。  

４ 第１項の規定により特設注意市場銘柄に指定された上場株券等の発

行者である上場会社は，当該上場会社の内部管理体制等に関し本所が

必要と認めて照会を行った場合には，直ちに照会事項について正確に

報告するものとする。  

 

（開示注意銘柄の指定及び指定解除）  

第41条 本所は，上場会社が適時開示等規則第２章の規定に基づく会社

情報の開示を直ちに行わない状況にあると認められる場合において，

当該事実が開示されていないことを周知させる必要があると認めると

きは，上場会社が発行者である上場有価証券の全部又は一部の銘柄を

開示注意銘柄に指定する。この場合には，本所はその旨及び指定の理

由を公表するものとする。  

２ 本所は，当該上場会社により当該事実が開示された場合又は本所が

第36条第１項に規定する報告書の提出を当該発行者に求めることとし

た場合は，その指定の解除を行う。この場合には，本所はその旨及び

解除の理由を公表するものとする。  

 

（適時開示等に係る公表措置等）  

第42条 本所は，次の各号に掲げる場合であって，本所が必要と認める

ときは，その旨を公表すること（以下「公表措置」という。）ができる。

この場合において，上場外国会社に対する適用に当たっては，当該上

場外国会社の本国における法制度等を勘案するものとする。  

(1) 上場会社が適時開示等規則第２章の規定に違反したと本所が認め
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る場合  

(2) 上場会社が企業行動規範に関する規則第２章の規定に違反したと

本所が認める場合  

(3) グロースの上場会社が，第 21条（第４項を除く。）又は第 22条の規

定に違反したと本所が認める場合  

２ 上場会社が，過去５年以内に公表措置を受けている場合において，

再度，前項に該当する場合には，前項の規定にかかわらず，本所は，

当該上場会社に対して警告を行うこと（以下「警告措置」という。）が

できる。  

３ 上場会社が，過去５年以内に警告措置を受けている場合において，

再度，第１項に該当する場合には，前２項の規定にかかわらず，本所

は，当該上場会社に対して警告を行うことができる。  

 

（監視区分の指定及び指定解除）  

第43条 本所は，上場有価証券が次の各号に該当した場合には，その事

実を投資者に周知させるため，当該上場有価証券の監視区分の指定を

行うことができる。  

(1) 第40条に規定する特設注意市場銘柄に指定されている場合  

(2) 第47条第１項第１号から第５号まで，第９号又は同条第２項第２

号若しくは同条第３項又は第４項の上場廃止基準に規定する猶予期

間入り銘柄及び第47条第１項第７号後段に規定する１か月間に該当

する銘柄である場合  

(3) 第 42条第２項及び第３項に規定する警告措置を受けている場合

（当該警告措置を受ける直前に公表措置又は警告措置を受けた日か

ら５年を経過した場合を除く。）  

(4) 第41条に規定する開示注意銘柄に指定されている場合  

２ 本所は，上場有価証券が前項各号の事実に該当しないこととなった

場合には，監視区分の指定の解除を行うことができる。  
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（その他の公表措置等）  

第44条 本所は，上場会社が会社法第 331条，第335条，第337条又は第400

条並びに適時開示等規則第 20条の３第１項の規定に違反した場合であ

って，本所が必要と認めるときは，その旨を公表することができる。  

２ 企業行動規範に関する規則第５条から第10条までの規定のいずれか

に違反した場合又は会社法第 331条，第 335条，第337条若しくは第400

条の規定に違反した場合は，上場会社は，直ちに本所に報告するもの

とする。  

 

（再上場時の引継ぎ）  

第45条 上場会社が，第 15条の規定の適用を受けて上場した会社である

場合における当該上場会社に対するこの章の規定の適用については，

当該上場会社を同項の規定の適用に伴い，上場廃止となった会社と同

一のものとみなして，これを取り扱うものとする。ただし，本所が適

当でないと認める場合は，この限りでない。  

 

 

第10章 上場有価証券の上場廃止  

（上場廃止申請）  

第46条 上場有価証券の発行者が，その上場廃止を申請しようとすると

きは，本所所定の有価証券上場廃止申請書を提出するものとする。  

 

（上場廃止基準）  

第47条 上場銘柄がスタンダードに上場している銘柄である場合には，

次の各号のいずれかに該当する場合に，その上場を廃止するものとす

る。  

(1) 株式の分布状況  
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次のａ又はｂに該当する場合。ただし，本所が定めるところによ

り上場会社がａ又はｂに定める期間の最終日後に行った公募，売出

し又は数量制限付分売の内容等を通知した場合の同日における株式

の分布状況については，本所が定めるところにより取り扱うことが

できる。  

ａ 上場会社の事業年度の末日において，浮動株式数（役員（役員

持株会を含み，取締役，会計参与（会計参与が法人であるときは，

その職務を行うべき社員を含む。），監査役，執行役（理事及び監

事その他これらに準ずる者を含む。）をいう。以下同じ。），上場会

社が自己株式を所有している場合の当該上場会社及び上場株式数

の10％以上の株式を所有する株主（明らかに固定的所有でないと

認められる株式を除く。）を除く株主が所有する株式の数をいう。

以下同じ。）が500単位未満である場合において，１か年以内に 500

単位以上とならないとき。  

ｂ  上場会社の事業年度の末日において，株主数が 150人未満であ

る場合において，１か年以内に 150人以上とならないとき。  

(2) 浮動株時価総額  

上場会社の事業年度の末日に，浮動株時価総額が２億５千万円未

満である場合において，１か年以内に２億５千万円以上とならない

とき。ただし，市況全般が急激に悪化した場合において，本所がこ

の基準によることが適当でないと認めたときは，本所がその都度定

めるところによる。  

(3) 債務超過  

上場会社が債務超過の状態となった場合において，１か年以内に

債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし，当該上場会社が

法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続，産業活力の再生及

び産業活動の革新に関する特別措置法（平成 11年法律第131号。以下

｢産活法｣という。）第２条第 25項に規定する特定認証紛争解決手続に
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基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産活法第 49条

に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又

は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理を行うことにより，当該１か年を経過

した日から１か年以内に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（本所が適当と認める場合に限る。）には，２か年以内に債

務超過の状態でなくならなかったとき。  

(4) 株価 

上場会社の発行する株券の価格が 10円未満である場合において，

３か月以内に10円以上とならないとき。  

(5) 業績 

最近４連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッ

シュ・フローの額が負である場合において，１か年以内に営業利益

又は営業活動によるキャッシュ・フローの額が負でなくならないと

き。  

(6) 銀行取引の停止  

上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された

場合又は停止されることが確実となった場合  

(7) 破産手続，再生手続又は更生手続  

上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続，再生手続若しく

は更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になっ

た場合。この場合において，本所が適当と認める再建計画の開示を

行った場合には，当該再建計画を開示した日の翌日から１か月間の

上場時価総額が５億円以上とならないとき。  

(8) 事業活動の停止  

上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になっ

た場合  

(9) 実質的存続性の喪失（不適当な合併等）  
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次のａからｃまでに掲げる場合において，当該ａからｃまでのい

ずれかに該当すると本所が認めた場合  

ａ 上場会社が非上場会社（競争売買市場に上場する株券の発行者

を除く。以下この号において同じ。）の吸収合併又はこれに類する

ものとして本所が定める行為（以下このａにおいて「吸収合併等」

という。）を行った場合  

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合に

おいて，当該上場会社（吸収合併等の前においては，当事者であ

る非上場会社として本所が認める者をいう。）が３か年以内に上場

審査基準に準じて本所が定める基準に適合しないとき。  

ｂ  会社が第 15条（第２号及び第４号を除く。）の規定の適用を受

けて上場した場合（新設合併，株式移転又は新設分割をする場合

における当事者がすべて上場会社である場合を除く。）  

当該会社について第 15条第１号，第３号又は第５号に定める上

場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合において，

当該会社（同条第１号，第３号又は第５号に該当する前において

は，審査対象である非上場会社として本所が認める者をいう。）が

３か年以内に上場審査基準に準じて本所が定める基準に適合しな

いとき。  

ｃ 上場会社の支配株主（適時開示等規則第２条第１項第２号ｇに

規定する支配株主をいう。以下同じ。）若しくはその他の主要株主

（法第163条第１項に規定する主要株主をいう。）のうち当該上場

会社の意思決定機関を支配している者が変更した場合（変更後の

支配株主が上場会社である場合を除く。）又は非上場会社により上

場会社が子会社化（他の会社の子会社になることをいう。）された

場合  

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合に

おいて，当該上場会社が３か年以内に上場審査基準に準じて本所



- 45 - 

 

が定める基準に適合しないとき。  

(10) 支配株主との取引の健全性の毀損  

第三者割当（適時開示等規則第５条第１項第 11号に規定する第三

者割当をいう。）により支配株主が異動した場合において，３年以内

に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると本所

が認めるとき。  

(11) 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延  

２人以上の公認会計士又は監査法人による財務諸表等の監査証明

に関する内閣府令（昭和 32年大蔵省令第 12号。以下「監査証明府令」

という。）第３条第１項の監査報告書又は四半期レビュー報告書 (有

価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等又は四半期

財務諸表等の監査証明等（公認会計士又は監査法人に相当する者に

よる法第193条の２第１項の監査証明（以下「監査証明」という。）

に相当する証明に係る監査報告書又は四半期レビュー報告書を含

む。））を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を，法第 24条第

１項又は第 24条の４の７第１項に定める期間の経過後１か月以内

（天災地変等，上場会社の責めに帰すべからざる事由によるもので

ある場合は，３か月以内）に，内閣総理大臣等に提出しなかった場

合 

(12) 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い，かつ，そ

の影響が重大であると本所が認めた場合 

ｂ  上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財

務諸表等に添付される四半期レビュー報告書において，公認会計

士等によって，監査報告書については「不適正意見」又は「意見

の表明をしない」旨（本所が別に定める場合を除く。以下このｂ

において同じ。）が，四半期レビュー報告書については「否定的結
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論」又は「結論の表明をしない」旨（特定事業会社の場合にあっ

ては，「中間財務諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は

「意見の表明をしない」旨を含む。）が記載され，かつ，その影響

が重大であると本所が認めた場合  

(13) 上場契約違反等  

上場会社が上場契約について重大な違反を行った場合，第５条，

第25条第６項，第29条第６項若しくは第34条第５項の規定により提

出した宣誓書において宣誓した事項について重大な違反を行った場

合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場合  

(14) 株式事務代行機関への委託  

上場会社（第８条第１項第６号ただし書に該当する上場会社を除

く。）が株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しないこ

ととなった場合又は委託しないこととなることが確実となった場合  

(15) 株式の譲渡制限  

上場会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととし

た場合。ただし，特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制

限を行う場合であって，かつ，その内容が本所の市場における売買

を阻害しないと認められるときは，この限りでない。  

(16) 完全子会社化  

上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社と

なる場合  

(17) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならな

いこととなった場合  

(18) 株主の権利の不当な制限  

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると本所が認

めた場合  

(19) 全部取得  
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上場会社が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合  

(20) その他  

前各号のほか，公益又は投資者保護のため，本所が当該銘柄の上

場廃止を適当と認めた場合  

２ 前項にかかわらず，上場銘柄がスタンダードに上場する外国株券で

ある場合には，前項第２号から第 20号（第３号ただし書，第 14号，第

15号及び第17号を除く。）までのいずれかに該当する場合のほか，次の

各号のいずれかに該当する場合に，その上場を廃止するものとする。  

(1) 外国の金融商品取引所等における上場廃止等  

次のａ又はｂに該当する場合。ただし，当該銘柄の外国の金融商

品取引所等における上場廃止の理由等又は本所における流通の状況

その他の事由を勘案して，上場を廃止することが適当でないと認め

られるときは，この限りでない。  

ａ 外国の金融商品取引所に上場されている銘柄については，当該

金融商品取引所における当該銘柄の上場廃止が決定されたとき。  

ｂ  外国の組織された店頭市場で取引されている銘柄については，

当該店頭市場における当該銘柄の相場を即時に入手することがで

きない状態となったと本所が認めたとき。  

(2) 株式の分布状況  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ  上場外国会社の事業年度の末日の浮動株式数が次の銘柄の区

分に従い，当該区分に定める株式数に満たない場合において，１

か年以内に当該株式数以上とならないとき。  

(a) 1,000株単位銘柄については， 50万株 

(b) 500株単位銘柄については， 250,000株 

(c) 100株単位銘柄については， 50,000株 

(d) 50株単位銘柄については， 25,000株 

(e) 10株単位銘柄については， 5,000株 
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(f) １株単位銘柄については， 500株  

ｂ  事業年度の末日の株主数が 150人未満である場合において，１

か年以内に150人以上とならないとき。  

(3) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務における

取扱いの対象とならないこととなった場合  

(4) 株式の譲渡制限  

上場外国会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこと

とした場合。ただし，株式の譲渡に関して制限を行うことが本国の

法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに

準ずる場合であって，かつ，その内容が本所の市場における売買を

阻害しないものと認められるときは，この限りでない。  

３ 上場銘柄がグロースに上場している銘柄である場合には，第１項各

号のいずれかに該当する場合のほか，次の利益計上に係る規定に該当

する場合に，その上場を廃止するものとする。  

上場会社の上場申請連結会計年度（上場会社がＪＡＳＤＡＱへの上

場に係る上場申請を行った日の属する連結会計年度をいう。(連結財務

諸表提出会社でない場合にあっては上場申請事業年度とする。） )の営

業利益の額が負であり，かつ当該上場会社の上場後９連結会計年度の

営業利益の額が負である場合において，１か年以内に営業利益の額が

負でなくならないとき。  

４ 前項にかかわらず，上場銘柄がグロースに上場する外国株券である

場合には，第１項第２号から第 20号（第３号ただし書，第14号，第15

号及び第17号を除く。）までのいずれか又は第２項第１号から第４号ま

でのいずれか若しくは前項に規定する利益計上に係る基準に該当する

場合に，その上場を廃止するものとする。  

 

（監理銘柄及び整理銘柄の指定）  
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第48条 上場株券が上場廃止となるおそれがある場合には，本所は，そ

の事実を投資者に周知させるため，当該上場株券を監理銘柄に指定す

ることができる。  

２ 上場株券の上場廃止が決定された場合には，本所は，その事実を投

資者に周知させるため，当該上場株券を整理銘柄に指定することがで

きる。  

３ 監理銘柄及び整理銘柄に関し必要な事項については，監理銘柄及び

整理銘柄に関する規則により定める。  

 

（審査の時期）  

第49条 第47条第１項第１号から第５号まで（第２項，第３項及び第４

項による場合を含む。），同条第２項第２号（第４項による場合を含む。）

及び同条第３項（第４項による場合を含む。）については，次の各号に

掲げる規定の区分に従い，当該各号に定める資料又は時価総額等管理

原簿に基づいて審査を行う。  

(1) 第47条第１項第２号及び第４号の規定  

時価総額等管理原簿  

(2) 第47条第１項第１号及び同条第２項第２号の規定  

事業年度の末日等現在の資料  

(3) 第47条第１項第３号及び第５号若しくは同条第３項の規定  

事業年度の末日現在の資料  

２ 前項の規定にかかわらず，第 47条第１項第１号ａ若しくはｂ（第３

項による場合を含む。）又は同条第２項第２号ａ若しくはｂ（第４項に

よる場合を含む。）の規定に定める期間内における各号については，本

所が定めるところにより，前項第２号に定める日以外の時現在の資料

に基づいて審査を行うことができる。  

 

（再建計画等の審査に係る申請）  
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第50条 本所は，第47条第１項第７号後段に定める本所が適当と認める

再建計画であるかどうか及び上場時価総額の審査は，上場会社からの

申請に基づき行うものとする。この場合において，当該申請は，本所

が定めるところによるものとする。  

２ 上場会社は前項の規定に基づく審査を申請するときは，本所が定め

る金額の審査料を当該申請日後速やかに納入するものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず，上場会社が第１項の規定に基づく審査を

申請する際に，再建計画（第 47条第１項第７号後段に規定する「本所

が適当と認める再建計画」をいう。第 55条第３項において同じ。）の期

間等を記載した本所所定の「上場手数料等の免除申請書」を提出する

場合には，当該審査料を納入することを要しない。  

４ 本所は，第１項の審査のため必要と認めるときには，上場会社に対

し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対する協力を

求めることができるものとする。  

５ 第１項の申請が行われなかった場合は，第 47条第１項第７号前段に

該当したものとみなす。  

 

（実質的存続性の喪失（不適当な合併等）の審査に係る申請等）  

第51条 本所は，第47条第１項第９号に定める上場審査基準に準じて本

所が定める基準に適合しないかどうかの審査については，上場会社か

らの申請に基づき行うものとする。この場合において，当該申請は，

本所が定めるところによるものとする。  

２ 上場会社は，前項の規定に基づき，第 47条第１項第９号に定める上

場審査基準に準じて本所が定める基準に適合しないかどうかの審査を

申請するときは，本所が定める金額の審査料を当該申請日後速やかに

納入するものとする。  

３ 本所は，第１項に規定する審査のため必要と認めるときには，上場

会社に対し参考となるべき報告又は資料の提出その他当該審査に対す
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る協力を求めることができるものとする。  

４ 第１項の申請が行われなかった場合（当該申請が行われないことが

明らかな場合を含む。）は，第 47条第１項第９号に該当したものとみな

す。  

５ 上場会社が，第１項の規定に基づき，申請を行う場合は，当該上場

会社は，幹事取引参加者の作成した本所所定の「確認書」を提出する

ものとする。  

６ 上場会社が，第15条の規定の適用を受けて上場した会社である場合

における当該上場会社に対する前各項及び第 47条第１項第９号（外国

株券である場合を含む。）の規定の適用については，当該上場会社を同

条の規定の適用に伴い，上場廃止となった会社と同一のものとみなし

て，これを取り扱うものとする。ただし，本所が適当でないと認める

場合は，この限りでない。  

 

（上場廃止日の取扱い）  

第52条 上場銘柄の上場廃止が決定された場合における上場廃止日の取

扱いは，本所が定めるところによる。  

 

（原簿のまっ消）  

第53条 本所が上場有価証券の上場を廃止するときは，その上場廃止日

に上場有価証券原簿の記載事項をまっ消する。  

 

 

第11章 上場有価証券の売買の停止及び停止解除  

（売買停止及び停止解除）  

第54条 本所が上場有価証券の売買の停止又は停止解除をしたときは，

これを当該上場有価証券の発行者に通知する。  
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第12章 上場手数料及び年賦課金等  

（上場手数料及び年賦課金等）  

第55条 新規上場申請者及び上場有価証券の発行者は，別表に定める上

場手数料，年賦課金及びＴＤｎｅｔ利用料（以下「上場手数料等」と

いう。）を納入するものとする。  

２ 前項に規定する上場手数料等のほか，本所は，次の各号に掲げる区

分に従い，当該各号に定める上場管理料を請求することができるもの

とする。  

(1) 上場有価証券の発行者が監理銘柄及び整理銘柄に関する規則第７

条第１号の２ａ（(j)の２を除く。）に規定する監理銘柄（審査中）

に指定された場合  

100万円  

(2) 特設注意市場銘柄に指定された銘柄の発行者が，第 40条第２項の

規定に基づき内部管理体制確認書を提出した場合  

100万円  

(3) 上場有価証券の発行者が第37条第１項に規定する改善状況報告書

を提出した場合  

50万円  

３ 前２項の規定にかかわらず，上場会社が第 50条第３項の規定に基づ

く審査を申請する際に，第 50条第３項に規定する「上場手数料等の免

除申請書」を提出した場合には，再建計画の開示日以降３年間（再建

計画の期間内に限る。）に到来する納入期において，上場手数料，年賦

課金及び上場管理料を免除するものとする。  

 

 

第13章 雑  則  

（日本語又は英語による書類の提出等）  
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第56条 新規上場申請者又は本所の上場有価証券の発行者が本所へ提出

する書類等については，原則として，次に掲げるところによるものと

する。  

(1) 新規上場申請者又は本所の上場有価証券の発行者が本所へ提出す

る書類等については，日本語による。  

(2) 前号の規定にかかわらず，新規上場申請者又は本所の上場有価証

券の発行者が外国法人である場合は，本所が指定する書類等を除き，

英語によることができる。  

２ 前項に規定する本所への提出書類等の記載事項のうち，金額に関す

る事項については，原則として，本国通貨及び本邦通貨（本所が指定

する外国為替相場により換算する。）により表示するものとする。  

 

（法令に基づく電磁的記録等の取扱い）  

第57条 法令に基づき電磁的記録が作成されている場合においては，原

則として，新規上場申請者又は上場有価証券の発行者が本所の規則に

基づき行うべき書類等の提出（法令に基づき作成すべき書類等の写し

の提出を含む。以下この条において同じ。）について，当該電磁的記録

又は当該電磁的記録に記録されている情報の内容を記載した書面の提

出によりこれを行うものとする。  

２ 前項の規定に基づく電磁的記録又は電磁的記録に記録されている情

報の内容を記載した書面を提出した場合の本所の規則の適用について

は，文書をもって同項の書類等の提出を行ったものとみなすほか，本

所の規則の適用においては，法令に基づき作成された電磁的記録は当

該電磁的記録に相当する文書と，電磁的記録に記録されている情報を

当該文書に記載された事項と，それぞれみなすものとする。  

 

（全部取得に伴い上場した株券に係る審査上の取扱い）  

第58条 第18条第２項の適用を受けて上場した株券（第 47条第１項第19
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号に該当して上場廃止となる銘柄と引換えに交付されるものに限る。）

に係る市場区分変更及び上場廃止の審査において本所が適当と認める

ときは，当該株券を当該株券と引換えに上場廃止となった株券と同一

銘柄であるものとみなして，これらの審査を行うものとする。  

 

（有価証券の上場に関する必要事項の決定）  

第59条 本所は，この規程に定める事項のほか，有価証券の上場，上場

有価証券の発行者の適時開示，上場廃止その他上場有価証券に関して

必要がある場合には，所要の取扱いについて規則により定めることが

できる。  

 

（スタンダードへ上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等

を実施する予定である場合の特例）  

第60条 第３条第１項の規定にかかわらず，新規上場申請者は，次の各

号に掲げる行為を予定している場合には，当該各号に掲げる行為の区

分に従い，当該各号に定める者が発行する株券の上場申請を行うこと

ができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規

定の適用に関し必要な事項は，本所が定めるところによるものとする。 

(1) 上場日以前に解散会社となる合併（上場会社が当事会社となる場

合を除く。）  

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転

（上場会社が当事会社となる場合を除く。）  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定によりスタンダードへ上場申請を行う新規上場申請者は，
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第４条第１項から第９項まで及び第５条に規定する書類のほか，本所

が定める書類を本所がその都度定める日までに提出するものとする。  

３ 第１項の規定によるスタンダードへの上場申請にあっては，第 13条

第１号に規定する書類の提出は，第１項各号に定める者が提出するも

のとする。  

４ 第１項の規定によりスタンダードへ上場申請を行う新規上場申請者

についての第８条第１項の規定の適用については，同項第５号ｄ中及

び第８号中「上場申請に係る株券」とあるのは「新規上場申請者が発

行する株券」とする。  

５ 第１項の規定によりスタンダードへの上場申請を行う新規上場申請

者についての第８条第２項における「前項第５号」の規定の適用につ

いては，第８条第１項第５号ｄ中「上場申請に係る株券」とあるのは

「新規上場申請者が発行する株券」とする。  

 

（グロースへ上場申請を行う新規上場申請者が上場日以前に合併等を実

施する予定である場合の特例）  

第61条 第３条第１項の規定にかかわらず，新規上場申請者は，次の各

号に掲げる行為を予定している場合には，当該各号に掲げる行為の区

分に従い，当該各号に定める者が発行する株券の上場申請を行うこと

ができるものとする。この場合における新規上場申請手続その他の規

定の適用に関し必要な事項は，本所が定めるところによるものとする。 

(1) 上場日以前に解散会社となる合併（上場会社が当事会社となる場

合を除く。）  

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 上場日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転

（上場会社が当事会社となる場合を除く。）  
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当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定によりグロースへ上場申請を行う新規上場申請者は，第

４条第１項から第９項まで及び第５条に規定する書類のほか，本所が

定める書類を本所がその都度定める日までに提出するものとする。  

３ 第１項の規定によるグロースへの上場申請にあっては，第 13条第１

号に規定する書類の提出は，第１項各号に定める者が提出するものと

する。  

４ 第１項の規定によりグロースへの上場申請を行う新規上場申請者に

ついての第９条第１項における「前条第１項第５号から第 10号まで」

の規定の適用については，第８条第１項第５号ｄ及び第８号中「上場

申請に係る株券」とあるのは「新規上場申請者が発行する株券」とす

る。  

５ 第１項の規定によりグロースへの上場申請を行う新規上場申請者に

ついての第９条第２項における「前条第１項第５号及び前条第２項第

５号から第７号まで」の規定の適用については，第８条第１項第５号

ｄ及び第９条第２項第６号中「上場申請に係る株券」とあるのは「新

規上場申請者が発行する株券」とする。  

 

（上場市場の変更申請を行う上場会社が市場変更日以前に合併等を実施

する予定である場合の特例）  

第62条 第25条第１項の規定にかかわらず，競争売買市場に上場する有

価証券は，次の各号に掲げる行為を予定している場合には，当該各号

に掲げる行為の区分に従い，当該各号に定める者が発行する株券の上

場市場の変更申請を行うことができるものとする。この場合における

上場市場の変更申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は，本

所が定めるところによるものとする。  

(1) 上場市場の変更日以前に解散会社となる合併  
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合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 上場市場の変更日以前に他の会社の完全子会社となる株式交換又

は株式移転  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行う上場

会社についての第 25条第２項の規定の適用については，同項中「当該

上場市場変更申請者が発行者であるすべての上場有価証券」とあるの

は「当該上場市場の変更申請に係るすべての上場有価証券」とする。  

３ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行う場

合にあっては，第 25条第３項，第４項及び第６項に規定する書類のほ

か，本所が定める書類を本所がその都度定める日までに提出するもの

とする。  

４ 第１項の規定によりＪＡＳＤＡＱへの上場市場の変更申請を行う上

場会社についての第 27条第１項における「第８条から第 10条まで」の

規定の適用については，第８条第１項第５号ｄ及び同項第８号並びに

第９条第２項第６号中「上場申請に係る株券」とあるのは「上場市場

の変更申請者が発行する株券」とする。  

 

（上場市場区分の変更申請を行う上場会社が市場区分変更日以前に合併

等を実施する予定である場合の特例）  

第63条 第29条第１項の規定にかかわらず，上場会社は，次の各号に掲

げる行為を予定している場合には，当該各号に掲げる行為の区分に従

い，当該各号に定める者が発行する株券の上場市場区分の変更申請を

行うことができるものとする。この場合における上場市場区分の変更

申請手続その他の規定の適用に関し必要な事項は，本所が定めるとこ
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ろによるものとする。  

(1) 上場市場区分の変更日以前に解散会社となる合併  

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当

該会社が発行者である株券を当該合併に際して交付する場合に限

る。）  

(2) 上場市場区分の変更日以前に他の会社の完全子会社となる株式交

換又は株式移転  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券を当該株式交換又は株式移転に際して交付する場合に限る。） 

２ 前項の規定により上場市場区分の変更申請を行う上場会社について

の第29条第２項の規定の適用については，同項中「当該上場市場区分

変更申請者が発行者であるすべての上場有価証券」とあるのは「当該

上場市場区分の変更申請に係るすべての上場有価証券」とする。  

３ 第１項の規定により上場市場区分の変更申請を行う場合にあっては，

第29条第３項，第４項及び第６項に規定する書類のほか，本所が定め

る書類を本所がその都度定める日までに提出するものとする。  

４ 第１項の規定により上場市場区分の変更申請を行う上場会社につい

ての第31条第１項における「第８条から第 10条まで」の規定の適用に

ついては，第８条第１項第５号ｄ及び第９条第２項第６号中「上場申

請に係る株券」とあるのは「上場市場区分の変更申請者が発行する株

券」とする。  

 

 

   付  則  

  この規則は，平成 22年10月12日から施行する。  

   付  則  

  この規則は，平成 23年１月31日から施行する。  

   付  則  
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１ この規程は，平成 23年３月31日から施行する。  

２ 改正後の第４条第２項の規定は，この改正規定施行の日（以下「施

行日」という。）以後に新規上場申請を行う者から適用する。  

３ 改正後の第８条第５号の２の規定は，施行日以後に新規上場申請

を行う者から適用する。ただし，施行日以前から法第 193条の２の

規定に準ずる監査，中間監査又は四半期レビューを受けている新規

上場申請者が，次の各号に掲げる財務諸表等について当該監査，中

間監査又は四半期レビューを受けている場合にはこの限りでない。 

(1) 施行日以前又は施行日から１年以内に開始した事業年度及び連結

会計年度の財務諸表等  

(2) 施行日以前又は施行日から１年以内に開始した中間会計期間及び

中間連結会計期間の中間財務諸表等  

(3) 施行日以前又は施行日から１年以内に開始した事業年度における

四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間の

四半期財務諸表等  

   付  則  

  この規程は，平成23年10月７日から施行する。  

付 則  

１ この規程は，平成 24年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第８条第１項第７号及び第 44条第１項の規定は，平成 26

年４月１日から適用する。  

（注１）改正前の第８条第１項第７号の規定は，次のとおり。  

(7) 単元株式数  

単元株式数が，上場の時に 100株となる見込みのあること（国内の他の

金融商品取引所に上場されている内国株券及び日本証券業協会が指定す

るグリーンシート銘柄を除く。）。ただし，本所が適当と認める場合は，

この限りでない。  

（注２）改正前の第 44条第１項の規定は，次のとおり。  
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第 44条  本所は，上場会社が会社法第 331条，第 335条，第 337条又は第 400

条の規定に違反した場合であって，本所が必要と認めるときは，その旨

を公表することができる。  

付 則  

１ この規程は，平成 24年５月28日から施行する。  

２ 改正後の第８条第２項第１号，第９条第２項第２号，第60条及び

第 61条の規定は，この規程施行の日（以下｢施行日｣という。）以後

に上場申請を行う新規上場申請者の審査から適用する。  

３ 改正後の第27条，第27条の２及び第62条の規定は，施行日以後に

上場市場の変更申請を行う上場市場変更申請者の審査から適用す

る。  

４ 改正後の第31条，第31条の２及び第63条の規定は，施行日以後に

上場市場区分の変更申請を行う上場市場区分変更申請者の審査か

ら適用する。  

付 則  

この規程は，平成25年１月１日から施行する。  
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ＪＡＳＤＡＱにおける有価証券上場規程別表  

 

 

第１ 株  券  

（上場手数料）  

区  分  納 入 期 徴 収 標 準  

新 規 上 場 申 請

者 の 上 場 申 請

し た 株 券 の 上

場 

上 場 日 の 属

す る 月 の 翌

月末日まで  

  600万円  

上 場 会 社 が 新

た に 発 行 す る

株券の上場  

上 場 日 の 属

す る 月 の 翌

月末日まで  

 

  １株当たりの発行価格（株券を

対価とする公開買付けに際して行

われる株券の発行にあっては，当

該公開買付けの決済の開始日（以

下「決済開始日」という。）におけ

る本所の当該株券の最終価格（決

済開始日の売買立会において売買

が成立しない場合には，決済開始

日後，本所において売買立会が最

初に成立した日の最終価格。ただ

し，本所が売買状況その他を勘案

して最終価格を用いることが適当

でないと認めるときは，本所がそ

の都度定める価格とする。））に新

たに上場する株式数（上場外国会

社である場合において，当該上場

外国会社の発行する株券が外国の

金融商品取引所等において上場又

は継続的に取引されているときに

は，当該株式数のうち本邦内にお

ける募集に伴い上場する株式数を

いう。）を乗じて得た金額の万分の

８（他の種類の株式への転換が行

われる株式の転換及び新株予約権

の行使等により新たに上場する株

券については万分の１）  

 

（年賦課金）  

区  分  納 入 期 徴 収 標 準  
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年賦課金  

 

 

２月末日  

 

８月末日  

  上場株式数に本所が定める価格

を乗じて得た額について  

① 1,000億円以下の場合  

  100万円  

② 1,000億円超の場合  

  120万円  

 

（ＴＤｎｅｔ利用料）  

区 分  納 入 期 徴 収 標 準  

ＴＤｎｅｔ  

利用料  

２月末日  

８月末日  

年額８万9,250円 

 

第２ 新株予約権証券  

（上場手数料）  

区 分  納 入 期 徴 収 標 準  

上 場 会 社 が 発

行 す る 新 株 予

約 権 証 券 の 上

場 

上 場 日 の 属

す る 月 の 翌

月末日まで  

  新株予約権の目的である株式の

発行価格に当該株式の数を乗じて

得た金額が  

① 50億円以下の場合    17万円  

 ただし，第１株券「上場会社が新

たに発行する株券の上場」の場合

の上場手数料の計算により得た金

額の半額が 17万円未満の場合は，

その金額  

② 50億円を超える場合   34万円  

 

第３ その他の有価証券  

 別にこれを定める。  

 

 

付 則  

１ この別表は，平成22年10月12日から施行する。  

２  上場会社が新たに発行する株券の上場に係る上場手数料の規定

は，この規則施行の日（以下「施行日」という。）以後に当該株券
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の発行を決議する上場会社から適用する。  

３ 年賦課金の規定にかかわらず，上場会社が，施行日の前日におい

てニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」（以下「ヘラク

レス」という。）の上場会社である場合には，平成 21年 12月末日現

在における上場株式数（平成 22年１月１日以後に新規上場した場合

には，上場日における上場株式数）に本所が定める価格を乗じて得

た額を基準として年賦課金の規定により決定した年賦課金の４分

の１の額を，平成23年２月末日に納付すべき年賦課金に合わせて納

付するものとする。  

４ 上場会社が，施行日の前日においてヘラクレスに上場している場

合で，かつ，当該上場会社が発行する株券が，施行日から平成 22年

12月末日の間に上場廃止する場合には，第１株券の年賦課金に応じ

た金額の４分の１を，上場廃止日に納付するものとする。  

５ 年賦課金の規定にかかわらず，上場会社が，施行日の前日におい

てＪＡＳＤＡＱ又はＮＥＯに上場している場合には，平成 21年12月

末日現在における上場株式数（平成22年１月１日以後に新規上場し

た場合には，上場日における上場株式数）に本所が定める価格を乗

じて得た額を基準として年賦課金の規定により決定した年賦課金

の４分の１の額を，平成 23年２月末日に納付すべき年賦課金に合わ

せて納付するものとする。  

６ 前項の規定にかかわらず，上場会社が，施行日の前日においてＪ

ＡＳＤＡＱ又はＮＥＯに上場している場合で，かつ，当該上場会社

が発行する株券が，施行日から平成 22年12月末日の間に上場廃止す

る場合には，平成21年12月末日現在における上場株式数に本所が定

める価格を乗じて得た額を基準として年賦課金の規定により決定

した年賦課金の４分の１の額を，上場廃止日に納付するものとする。 

７ ＴＤｎｅｔ利用料の規定にかかわらず，上場会社が，施行日の前

日においてＪＡＳＤＡＱ又はＮＥＯに上場している場合には，ＴＤ
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ｎｅｔ利用料の半額を，平成 23年２月末日に納付すべきＴＤｎｅｔ

利用料に合わせて納付するものとする。  

８ 前項の規定にかかわらず，上場会社が，施行日の前日においてＪ

ＡＳＤＡＱ又はＮＥＯに上場している場合で，かつ，当該上場会社

が発行する株券が，施行日から平成 23年２月末日の間に上場廃止す

る場合には，ＴＤｎｅｔ利用料の４分の１を，上場廃止日に納付す

るものとする。  

付 則  

この別表は，平成 23年10月７日から施行する。  

付 則  

この別表は，平成 25年１月１日から施行する。  
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株券上場審査基準  

 

 

（目 的）  

第１条 本所に上場される株券，優先出資証券及び外国株預託証券等の

上場審査については，この基準によるものとする。  

２ この基準の変更は，取締役会の決議により行う。ただし，変更の内

容が軽微な場合は，この限りでない。  

３ 前項に規定する取締役会の決議においては，自主規制委員会の同意

を得るものとする。  

 

（上場審査）  

第２条 株券，優先出資証券及び外国株預託証券等の上場審査は，新規

上場申請者並びに新規上場申請者及びその資本下位会社等により構成

される新規上場申請者の企業グループ（以下「新規上場申請者の企業

グループ」という。）に関する次の各号に掲げる事項について行うもの

とする。  

(1) 企業の継続性及び収益性  

継続的に事業を営み，かつ，経営成績の見通しが良好なものであ

ること。  

(2) 企業経営の健全性  

事業を公正かつ忠実に遂行していること。  

(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性  

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され，

機能していること。  

(4) 企業内容等の開示の適正性  

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。  

(5) その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項  
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２ 前項の規定は，第４条第３項の規定の適用を受ける新規上場申請者

の株券，優先出資証券及び外国株預託証券等の上場審査については，

適用しない。  

 

第３条 削 除  

 

（上場審査基準）  

第４条 第２条に規定する上場審査は，次の第１号から第５号まで及び

第８号から第12号までに適合し，かつ，第６号又は第７号に適合する

新規上場申請者の株券及び優先出資証券を対象とし，外国株預託証券

等の場合には，第２号から第５号まで，第８号及び第９号から第 13号

まで，かつ，第６号又は第７号に適合するものを対象として行うもの

とする。  

(1) 株式の分布状況  

次のａからｃまでに適合すること。  

ａ 上場の時までに，浮動株式数（役員（役員持株会を含み，取締

役，会計参与（会計参与が法人であるときは，その職務を行うべ

き社員を含む。），監査役，執行役（理事及び監事その他これらに

準ずる者を含む。）をいう。以下同じ。），新規上場申請者が自己株

式を所有している場合の当該新規上場申請者，上場株式数の 10％

以上の株式（優先出資を含む。以下同じ。）を所有する株主（明ら

かに固定的所有でないと認められる株式を除く。）及び役員以外の

特別利害関係者（企業内容等の開示に関する内閣府令（昭和 48年

大蔵省令第５号）第１条第 31号イに規定する特別利害関係者をい

う。以下同じ。）を除く株主が所有する株式の数をいう。以下同じ。）

が2,000単位以上（１単位は，単元株式数を定める場合には当該単

元株式数をいい，単元株式数を定めない場合には１株をいい，優

先出資証券にあっては１口をいう。以下同じ。）になる見込みのあ
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ること。  

ｂ 上場の時までに，浮動株式数が上場株式数の 25％以上となる見

込みのあること。  

ｃ 上場の時までに，株主数（１単位の株式数以上の株式を所有す

る者（優先出資者を含む。以下同じ。）の数をいう。以下同じ。）

が300人以上となる見込みのあること。  

(2) 浮動株時価総額  

上場日における浮動株時価総額が５億円以上となる見込みのある

こと。  

(3) 上場時価総額  

上場日における上場時価総額が 10億円以上となる見込みのあるこ

と。  

(4) 事業継続年数  

上場申請日の直前事業年度の末日から起算して３か年以前から取

締役会（新規上場申請者が外国会社である場合は，これに相当する

機関）を設置して継続的に事業活動をしていること。  

(5) 純資産の額  

上場申請日の直前事業年度の末日における純資産の額が３億円以

上であること。  

(6) 利益の額  

最近１年間の利益の額が，１億円以上であること。  

(7) 時価総額  

上場日における時価総額が 500億円以上となる見込みのあること。

ただし，最近１年間における売上高が 100億円未満である場合を除く。 

(8) 虚偽記載又は不適正意見等  

ａ  最近２年間に終了する各事業年度若しくは各連結会計年度の

財務諸表等又は各事業年度における四半期会計期間若しくは各連

結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等が記
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載又は参照される有価証券報告書等（有価証券届出書，発行登録

書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付書類及びこれ

らの書類に係る参照書類，有価証券報告書及びその添付書類，半

期報告書，四半期報告書並びに目論見書をいう。以下同じ。）に「虚

偽記載」を行っていないこと。  

ｂ  最近２年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務

諸表等に添付される監査報告書（最近１年間に終了する事業年度

及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。）におい

て，公認会計士若しくは監査法人又はこれらに相当する者（以下

「公認会計士等」という。）の「無限定適正意見」又は「除外事項

を付した限定付適正意見」が記載されていること。ただし，本所

が適当と認める場合は，この限りでない。  

ｃ  最近１年間に終了する事業年度及び連結会計年度の財務諸表

等に添付される監査報告書並びに最近１年間に終了する事業年度

における四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会

計期間の四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書に

おいて，公認会計士等の「無限定適正意見」又は「無限定の結論」

（特定事業会社にあっては，「中間財務諸表等が有用な情報を表

示している旨の意見」を含む。）が記載されていること。ただし，

本所が適当と認める場合は，この限りでない。  

ｄ  上場申請に係る株券が国内の他の金融商品取引所に上場され

ている場合にあっては，次の (a)及び(b)に該当するものでないこ

と。  

(a) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において，

「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。 

(b) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内

部統制監査報告書において，「意見の表明をしない」旨が記載され

ていること。 
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(8)の２ 上場会社監査事務所による監査  

最近２年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務諸表

等並びに最近１年間に終了する事業年度における四半期会計期間及

び連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等に

ついて，上場会社監査事務所（日本公認会計士協会の上場会社監査

事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に登録されている

監査事務所（同協会の同制度に基づき準登録事務所名簿に登録され

ている監査事務所（同協会の品質管理レビューを受けた者に限る。）

を含む。）をいう。）（本所が適当でないと認める者を除く。）の法第

193条の２の規定に準ずる監査又は四半期レビューを受けているこ

と。  

(9) 株式事務代行機関の設置  

株式事務（優先出資に係る事務を含む。以下同じ。）を本所の承認

する株式事務代行機関に委託しているか，又は当該株式事務代行機

関から受託する旨の内諾を得ていること。ただし，本所の承認する

株式事務代行機関については，この限りでない。  

(10) 単元株式数  

単元株式数が，上場の時に 100株となる見込みのあること (国内の

他の金融商品取引所に上場されている内国株券及び日本証券業協会

が指定するグリーンシート銘柄であって，単元株式数が 1,000株であ

る場合を除く。）。ただし，本所が適当と認める場合は，この限りで

ない。  

(11) 株式の譲渡制限  

上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上

場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし，

特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制限を行う場合であ

って，かつその内容が本所の市場における売買を阻害しないものと

認められるときは，この限りでない。  
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(12) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であるこ

と又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。  

(13) 預託契約等  

外国株預託証券等にあっては，上場申請に係る外国株預託証券等

に関する預託契約等その他の契約が締結されるものであること。  

２ 新規上場申請者が外国会社であって，アジア太平洋地域の経済発展

に寄与している場合には，第１項第２号から第４号まで及び第８号に

適合し，かつ，同項第７号又は次の第４号に適合するほか，次の各号

（第４号を除く。）に適合するものを対象とするものとする。  

(1) 浮動株式数  

上場の時までに，浮動株式数が，次の銘柄の区分に従い，当該区

分に定める株式数以上になる見込みのあること。  

ａ 売買単位を1,000株とする銘柄（以下「 1,000株単位銘柄」とい

う。）については， 1,000万株  

ｂ 売買単位を500株とする銘柄（以下「 500株単位銘柄」という。）

については，500万株 

ｃ 売買単位を100株とする銘柄（以下「 100株単位銘柄」という。）

については，100万株 

ｄ  売買単位を 50株とする銘柄（以下「 50株単位銘柄」という。）

については，50万株  

ｅ  売買単位を 10株とする銘柄（以下「 10株単位銘柄」という。）

については，10万株  

ｆ  売買単位を１株とする銘柄（以下「１株単位銘柄」という。）

については，１万株  

(2) 株主数  

株主数が，上場の時までに，次のａ又はｂに掲げる場合の区分に

従い，当該区分に定める人数以上になる見込みのあること。  



- 7 - 

ａ  上場申請に係る株券の外国の金融商品取引所等における流通

の状況が円滑であると認められる場合又は円滑であることが見込

まれる場合は，600人 

ｂ 上場申請に係る株券が，外国の金融商品取引所等において上場

又は継続的に取引されていない場合であって，本所のみに上場申

請が行われるとき又は外国の金融商品取引所等における上場申請

に係る株券の流通の状況が円滑であると認められない場合若しく

は円滑であることが見込まれない場合は， 1,200人 

(3) 純資産の額  

上場申請日の直前事業年度の末日における純資産の額が10億円以

上であること。  

(4) 利益の額  

最近１年間における利益の額が２億円以上であって，かつ，最近

２年間における年平均利益の額が２億円以上であること。  

(5) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務（指定振

替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定に基づき兼業の承認を

受けた外国株券等の保管及び振替決済に関する業務をいう。）若しく

は受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務（指定振替機関が振

替法第９条第１項ただし書の規定に基づき兼業の承認を受けた外国

株信託受益証券及び外国ＥＴＦ信託受益証券（ＥＴＦに関する有価

証券上場規程の特例第１条の２第４号に規定する外国ＥＴＦ信託受

益証券をいう。）の保管及び振替決済に関する業務をいう。）におけ

る取扱いの対象であること又は上場の時までに取扱いの対象となる

見込みのあること。  

(6) 株式の譲渡制限  

上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上

場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。ただし，



- 8 - 

株式の譲渡に関して制限を行うことが本国の法律の規定の適用を受

けるために必要と認められる場合又はこれに準ずる場合であって，

かつ，その内容が本所の市場における売買を阻害しないものと認め

られるときは，この限りでない。  

３ 次の各号に掲げる場合において，当該各号に定める会社が発行者で

ある株券，優先出資証券及び外国株預託証券等の上場を遅滞なく申請

するとき（第１号に定める存続会社の親会社（財務諸表等規則第８条

第３項に規定する親会社をいう。以下同じ。）又は第３号に定める当該

他の会社の親会社が外国会社であるときは，本所が適当と認める場合

に限る。）は，前２項の規定に基づく上場審査については，原則として，

第１項第１号から第８号まで及び前項第１号から第４号までの規定を

適用しないものとする。ただし，当該各号に定める会社が発行者であ

る株券，優先出資証券及び外国株預託証券等が上場時において上場株

式数に係る株券上場廃止基準及び同基準第２条第１項第 17号に規定す

る「株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると本所が認

めた場合」並びに同項第19号に該当しないこととなる見込みがあり，

かつ，当該会社が発行する株券（外国株券を除く。）又は優先出資証券

が上場後最初に終了する事業年度の末日までに株式の分布状況に係る

株券上場廃止基準に該当しないこととなる見込みがあることを要する

ものとする。  

(1) 上場株券，上場優先出資証券又は上場外国株預託証券等が，その

上場会社の合併による解散により上場廃止となる場合  

当該合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社

（当該会社が発行者である株券，優先資証券又は外国株預託証券等

を当該合併に際して交付する場合に限る。）  

(2) 上場外国株券又は上場外国株預託証券等が，その上場会社の設立

準拠法の変更のための合併により株券上場廃止基準第２条第２項第

１号に該当して上場廃止となる場合であって，当該合併に係る存続
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会社の株券又は当該株券に係る権利を表示する外国株預託証券等が

外国の金融商品取引所等において直ちに上場又は継続的に取引され

るとき。  

当該合併に係る存続会社  

(3) 上場会社が，株式交換，株式移転その他の方法により他の会社の

完全子会社となる場合又はこれに準ずる状態となる場合  

当該他の会社又は当該他の会社の親会社（当該会社が発行者であ

る株券，優先出資証券又は外国株預託証券等を当該株式交換，株式

移転その他の方法に際して交付する場合に限る。）  

(4) 上場外国株券又は上場外国株預託証券等が，その上場会社の外国

持株会社（株式を所有することにより他の会社の事業活動を支配す

ることを主たる事業とする外国会社をいう。以下同じ。）への組織変

更により株券上場廃止基準第２条第２項第１号に該当して上場廃止

となる場合であって，当該外国持株会社の株券又は当該株券に係る

権利を表示する外国株預託証券等が外国の金融商品取引所等におい

て直ちに上場又は継続的に取引されるとき。  

当該外国持株会社  

(5) 上場会社が，人的分割（分割に際し，分割する会社の株主に承継

会社又は新設会社の株式の全部又は一部を交付する会社の分割をい

う。）を行うに当たり，その吸収分割契約又は新設分割計画に基づき

他の会社に上場契約を承継させようとすることにより株券上場廃止

基準第２条第１項第 12号後段に該当して上場廃止となる場合（当該

他の会社が上場会社の主要な事業を承継するものと本所が認める場

合に限る。）  

当該他の会社（当該会社が発行者である株券，優先出資証券又は

外国株預託証券等を当該人的分割に際して交付する場合に限る。）  

 

（上場市場の変更審査）  
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第５条 第２条第１項並びに第４条第１項（第９号から第 12号までを除

く。）及び第２項（第５号及び第６号を除く。）の規定は，ＪＡＳＤＡ

Ｑからの上場市場の変更審査について準用する。この場合において，

これら規定中「上場審査」とあるのは「上場市場の変更審査」と，「新

規上場申請者」とあるのは「上場市場変更申請者」と，「上場の時」と

あるのは「上場市場の変更の時」と，「上場時」とあるのは「上場市場

の変更時」と，「上場日」とあるのは「上場市場の変更日」と，「上場

申請日」とあるのは「上場市場の変更申請日」と，「上場申請」とある

のは「上場市場の変更申請」とそれぞれ読み替えるものとする。  

 

 

付 則（抄）  

この基準は，昭和 50年４月１日から施行する。  

付 則（抄）  

この基準は，昭和 50年９月30日から施行する。  

付 則（抄）  

この基準は，昭和 51年６月１日から施行する。  

付 則（抄）  

この基準は，昭和 52年３月31日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年９月30日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，昭和 57年10月１日から施行する。ただし，第４条第

１項第９号の規定は，同年12月１日から施行する。  

２ 削 除  

付 則  
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この基準は，昭和 58年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 61年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 62年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 62年９月25日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成２年６月 26日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成３年３月１日から施行し，同年４月１日以後開

始する事業年度を上場申請日の直前事業年度とする新規上場申請

者から適用する。  

２  平成３年４月１日前に開始する事業年度を上場申請日の直前事

業年度とする新規上場申請者については，なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成３年６月 14日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成４年１月 28日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成４年２月１日から施行し，平成３年 10月１日以

後最初に終了する事業年度が上場申請日の直前事業年度となる新規

上場申請者の株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成５年８月 10日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成６年 10月１日から施行する。  

付 則  
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１ この基準は，平成８年１月１日から施行し，施行の際現に上場申

請を行っている新規上場申請者の株券の審査から適用する。  

２  改正後の有価証券上場規程付則第４項の適用を受けた場合には，

第４条第１項第６号中「最近２年間」とあるのは「最近１年間」と

読み替える。  

付 則  

この基準は，平成８年４月１日から施行し，施行の際現に上場申

請を行っている新規上場申請者の株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成８年 10月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者の株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 10年１月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成10年３月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 11年２月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者の株券の審査から適用する。  

２  改正後の第４条第１項第６号の規定は，平成 11年４月１日以降に

開始する事業年度を上場申請の直前事業年度とする新規上場申請

者の審査から適用する。  

付 則  

１ この基準は，平成 11年８月１日から施行する。  

２ 改正後の第４条第１項第８号の規定は，平成11年４月１日以後に
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開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等並びに平成

12年４月１日以後に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間

に係る中間財務諸表等について適用し，平成 11年４月１日前に開始

する事業年度及び連結会計年度に係るもの並びに平成 12年４月１

日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものに

ついては，なお従前の例による。ただし，平成 11年４月１日前に開

始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等又は平成 12年

４月１日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る

中間財務諸表等について，新規上場申請者の有価証券届出書，有価

証券報告書若しくは半期報告書又は「上場申請のための有価証券報

告書（Ｉの部）」若しくは「上場申請のための半期報告書」に記載

される財務諸表等又は中間財務諸表等が，財務諸表等の用語，様式

及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令（平成 11年大蔵省

令第21号）による改正後の財務諸表等の用語，様式及び作成方法に

関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）若しくは連結財務諸表の用

語，様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令（平成 11

年大蔵省令第22号）による改正後の連結財務諸表の用語，様式及び

作成方法に関する規則（昭和 51年大蔵省令第28号）により作成され

ている場合又は中間財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する

規則の一部を改正する省令（平成 11年大蔵省令第23号）による改正

後の中間財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和

52年大蔵省令第38号）若しくは中間連結財務諸表の用語，様式及び

作成方法に関する規則（平成 11年大蔵省令第24号）により作成され

ている場合は，当該財務諸表等又は中間財務諸表等から適用する。 

付 則  

この基準は，平成 11年９月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 11年11月10日から施行する。  
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付 則  

この基準は，平成 12年３月15日から施行し，同日以後に第４条第

３項の規定により上場を申請する株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 12年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 13年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 13年４月２日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 13年５月１日から施行する。  

付 則  

１  この基準は，平成 13年 10月1日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者から適用する。ただし，この基準施行の際，

現に予備申請を行っている場合であって，「公募又は売出予定書」

に準じて作成した書類を提出しているときは，なお従前の例による

ことができる。  

２ 前項の規定にかかわらず，改正後の第４条第１項第２号の規定は，

商法等の一部を改正する等の法律（平成 13年法律第79号）附則第２

条又は第 24条の規定においてなお従前の例によるとされた自己株

式については，適用しない。  

付 則  

この基準は，平成 14年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 14年５月13日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成15年１月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者の株券の審査から適用する。  
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付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 15年４月１日から施行する。なお，この改正規

定は，施行期日を同じくする「新市場部銘柄の承継に関する有価証

券上場規程並びにニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」

に関する有価証券上場規程，業務規程，信用取引・貸借取引規程及

び受託契約準則の特例の特例の制定等」の施行に次いで改正するも

のとする。  

２ 平成15年３月１日以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る

監査報告書並びに平成 15年３月１日後開始する中間会計期間及び

中間連結会計期間に係る中間監査報告書について適用し，平成 15年

３月１日前に終了する事業年度及び連結会計年度に係るもの並び

に平成 15年３月１日以前に開始する中間会計期間及び中間連結会

計期間に係るものについては，なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 15年５月８日から施行する。  

付 則  

この基準は平成17年２月１日から施行し，同日以後に上場申請を

行う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 18年４月１日から施行する。  

２ 前項の規定にかかわらず，本所が指定する外国株券に関するこの

基準の適用については，なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 18年４月１日から施行し，施行の際現に上場申
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請を行っている新規上場申請者の株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 18年10月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 20年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第４条第８号ａ及びｃの規定は，この改正規定施行の日

（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度から適用し，

施行日より前に開始する事業年度に係るものについては，なお従前

の例による。  

３ 改正後の第４条第８号ｄの規定は，施行日以後に開始する事業年

度から適用する。  

４ 改正後の第４条第９号の２の規定は，施行日以後に上場申請を行

う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第４条第１項第 11号及び同条第２項第６号の規定は，こ

の改正規定施行の日以後に新規上場申請を行う者から適用する。  

付 則  
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この基準は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 23年３月31日から施行する。  

２ 改正後の第４条第８号の２の規定は，この改正規定施行の日（以

下「施行日」という。）以後に新規上場申請を行う者から適用する。

ただし，施行日以前から法第 193条の２の規定に準ずる監査，中間

監査又は四半期レビューを受けている新規上場申請者が，次の各号

に掲げる財務諸表等について当該監査，中間監査又は四半期レビュ

ーを受けている場合にはこの限りでない。  

(1) 施行日以前又は施行日から２年以内に開始した事業年度及び連

結会計年度の財務諸表等  

(2) 施行日以前又は施行日から２年以内に開始した中間会計期間及

び中間連結会計期間の中間財務諸表等  

(3) 施行日以前又は施行日から２年以内に開始した事業年度におけ

る四半期会計期間及び連結会計年度における四半期連結会計期間

の四半期財務諸表等  

付 則  

この基準は，平成 23年10月７日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 24年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第４条第１項 10号の規定は，平成 26年４月１日から適用

する。  

（注）改正前の第４条第１項 10号の規定は，次のとおり。  

(10) 単元株式数  

   単元株式数が，上場の時に 100株となる見込みのあること (国内の他の

金融商品取引所に上場されている内国株券及び日本証券業協会が指定

するグリーンシート銘柄を除く。）。ただし，本所が適当と認める場合は，

この限りでない。  
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付 則  

この基準は，平成24年５月28日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 25年１月１日から施行する。  
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社会資本整備市場上場審査基準  

 

 

（目 的）  

第１条 本所の社会資本整備市場に上場される株券，優先株及び社債券

の上場審査については，この基準によるものとする。  

 

（上場審査）  

第２条 社会資本整備市場に上場される株券，優先株及び社債券の上場

審査は，新規上場申請者並びに新規上場申請者及びその資本下位会社

等により構成される新規上場申請者の企業グループに関する次の各号

に掲げる事項について行うものとする。  

(1) 企業の継続性及び収益性  

継続的に事業を営む見込みがあり，かつ，経営成績の見通しが良

好なものであること。  

(2) 企業経営の健全性  

事業を公正かつ忠実に遂行する見込みのあること。  

(3) 企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性  

コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され，

機能していること。  

(4) 企業内容等の開示の適正性  

企業内容等の開示を適正に行うことができる状況にあること。  

(5) その他公益又は投資者保護の観点から本所が必要と認める事項  

 

（上場審査基準）  

第３条 新規上場申請に係る有価証券が株券（優先株を含む。以下同じ。）

である場合の前条に規定する上場審査は，次の各号（優先株について

は第３号を除く。）に適合する新規上場申請者の株券を対象として行う
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ものとする。  

(1) 上場株式数  

上場株式数が，上場の時までに，2,000単位（１単位は，単元株式

数を定める場合には当該単元株式数をいい，単元株式数を定めない

場合には１株をいう。以下同じ。）以上になる見込みのあること。  

(2) 株式の分布状況  

ａ  上場申請日から上場日の前日までの期間に， 1,000単位以上の

上場申請に係る株券の公募を行うこと。  

ｂ  株主数（１単位の株式数以上の株式を所有する株主の数をい

う。）が，前ａに規定する公募（公募と同時に上場申請に係る株

券の売出しを行う場合は，当該公募及び売出し）により，上場の

時までに，300人以上増加する見込みのあること。  

(3) 上場時価総額  

上場日における上場時価総額が 10億円以上となる見込みのあるこ

と。  

(4) 純資産の額  

上場の時までに，純資産の額が５億円以上になる見込みのあるこ

と。  

(5) 虚偽記載又は不適正意見等  

ａ  最近２年間に終了する各事業年度又は各連結会計年度の財務

諸表等又は各事業年度における四半期会計期間若しくは各連結

会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務諸表等が記

載又は参照される有価証券報告書等（有価証券届出書，発行登録

書及び発行登録追補書類並びにこれらの書類の添付書類及びこ

れらの書類に係る参照書類，有価証券報告書及びその添付書類，

半期報告書，四半期報告書並びに目論見書をいう。以下同じ。）

に「虚偽記載」を行っていないこと。  

ｂ  最近２年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務
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諸表等に添付される監査報告書（最近１年間に終了する事業年度

及び連結会計年度の財務諸表等に添付されるものを除く。）にお

いて，公認会計士又は監査法人（以下「公認会計士等」という。）

の「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」

が記載されていること。ただし，本所が適当と認める場合は，こ

の限りでない。  

ｃ  最近１年間に終了する各事業年度及び各連結会計年度の財務

諸表等に添付される監査報告書並びに最近１年間に終了する事

業年度における四半期会計期間及び連結会計年度における四半

期連結会計期間の四半期財務諸表等に添付される四半期レビュ

ー報告書において，公認会計士等の「無限定適正意見」又は「無

限定の結論」が記載されていること。ただし，本所が適当と認め

る場合は，この限りでない。  

ｄ  上場申請に係る株券が国内の他の金融商品取引所に上場され

ている場合にあっては，次の (a)及び(b)に該当するものでないこ

と。  

(a) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書におい

て，「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。  

(b) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対す

る内部統制監査報告書において，「意見の表明をしない」旨が記

載されていること。  

(6) 株式事務代行機関の設置  

株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しているか，

又は当該株式事務代行機関から受託する旨の内諾を得ていること。  

(7) 単元株式数  

単元株式数が，上場の時に 100株となる見込みのあること（国内の

他の金融商品取引所に上場されている内国株券及び日本証券業協会

が指定するグリーンシート銘柄であって，単元株式数が 1,000株であ
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る場合を除く。）。ただし，本所が適当と認める場合は，この限りで

ない。  

(8) 株式の譲渡制限  

 上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと又は上

場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること。  

(9) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象であるこ

と又は上場の時までに取扱いの対象となる見込みのあること。  

２ 新規上場申請に係る有価証券が社債券である場合の前条に規定する

上場審査は，前項第４号，第５号及び第９号のほか，次の各号に適合

する新規上場申請者の社債券を対象として行うものとする。  

(1) 上場額面総額  

上場の時までに，未償還額面総額が 50億円以上になる見込みのあ

ること。  

(2) 消化件数  

上場の時までに，消化件数が 300件以上になる見込みのあること。 

 

 

付 則  

この基準は，平成 12年２月10日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 13年10月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成14年５月13日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成15年１月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者の株券の審査から適用する。  

付 則  
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この基準は，平成 15年４月１日から施行し，平成 15年３月１日以

後終了する事業年度及び連結会計年度に係る監査報告書について適

用し，平成15年３月１日前に終了する事業年度及び連結会計年度に

係るものについては，なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 17年２月１日から施行し，同日以後に上場申請

を行う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 17年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 20年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第３条第１項第１号ａ及びｃの規定は，この改正規定施

行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度から適

用し，施行日より前に開始する事業年度に係るものについては，な

お従前の例による。  

３  改正後の第３条第５号ｄの規定は，施行日以後に開始する事業年

度から適用する。  

４ 改正後の第３条第１項第６号の２の規定は，施行日以後に上場申

請を行う新規上場申請者から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第３条第１項第８号の規定は，この改正規定施行の日以
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後に新規上場申請を行う者から適用する。  

付 則  

１ この基準は，平成 24年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第３条第１項第７号の規定は，平成 26年４月１日から適

用する。  

（注）改正前の第３条第１項第７号の規定は，次のとおり。  

(7) 単元株式数  

単元株式数が，上場の時に 100株となる見込みのあること（国内の他

の金融商品取引所に上場されている内国株券及び日本証券業協会が指

定するグリーンシート銘柄を除く。）。ただし，本所が適当と認める場合

は，この限りでない。  

付 則  

この基準は，平成 25年１月１日から施行する。  
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則  

 

 

第１章 総 則  

（目的等）  

第１条 この規則は，上場有価証券の発行者が行う会社情報の適時開示

及び本所への書類の提出等について，必要な事項を定める。  

２ 上場有価証券の発行者は，投資者への適時，適切な会社情報の開示

が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識し，

常に投資者の視点に立った迅速，正確かつ公平な会社情報の開示を徹

底するなど，誠実な業務遂行に努めなければならない。  

３ この規則のうち，次項に掲げる規定以外の規定の変更は，取締役会

の決議により行う。ただし，変更の内容が軽微である場合は，この限

りでない。  

４ この規則のうち，第７条の規定の変更は，自主規制委員会の決議に

より行う。  

５ 第３項に規定する取締役会の決議において，自主規制委員会の同意

を得るものとする。  

 

 

第２章 会社情報の適時開示等  

（会社情報の開示）  

第２条 上場会社（有価証券上場規程第２条第２項及びＪＡＳＤＡＱに

おける有価証券上場規程（以下「ＪＱ有価証券上場規程」という。）第

３条第２項に規定する上場会社をいう。以下同じ。）は，次の各号のい

ずれかに該当する場合（第１号に掲げる事項及び第２号に掲げる事実

にあっては，本所が定める基準に該当するものその他の投資者の投資

判断に及ぼす影響が軽微なものと本所が認めるものを除く。）は，本所
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が定めるところにより，直ちにその内容を開示しなければならない。

この場合において，上場外国会社に対するこの項，次項，第４項，第

８項及び第２条の４の２の規定の適用に当たっては，当該上場外国会

社の本国における法制度等を勘案するものとする。  

(1) 上場会社の業務執行を決定する機関が，次に掲げる事項を行うこ

とについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないこと

を決定した場合を含む。）  

ａ  会社法第 199条第１項に規定する株式会社の発行する株式若し

くはその処分する自己株式を引き受ける者（協同組織金融機関が

発行する優先出資を引き受ける者を含む。）の募集（処分する自己

株式を引き受ける者の募集をする場合にあっては，これに相当す

る外国の法令の規定（上場外国会社である場合に限る。以下同じ。）

によるものを含む。）若しくは同法第 238条第１項に規定する募集

新株予約権を引き受ける者の募集（処分する自己新株予約権を引

き受ける者の募集を含む。）又は株式若しくは新株予約権の売出し  

ｂ 前ａに規定する募集若しくは売出しに係る発行登録（その取下

げを含む。）又は当該発行登録に係る募集若しくは売出しのための

需要状況の調査の開始  

ｃ 資本金の額の減少  

ｃの２ 資本準備金又は利益準備金の額の減少  

ｄ  会社法第 156条第１項（同法 163条及び第 165条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）若しくはこれらに相当する

外国の法令の規定又は優先出資法第28条の規定による自己株式の

取得  

ｄの２ 株式無償割当て又は新株予約権無償割当て  

ｄの３  前ｄの２に規定する新株予約権無償割当てに係る発行登

録（その取下げを含む。）又は当該発行登録に係る新株予約権無償

割当てのための需要状況若しくは権利行使の見込みの調査の開始  
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ｅ 株式の分割又は併合  

ｆ 剰余金の配当  

ｆの２ 株式交換  

ｆの３ 株式移転  

ｇ 合併  

ｇの２ 会社の分割  

ｈ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

ｉ 解散（合併による解散を除く。）  

ｊ 新製品又は新技術の企業化  

ｋ 業務上の提携又は業務上の提携の解消  

ｌ  子会社（法第 166条第５項に規定する子会社をいい，上場外国

会社（本所が必要と認める者に限る。）にあっては，その資本下位

会社等をいう。以下この条において同じ。）の異動を伴う株式又は

持分の譲渡又は取得その他の子会社の異動を伴う事項  

ｍ 固定資産（法人税法（昭和 40年法律第34号）第２条第22号に掲

げる固定資産をいう。以下同じ。）の譲渡又は取得  

ｎ リースによる固定資産の賃貸借  

ｏ 事業の全部又は一部の休止又は廃止  

ｐ  国内の金融商品取引所又は外国の金融商品取引所等に対する

株券，優先出資証券又は外国株預託証券等の上場の廃止又は登録

の取消しに係る申請  

ｑ 破産手続開始，再生手続開始又は更生手続開始の申立て  

ｒ 新たな事業の開始（新商品の販売又は新たな役務の提供の企業

化を含む。以下同じ。）  

ｓ  法第 27条の２第１項に規定する株券等の同項に規定する公開

買付け（同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。）又は同第 24

条の６第１項に規定する上場株券等の同第 27条の22の２第１項に

規定する公開買付け  
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ｔ  当該上場会社が発行者である法第 27条の２第１項に規定する

株券等に係る前 s前段に規定する公開買付け若しくは当該株券等

に係る金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。以下「施行

令」という。）第31条に規定する買集め行為（以下このｔにおいて

「公開買付け等」という。）に対抗するための買付けその他の有償

の譲受けの要請又は公開買付け等に関する意見の公表若しくは株

主に対する表示  

ｕ  役員若しくは従業員又は子会社の役員若しくは従業員へのス

トック・オプションとしての新株予約権の発行その他のストッ

ク・オプションと認められるものの付与又は株式の発行  

ｖ 代表取締役又は代表執行役（協同組織金融機関を代表すべき役

員を含む。以下同じ。）の異動  

ｗ 人員削減等の合理化  

ｘ 商号又は名称の変更  

ｙ 単元株式数の変更又は単元株式数の定めの廃止若しくは新設  

ｚ 事業年度の末日の変更  

ａａ 預金保険法（昭和46年法律第34号）第74条第５項の規定によ

る申出  

ａｂ 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平

成11年法律第158号）に基づく特定調停手続による調停の申立て  

ａｃ  社会資本整備市場の上場会社における事業計画及び特定事

業に係る契約の変更  

ａｄ 上場債券（上場転換社債型新株予約権付社債券（業務規程第

２条第１項第２号に規定する転換社債型新株予約権付社債券をい

う。以下同じ。）を含む。以下このａｄ及び次の (2)ｓの２におい

て同じ。）に係る全部若しくは一部の繰上償還又は社債権者集会の

招集その他上場債券に関する権利に係る重要な事項  

ａｄの２  普通出資の総口数の増加を伴う事項  
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ａｅ  有価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等

又は四半期財務諸表等の監査証明等（法第 193条の２第１項の監査

証明（以下「監査証明」という。）又は財務諸表等の監査証明に関

する内閣府令（昭和 32年大蔵省令第12号。以下「監査証明府令」

という。）第１条の２に規定する監査証明に相当すると認められる

証明（以下「監査証明に相当する証明」という。）をいう。以下同

じ。）を行う公認会計士等（公認会計士若しくは監査法人又はこれ

らに相当する者をいう。以下同じ。）の異動  

ａｆ  財務諸表等又は四半期財務諸表等に継続企業の前提に関す

る事項を注記すること。  

ａｇ  株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託しない

こと。  

ａｈ  内部統制に開示すべき重要な不備がある旨又は内部統制の

評価結果を表明できない旨を記載する内部統制報告書の提出  

ａｉ 定款の変更  

ａｊ ａから前ａⅰまでに掲げる事項のほか，当該上場会社の運営，

業務若しくは財産又は当該上場有価証券に関する重要な事項であ

って投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの  

(2) 次に掲げる事実が発生した場合  

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害  

ｂ  主要株主（法第 163条第１項に規定する主要株主をいう。以下

このｂにおいて同じ。）又は筆頭株主（主要株主のうち所有株式数

（他人（仮設人を含む。）名義のものを含み，同項に規定する株式

の所有の態様その他の事情を勘案して有価証券の取引等の規制に

関する内閣府令（平成 19年内閣府令第59号。以下「取引規制府令」

という。）で定めるものを除く。）の最も多い株主をいう。）の異動  

ｃ  特定有価証券（法第 163条第１項に規定する特定有価証券をい

う。以下このｃにおいて同じ。）又は特定有価証券に係るオプショ
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ンの上場の廃止の原因となる事実  

ｄ  財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えに

ついて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと。  

ｅ  事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の

申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと

若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したこと。  

ｆ 免許の取消し，事業の停止その他これらに準ずる行政庁による

法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発  

ｇ 支配株主等（支配株主（親会社（財務諸表等規則第８条第３項

に規定する親会社をいう。）又は議決権の過半数を直接若しくは間

接に保有する者として本所が定める者をいう。）又はその他の関係

会社（財務諸表等規則第８条第 17項第４号に規定するその他の関

係会社をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）の異動  

ｈ 債権者その他の当該上場会社以外の者による破産手続開始，再

生手続開始，更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て又は通

告（以下「破産手続開始の申立て等」という。）  

ｉ 手形若しくは小切手の不渡り（支払資金の不足を事由とするも

のに限る。）又は手形交換所による取引停止処分（以下「不渡り等」

という。）  

ｊ  親会社等（親会社，その他の関係会社又はその親会社をいう。

以下同じ。）に係る破産手続開始の申立て等  

ｋ 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等，破

産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことに

より，当該債務者に対する売掛金，貸付金その他の債権又は当該

保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償

権について債務の不履行のおそれが生じたこと。  
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ｌ 主要取引先（前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の

総額又は仕入高の総額の 100分の10以上である取引先をいう。以下

同じ。）との取引の停止又は同一事由による若しくは同一時期にお

ける複数の取引先との取引の停止  

ｍ 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長（債務の免除

に準ずると本所が認めるものに限る。）又は第三者による債務の引

受け若しくは弁済  

ｎ 資源の発見  

ｏ 株主（優先出資法に規定する普通出資者又は優先出資者を含む。

以下同じ。）による株式若しくは新株予約権の発行又は自己株式の

処分の差止めの請求  

ｐ 株主による株主総会（普通出資者総会又は優先出資者総会を含

む。）の招集の請求  

ｑ 保有有価証券（当該上場会社の子会社株式以外の国内の金融商

品取引所に上場している有価証券に限る。）の全部又は一部につい

て，事業年度又は四半期会計期間の末日における時価額（当該日

の金融商品取引所における最終価格（当該最終価格がないときは，

その日前における直近の金融商品取引所における最終価格）によ

り算出した価額）が帳簿価額を下回ったこと（当該上場会社が有

価証券の評価方法として原価法を採用している場合に限る。）。  

ｒ  社会資本整備市場の上場会社の特定事業に関する株主間基本

協定の変更  

ｓ 社債に係る期限の利益の喪失  

ｓの２  上場債券に係る社債権者集会の招集その他上場債券に関

する権利に係る重要な事実  

ｔ  有価証券報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等又

は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計士等の異動（業

務執行を決定する機関が，当該公認会計士等の異動を行うことに
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ついての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。）において，前号の規定に基づきその内容を

開示した場合を除く。）  

ｕ  ２人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第３

条第１項の監査報告書又は四半期レビュー報告書（公認会計士又

は監査法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監

査報告書又は四半期レビュー報告書を含む。）を添付した有価証券

報告書又は四半期報告書を，内閣総理大臣等に対して，法第 24条

第１項又は法第24条の４の７第１項に定める期間内に提出できる

見込みのないこと及び当該期間内に提出しなかったこと（当該期

間内に提出できる見込みのない旨の開示を行った場合を除く。），

これらの開示を行った後提出したこと並びに法第24条第１項又は

法第24条の４の７第１項の規定により新たに期間の承認を受けた

こと。  

ｖ  財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財務諸表等に

添付される四半期レビュー報告書について，継続企業の前提に関

する事項を除外事項として公認会計士等の「除外事項を付した限

定付適正意見」若しくは「除外事項を付した限定付結論」又は公

認会計士等の「不適正意見」，「否定的結論」，「意見の表明をしな

い」若しくは「結論の表明をしない」旨（特定事業会社にあって

は，継続企業の前提に関する事項を除外事項として公認会計士等

の「除外事項を付した限定付意見」，「中間財務諸表等が有用な情

報を表示していない意見」及び「意見の表明をしない」旨を含む。）

が記載されることとなったこと。  

ｖの２  内部統制報告書に対する内部統制監査報告書について，

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨が記載されること

となったこと。  

ｗ  株式事務代行委託契約の解除の通知の受領その他株式事務を
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本所が承認する株式事務代行機関に委託しないこととなるおそれ

が生じたこと又は株式事務を本所が承認する株式事務代行機関に

委託しないこととなったこと。  

ｘ ａから前ｗまでに掲げる事実のほか，当該上場会社の運営，業

務若しくは財産又は当該上場有価証券に関する重要な事実であっ

て投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの  

(3) 当該上場会社の事業年度若しくは四半期累計会計期間又は連結会

計年度若しくは四半期累計連結会計期間に係る決算の内容が定まっ

た場合。この場合において，当該上場会社は，本所所定の「決算短

信（サマリー情報）」又は「四半期決算短信（サマリー情報）」によ

り，直ちにその内容を開示しなければならない。  

(4) 当該上場会社の属する企業集団の売上高，営業利益，経常利益又

は純利益（上場会社がＩＦＲＳ任意適用会社（連結財務諸表の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連

結財務諸表規則」という。）第 93条に規定する指定国際会計基準によ

り財務諸表等又は四半期財務諸表等を作成し，内閣総理大臣等に提

出する会社をいう。以下同じ。）である場合は，売上高，営業利益，

税引前利益，当期利益又は親会社の所有者に帰属する当期利益）に

ついて，公表がされた直近の予想値（当該予想値がない場合は，公

表がされた前連結会計年度の実績値）に比較して当該上場会社が新

たに算出した予想値又は当連結会計年度の決算において差異（投資

者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして本所が定める基準に

該当するものに限る。）が生じた場合  

(5) 当該上場会社の剰余金の配当について予想値を算出した場合  

(6) 法第166条第２項第３号に掲げる事実が生じた場合（前２号に規定

する場合を除く。）又は同条第２項第７号に掲げる事実が生じた場合  

(7) 連結財務諸表を作成すべき会社でない会社に対する第４号の規定

の適用については，同号中「当該上場会社の属する企業集団」とあ
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るのは，「当該上場会社」と，「連結会計年度」とあるのは「事業年

度」とする。  

２ 上場会社は，その子会社が次の各号のいずれかに該当する場合（本

所が定める基準に該当するものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと本所が認めるもの，第２号の２ａに定める法第 166

条第２項第５号に掲げる事項及び第２号の２ｂに定める法第 166条第

２項第６号に掲げる事実にあっては投資者の投資判断に及ぼす影響が

軽微なものとして取引規制府令で定める基準に該当するものを除く。）

は，本所が定めるところにより，直ちにその内容を開示しなければな

らない。  

(1) 上場会社の子会社の業務執行を決定する機関が，当該子会社につ

いて次に掲げる事項を行うことについての決定をした場合（当該決

定に係る事項を行わないことを決定した場合を含む。）  

ａ 株式交換  

ｂ 株式移転  

ｃ 合併  

ｃの２ 会社の分割  

ｄ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け  

ｅ 解散（合併による解散を除く。）  

ｆ 新製品又は新技術の企業化  

ｇ 業務上の提携又は業務上の提携の解消  

ｈ 孫会社（施行令第 29条第２号に規定する孫会社をいい，上場外

国会社（本所が必要と認める者に限る。）にあっては，その子会社

の子会社をいう。以下同じ。）の異動を伴う株式又は持分の譲渡又

は取得その他の孫会社の異動を伴う事項  

ｉ 固定資産の譲渡又は取得  

ｊ リースによる固定資産の賃貸借  

ｋ 事業の全部又は一部の休止又は廃止  
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ｌ 破産手続開始，再生手続開始又は更生手続開始の申立て  

ｍ 新たな事業の開始  

ｎ  法第 27条の２第１項に規定する株券等の同項に規定する公開

買付け（同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。）又は同第 24

条の６第１項に規定する上場株券等の同第 27条の22の２第１項に

規定する公開買付け  

ｏ 商号又は名称の変更  

ｐ 預金保険法第74条第５項の規定による申出  

ｑ  特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基

づく特定調停手続による調停の申立て  

ｒ 社会資本整備市場の上場会社の特定事業に係る契約の変更  

ｓ ａから前ｒまでに掲げる事項のほか，当該上場会社の子会社の

運営，業務又は財産に関する重要な事項であって投資者の投資判

断に著しい影響を及ぼすもの  

(2) 上場会社の子会社に次に掲げる事実が発生した場合  

ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害  

ｂ  財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えに

ついて判決があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと。  

ｃ  事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の

申立てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと

若しくは当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によら

ずに完結したこと。  

ｄ 免許の取消し，事業の停止その他これらに準ずる行政庁による

法令に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発  

ｅ  債権者その他の当該上場会社の子会社以外の者による破産手

続開始の申立て等  

ｆ 不渡り等  
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ｇ 孫会社に係る破産手続開始の申立て等  

ｈ 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等，破

産手続開始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことに

より，当該債務者に対する売掛金，貸付金その他の債権又は当該

保証債務を履行した場合における当該主たる債務者に対する求償

権について債務の不履行のおそれが生じたこと。  

ｉ  主要取引先との取引の停止又は同一事由による若しくは同一

時期における複数の取引先との取引の停止  

ｊ 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長（債務の免除

に準ずると本所が認めるものに限る。）又は第三者による債務の引

受け若しくは弁済  

ｋ 資源の発見  

ｌ  社会資本整備市場の上場会社の連結子会社の特定事業に関す

る株主間基本協定の変更  

ｍ ａから前ｌまでに掲げる事実のほか，当該子会社の運営，業務

又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい

影響を及ぼすもの  

(2)の２ 上場会社が連動子会社（取引規制府令第 49条第11号に規定す

る連動子会社をいう。以下同じ。）を有している場合には，前２号の

ほか，当該連動子会社が次のいずれかに該当する場合  

ａ  連動子会社の業務執行を決定する機関が当該連動子会社につ

いて法第 166条第２項第５号イからチまでに掲げる事項を行うこ

とについての決定をした場合（当該決定に係る事項を行わないこ

とを決定した場合を含む。）  

ｂ  連動子会社に法第 166条第２項第６号イ又はロに掲げる事実が

発生した場合  

３ 上場外国会社は，前２項のほか，次の各号に掲げる事実が発生した

場合は，本所が定めるところにより，直ちにその内容を開示しなけれ
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ばならない。  

(1) 株主（上場外国株預託証券等の所有者を含む。）又は会社の業績に

重大な影響を与える会社制度に関する本国の法令等の変更  

(2) 本邦以外の地域において発生した株式又は株式に係る権利を表示

する外国株預託証券等の流通に重大な影響を与える事実  

４ 上場会社以外の上場有価証券の発行者は，当該上場有価証券の特性

を勘案し，前各項及び第８項の規定に準じて開示を行うものとする。  

５ 上場会社は，次の各号に掲げる場合において，当該各号に定める書

面を本所に提出したときは，直ちに当該書面を開示しなければならな

い。  

(1) 上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準

第２条第４号本文，株券上場廃止基準第２条第１項第４号本文又は

社会資本整備市場上場廃止基準第２条第１項第４号本文に該当した

場合   

各号に規定する書面  

(2) 株券上場廃止基準第２条第１項第１号ｂに該当した場合  

同ｂに規定する書面  

６ 上場株券（外国株券を除く。）の発行者は，上場株券の最近の投資単

位が50万円以上である場合には，事業年度経過後３か月以内に，当該

発行者の投資単位の引下げに関する考え方及び方針等を開示しなけれ

ばならない。  

６の２ 上場株券（外国株券を除く。）の発行者は，事業年度経過後３か

月以内に，当該事業年度の末日における公益財団法人財務会計基準機

構への加入状況（当該機構に加入していない場合は，翌事業年度以降

における加入に関する考え方を含む。）を開示しなければならない。た

だし，本所が定める場合は，この限りでない。  

７ 上場会社は，本所が定める有価証券（以下「ＣＢ等」という。）であ

って本所が定める発行条件が付されたもの（以下「ＭＳＣＢ等」とい



- 14 - 

う。）を発行している場合は，次の各号に掲げる事項を，当該各号に定

めるところにより開示しなければならない。  

(1) 月間のＭＳＣＢ等の転換又は行使の状況  

翌月初め  

(2) 月初からのＭＳＣＢ等の転換累計若しくは行使累計又は同月中に

おける開示後の転換累計若しくは行使累計が当該ＭＳＣＢ等の発行

総額の10％以上となった場合に，当該転換又は行使の状況  

該当後直ちに  

(3) 上場会社が発行する有価証券に係る法第２条第20項に規定するデ

リバティブ取引その他の取引が当該上場会社が発行するＣＢ等と密

接不可分の関係であって，かつ，当該ＣＢ等及び当該デリバティブ

取引その他の取引が一体としてＭＳＣＢ等と同等の効果を有する場

合には，当該ＣＢ等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体

としてＭＳＣＢ等とみなして前２号の規定を適用する。  

８ 支配株主等を有する上場会社は，事業年度経過後３か月以内に，本

所が定める支配株主等に関する事項を開示しなければならない。  

 

（適時適切な会社情報の開示の実践）  

第２条の２ この章の規定は会社情報の適時開示について上場有価証券

の発行者が遵守すべき最低限の要件，方法等を定めたものであり，上

場有価証券の発行者は，同章の規定を理由としてより適時，適切な会

社情報の開示を怠ってはならない。  

 

（会社情報の開示に関する審査等）  

第２条の３ 上場有価証券の発行者は，この規則に基づき会社情報の開

示を行う場合は，次の各号に定める事項を遵守するものとする。  

(1) 開示する情報の内容が虚偽でないこと。  

(2) 開示する情報に投資判断上重要と認められる情報が欠けていない
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こと。  

(3) 開示する情報が投資判断上誤解を生じせしめるものでないこと。  

(4) 前３号に掲げる事項のほか，開示の適正性に欠けていないこと。  

 

（会社情報の本所への説明）  

第２条の４ 上場有価証券の発行者は，第２条及び第２条の２の規定に

基づき会社情報の開示を行う場合は，あらかじめ本所に当該開示に係

る内容を説明するものとする。  

 

（開示前における自社のウェブサイト等での会社情報の取扱い ） 

第２条の４の２  上場有価証券の発行者は，第２条及び第２条の２の規

定に基づき開示が求められる会社情報についてインターネットを利用

して公衆による閲覧ができる状態に置こうとするときは，次条の定め

るところにより当該会社情報が開示された時以後にこれを行うものと

する。ただし，アクセス制御機能（不正アクセス行為の禁止等に関す

る法律（平成11年法律第128号）第２条第３項に規定するアクセス制御

機能をいう。）を付加するなど公衆による当該会社情報の開示前の閲覧

を制限するための措置を講じる場合は，この限りでない。  

 

（会社情報の開示の方法）  

第２条の５ 第２条及び第２条の２の規定に基づく会社情報の開示は，

ＴＤｎｅｔ（適時開示情報伝達システムをいう。以下同じ。）を利用し

て行うものとする。  

２ 前項の場合において，上場有価証券の発行者は，当該開示に係る資

料をＴＤｎｅｔにより本所へ送信するものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず，上場有価証券の発行者は，本所が適当と

認める場合には，本所所定の「会社情報の公開に関する通知書」及び

当該開示に係る資料（以下「公開通知書等」という。）の本所への提出
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をもって前項に規定するＴＤｎｅｔによる開示資料の送信に代えるこ

とができる。この場合において，当該上場有価証券の発行者が国内の

他の金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者であるときは，

本所が適当と認める書類を当該金融商品取引所に提出したときは，本

所に対して公開通知書等の提出が行われたものとみなす。  

４ 上場有価証券の発行者は，本所が適当と認める場合には，公開通知

書等のファクシミリによる送信をもって前項前段の規定による公開通

知書等の提出に代えることができる。  

５ 前各項の規定にかかわらず，第２条及び第２条の２の規定に基づく

会社情報の開示は，ＴＤｎｅｔの稼働に支障が生じた場合その他本所

が必要があると認めた場合には，本所がその都度定める方法により行

うものとする。  

６ 本所は，上場有価証券の発行者が第２項から前項までの規定により

送信又は提出した資料を公衆の縦覧に供することができるものとする。 

７ 施行令第30条第１項第２号の規定に基づく重要事実等又は公開買付

け等事実の本所への通知は，第１項に規定する会社情報の開示により

行うものとする。  

 

（会社情報に係る照会事項の報告及び開示）  

第３条 上場有価証券の発行者は，当該発行者の会社情報に関し本所が

必要と認めて照会を行った場合には，直ちに照会事項について正確に

報告するものとする。  

２ 前項の規定による照会に係る事実について開示することが必要かつ

適当と本所が認める場合には，上場有価証券の発行者は，直ちにその

内容を開示するものとする。  

３ 前２条の規定は，前項の規定に基づく開示について準用する。  

４ 第１項の規定は，次の各号に掲げる場合について準用する。  

(1) 本所が上場株券等の売買管理上必要と認めて照会を行った場合
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（本所が，本所の市場における有価証券の売買等の公正の確保を図

るための調査のため必要があると認めて，会社情報の発生から公表

に至る経緯等について照会を行った場合を含む。）  

(2) 国内の他の金融商品取引所から，その市場における有価証券の売

買等の公正の確保を図るための調査のため，上場有価証券の発行者

に係る会社情報の発生から公表に至る経緯等に関する情報提供の要

請があった場合において，本所が当該要請に応じることが相当と認

めて，当該経緯等について照会を行った場合  

 

（調査委員会の設置）  

第３条の２ 本所は，前条の照会事項について，第三者による当該照会

事項に係る経緯及び原因究明並びに改善措置の必要性が高いと認めた

場合，上場有価証券の発行者に対して，外部有識者で構成される調査

委員会の設置を求めることができる。この場合において，調査委員会

の委員構成について，本所が適当でないと認めるときは，当該委員構

成の変更を求めることができるものとする。  

２ 上場有価証券の発行者は，本所が当該調査委員会に対して事情説明

を求める場合には，これに協力するものとする。  

３ 上場有価証券の発行者は，当該調査委員会より経緯及び原因並びに

改善措置を記載した報告書の提出を受けた場合，速やかに当該報告書

を本所に提出するものとする。  

４ 当該報告書に記載された事実について開示することが必要かつ適当

と本所が認めるものについては，上場有価証券の発行者は，直ちにそ

の内容を開示するものとする。  

 

（本所への協力義務）  

第３条の３ 上場有価証券の発行者は，次の各号に掲げる場合において，

本所が財務諸表等又は四半期財務諸表等の監査証明等を行う公認会計
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士等（当該公認会計士等であった者を含む。次項において同じ。）に対

して事情説明等を求めるときには，これに協力するものとする。  

(1) 当該上場有価証券の上場廃止に係る該当性の判断に本所が必要と

認める場合  

(2) 当該公認会計士等が契約期間中に退任する場合等で，本所が必要

と認める場合  

２ 上場有価証券の発行者は，前項の規定により本所が当該公認会計士

等に対して事情説明等を求めるため，本所が請求した場合には，当該

公認会計士等が事情説明等に応じることについて同意する旨の書面を

速やかに提出しなければならない。  

 

（開示内容の変更又は訂正）  

第４条 上場有価証券の発行者は，第２条，第２条の２又は第３条第２

項の規定に基づき開示した内容について変更又は訂正すべき事情が生

じた場合は，直ちに当該変更又は訂正の内容を開示しなければならな

い。  

２ 前項の規定にかかわらず，第２条第１項第３号の規定に基づき開示

した決算の内容について有価証券報告書又は四半期報告書の提出前に

変更又は訂正すべき事情が生じた場合（投資者の投資判断に及ぼす影

響が重要なものと本所が認める場合を除く。）の開示については，当該

決算に係る有価証券報告書又は四半期報告書の提出後に遅滞なく行え

ば足りるものとする。  

３ 第２条の４から第２条の５までの規定は，前２項の規定に基づく開

示について準用する。  

 

第４条の２ 削 除  

 

（情報取扱責任者の届出）  
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第４条の３ 上場会社は，第３条第１項の規定に基づき本所が行う照会

に対する報告その他会社情報の開示に係る連絡を掌る者（以下「情報

取扱責任者」という。）１名以上を選定し，その者の氏名，役職名及び

連絡先を本所に届け出るものとする。  

２ 上場会社は，前項の届出内容に変更がある場合は，その旨を本所に

届け出るものとする。  

 

第４条の４ 削 除  

 

（コーポレート・ガバナンスに関する報告書）  

第４条の５ 上場会社（上場外国会社を除く。）は，有価証券上場規程第

７条の６又はＪＱ有価証券上場規程第 14条に規定する報告書の内容に

変更が生じた場合には，遅滞なく当該変更内容について記載した書面

を提出するものとする。この場合において，当該上場会社は，当該書

面（その内容を記載した資料を含む。）を本所が公衆の縦覧に供するこ

とに同意するものとする。  

２ 前項前段の場合において，当該変更の内容が本所が定める事項に関

するものであるときには，変更が生じた後最初に到来する定時株主総

会の日以後遅滞なく当該変更内容について記載した書面の提出を行う

ことができるものとする。  

 

 

第３章 書類の提出等  

 

（決定事項等に係る通知及び書類の提出）  

第５条 上場会社は，次の各号に掲げる事項について決議又は決定を行

った場合（投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして本所が

定める基準に該当する場合を除く。）には，直ちに本所に通知するとと
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もに，本所が別に定めるところに従い，書類の提出を行うものとする。

ただし，上場会社が第２条の規定に基づき行う会社情報の開示により，

当該提出書類に記載すべき内容が十分に開示されており，本所が適当

と認めるときは，この限りでない。  

(1) 第２条第１項第１号ａからａｊまでに掲げる事項  

(2) 株式の種類の変更  

(3) 上場会社又はその関係会社から，株主に対して行う当該関係会社

の発行する株式の割当て又はその優先的申込資格の付与  

(4) 募集株式（会社法第 199条第１項に規定する募集株式及び優先出資

法に規定する募集優先出資をいう。以下同じ。）の引受人（法第２条

第６項で規定する引受人をいう。）から，株主に対して行う当該募集

株式の優先的申込資格の付与  

(5) 上場債券又は上場転換社債型新株予約権付社債券に関する信託契

約，発行契約若しくは社債管理委託契約その他本所が必要と認める

委託契約の変更  

(6) 上場有価証券の償還又は消却  

(7) 株式に係る基準日の設定  

(8) 株券，優先出資証券，新株予約権証券又は新株予約権付社債券に

係る権利を表示する預託証券の募集又は売出し及びその発行登録

（その取下げを含む。）  

(9) 施行令第20条第３項第５号に規定する安定操作取引の委託等をす

ることがある者の選定  

(10) 公募（一般募集による新株予約権若しくは新株予約権付社債券等

又はこれらの有価証券に係る権利を表示する預託証券の発行を含

む。）又は売出しに係る元引受契約を締結する金融商品取引業者及び

募集又は売出しに係る発行価格又は売出価格（他の種類の株式への

転換（株式については会社がその発行する株式を取得するのと引換

えに他の種類の株式を交付すること，新株予約権については会社が
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その発行する新株予約権を取得するのと引換えに株式を交付するこ

とをいう。以下同じ。）が行われる株式（これらの有価証券に係る権

利を表示する預託証券を含む。）にあっては発行価格及び転換の条件

又は売出価格，新株予約権又は新株予約権付社債（新株予約権又は

新株予約権付社債に係る権利を表示する預託証券を含む。）にあって

は発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格）  

(11) 上場会社が第三者割当（企業内容等の開示に関する内閣府令（昭

和48年大蔵省令第５号）第 19条第２項第１号ヲに規定する第三者割

当をいう。）による募集株式等（募集株式並びに会社法第 238条第１

項に規定する募集新株予約権（処分する自己新株予約権を含む。）及

びこれに相当する外国の法令の規定により割り当てる新株予約権を

いう。）の割当てを行う場合（割当てを受ける者の全てが本所が定め

る者である場合を除く。）  

(12) 前各号に掲げる事項以外の上場有価証券に関する権利等に係る

重要な事項  

２ 上場会社は，第２条第１項（第１号を除く。）から第３項までのいず

れかに該当した場合は，直ちに本所に通知するとともに，本所が別に

定めるところに従い，書類の提出を行うものとする。  

３ 上場会社以外の上場有価証券の発行者は，当該上場有価証券の特性

を勘案し，前２項の規定に準じて本所に対する通知及び書類の提出そ

の他本所が必要と認める書類の提出を行うものとする。  

４ 上場有価証券の発行者は，前３項の規定に基づき通知した内容につ

いて変更又は訂正すべき事情が生じた場合は，直ちに当該変更又は訂

正の内容を通知するものとする。  

５ 第１項第２号から第 12号まで及び前項の規定に基づき通知した内容

について開示することが必要かつ適当と本所が認める場合には，上場

有価証券の発行者は，直ちにその内容を開示するものとする。  

６ 第２条の４及び第２条の５の規定は，前項の規定に基づく開示につ
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いて準用する。  

 

（上場外国株預託証券等に係る預託機関等に関する決定の届出）  

第５条の２ 上場外国株預託証券等の発行者は，上場外国株預託証券等

に係る預託機関等が，当該上場外国株預託証券等に表示される権利に

係る外国株券につき配当又は新株予約権その他の権利が付与された場

合において，当該外国株預託証券等に関する当該権利等の処理につい

て決定を行ったときには，直ちに本所に届け出るものとする。  

 

（権利確定のための期間又は期日の届出及び公告）  

第６条 上場外国会社は，議決権を行使する者，配当若しくは株式の割

当てを受ける者その他株主（上場外国株預託証券等の所有者を含む。）

として権利を行使すべき者を確定するために一定の期間又は期日を定

める場合（上場外国株預託証券等の発行者である場合には，上場外国

株預託証券等に係る預託機関等が当該上場外国株預託証券等に関して

権利を行使すべき者を確定するために一定の期間又は期日を定める場

合）には，当該期間又は期日をその２週間前（当該上場外国会社の本

国及び当該上場外国会社の発行する株券又は外国株預託証券等が上場

又は継続的に取引されている外国の金融商品取引所等の所在する国

（以下「本国等」という。）において要する届出及び公告の期限が当該

期間又は期日の前２週間に満たない場合は，当該期限前）に本所に届

け出るものとし，かつ，本邦内において公告するものとする。ただし，

本所が別に定める場合の公告については，当該公告を省略することが

できる。  

２ 前項の公告は，日本語により行うものとする。  

３ 第16条の規定は，上場外国会社が第１項の規定に基づき公告を行っ

た場合について準用する。  
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（上場申請の手続）  

第７条 上場会社は，新たに株式を発行する場合又は上場株式数（自己

株式消却決議を行った場合には，当該自己株式消却決議に係る自己株

式の数を控除する。以下同じ。）若しくは上場外国株預託証券等の数を

変更する場合には，原則として，その発行又は変更に先立ちその都度

上場申請の手続をとるものとする。  

 

（自己株式取得等の状況に関する報告等）  

第７条の２ 上場会社は，自己株式の取得により，上場株式数が上場株

券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第２条第１

号，株券上場廃止基準第２条第１項第１号，優先株に関する有価証券

上場規程の特例第５条第２項第１号又は制度信用銘柄及び貸借銘柄の

選定に関する規則第６条第１項第１号に定める株式数に満たなくなる

場合には，当該自己株式（優先出資証券を含む。この条において同じ。）

の取得の後直ちにその旨を書面により本所に通知するものとする。  

２ 前項の規定は，上場会社が，自己株式の取得により，同項に定める

株式数に満たなくなった場合に準用する。  

 

（新株予約権の行使の通知等）  

第８条 上場会社は，他の種類の株式への転換が行われる株式若しくは

株式への転換が行われる新株予約権について上場株式への転換が行わ

れる場合又は新株予約権について行使が行われる場合には，その旨を

本所に通知するものとする。  

２ 上場会社は，期中償還請求権が付されている上場転換社債型新株予

約権付社債券について期中償還請求権の行使が行われる場合には，そ

の旨を本所に通知するものとする。  

 

（株式買取権証書の買取権の行使等による株式交付状況及び自己株式取
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得状況の報告）  

第９条 上場外国会社は，事業年度ごとの株式買取権証書の買取権の行

使等による株式の交付状況及び自己株式の取得状況について本所に報

告するものとする。  

 

（外国株預託証券等の発行に関する状況等の報告）  

第10条 外国株預託証券等の発行者は，事業年度ごとの上場外国株預託

証券等の発行に関する状況等について本所に報告するものとする。  

 

第11条及び第12条 削 除  

 

（株主への発送書類の提出）  

第13条 上場内国会社は，株主に対して株主総会招集通知書及びその添

付書類を発送する場合には，発送する書類をその発送日までに本所に

提出するものとする。この場合において，上場内国会社は，当該書類

の内容を記録した電磁的記録の提出により行うものとし，当該書類を

本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。  

２ 上場外国会社は，株主に対して発送する書類（株式事務取扱機関等

に据え置く書類を含む。）を，その発送日（株式事務取扱機関等に据え

置く日を含む。）までに本所に提出するものとする。この場合において，

上場外国会社は，当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により

行うものとし，当該書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意する

ものとする。  

３ 前項に規定する書類のほか，上場外国株預託証券等の発行者は，上

場外国株預託証券等に係る預託機関等が当該外国株預託証券等の所有

者に対して書類を発送する場合には，当該書類をその発送日までに本

所に提出するものとする。この場合において，上場外国株預託証券等

の発行者は，当該書類の内容を記録した電磁的記録の提出により行う
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ものとし，当該書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。  

 

（本国等の主務官庁等へ提出した書類の提出等）  

第14条 上場外国会社は，本国等の主務官庁等へ提出した書類のうち，

本所が指定する書類を遅滞なく本所に提出するものとし，当該書類を

本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。  

 

（その他書類の提出）  

第15条 上場有価証券の発行者は，本所が正当な理由に基づき請求する

書類を遅滞なく提出するものとする。  

 

（公告に係る情報の広範な周知）  

第16条 上場会社（上場外国会社を除く。）は，法令に定めるところによ

り公告を行う場合には，投資者に対する当該公告に係る情報の広範な

周知を図るものとする。  

 

（株式事務代行機関への委託）  

第17条 上場会社（上場外国会社を除く。）は，株式事務を本所の承認す

る株式事務代行機関に委託するものとする。ただし，株券上場審査基

準第４条第１項第９号ただし書又はＪＱ有価証券上場規程第８条第１

項第６号ただし書に該当する上場会社についてはこの限りでない。  

 

（適切な株式事務及び配当金支払事務の確保）  

第18条 上場外国会社は，外国株券等実質株主（指定振替機関が定める

外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に規定する外国株券等実

質株主をいう。以下同じ。）に対する株式事務及び配当金の支払事務が

適切に行われることを確保するものとする。  
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２ 前項の株式事務のうち外国株券等実質株主に対する諸通知は日本語

により行われるものとする。  

 

第19条 削 除  

 

（会社の代理人等の選定）  

第20条 上場外国会社は，本邦内に住所又は居所を有する者であって，

本所との関係において一切の行為につき当該上場外国会社を代理又は

代表する権限を有する者を選定するものとする。   

 

（株式分割の効力発生日等）  

第20条の２ 上場会社（上場外国会社を除く。次項において同じ。）は，

上場株券（上場優先出資証券を含む。）について株式分割（優先出資の

分割を含む。以下同じ。）又は株式無償割当て（上場株券に係る株式と

同一の種類の株式を割り当てるものに限る。）を行う場合には，当該株

式分割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基

準日等の翌日を当該株式分割又は株式無償割当ての効力発生日として

定めるものとする。  

２ 上場会社は，前項に規定する場合において，発行可能株式総数の増

加に係る株主総会の決議を要する等一定の要件を満たす必要があると

きには，当該株式分割又は株式無償割当てを行うことが確定する日か

ら起算して４日目（休業日を除外する。）の日以後の日を，当該株式分

割又は株式無償割当てに係る権利を受ける者を確定するための基準日

等とするものとする。  

 

（単元株式数）  

第20条の３ 上場会社（上場外国会社を除く。）は，上場内国株券の単元

株式数を100株とするものとする。ただし，上場内国株券の単元株式数
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が1,000株である場合，株券上場審査基準第４条第 10号ただし書又はＪ

Ｑ有価証券上場規程第８条第１項第７号ただし書の適用を受けて新規

上場した場合は，この限りでない。  

２ 上場会社（上場外国会社を除く。）は，単元株式数の変更又は単元株

式数の定めの新設について取締役会決議（委員会設置会社については，

執行役の決定を含む。）を行う場合には，単元株式数を 100株とするも

のとする。  

 

（新規上場申請書類等の公衆縦覧）  

第21条 上場会社は，有価証券上場規程第３条又はＪＱ有価証券上場規

程第４条の規定により提出した書類のうち本所が必要と認める書類を

本所が公衆の縦覧に供することに同意するものとする。  

 

第22条 削 除  

 

 

付 則  

この基準は，昭和46年７月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 47年７月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 50年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 51年６月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 51年９月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年４月１日から施行する。  
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付 則  

この基準は，昭和 52年９月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年10月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 56年10月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 57年２月12日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 57年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 57年10月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 58年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 61年２月10日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 63年６月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 63年10月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成元年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成２年 12月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成３年３月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成３年６月 14日から施行する。  
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付 則  

この規則は，平成４年２月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成４年３月 17日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成４年７月 20日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成５年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成６年 10月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成７年１月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成８年１月１日から施行し，改正後の第２条の２

の規定の適用を受ける者は，当分の間，改正規定の施行の日以後に

株券の上場を申請し，新たに上場会社となる者に限るものとする。   

付 則  

この規則は，平成８年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成８年７月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成８年 10月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成９年６月１日から施行する。ただし，改正後の

第８条第１項の規定は，同年 10月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成９年 10月１日から施行する。  

２ 第４条の改正規定は，施行日以後に合併契約を締結する本所の上
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場有価証券の発行者から適用する。  

付 則  

１ この規則は，平成 10年１月１日から施行する。  

２  平成８年１月１日改正付則の規定にかかわらず改正後の第２条

の２の規定は，持株会社の子会社である上場会社に適用する。  

付 則  

この規則は，平成 10年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 11年９月１日から施行し，改正後の第２章及び

第23条の規定は，同日以後に生じた会社情報について適用する。  

２ 前項の規定にかかわらず，改正後の第２条の３の規定は，本所が

定める日から施行する。  

３  平成 12年４月１日前に開始する中間連結会計期間に関する改正

後の第２条第１項第３号の規定の適用については，同号中「連結会

計年度若しくは中間連結会計期間」とあるのは「連結会計年度」と

する。  

付 則  

この規則は，平成 11年11月10日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 12年２月10日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 12年３月15日から施行する。ただし，改正後の

第２条の規定は，民事再生法（平成 11年法律第 225号）の施行の日

から施行する。  

（注）「民事再生法（平成 11年法律第225号）の施行の日」は平成 12年

４月１日  

２  前項ただし書に定める施行の日前に決定された又は行われた和

議開始の申立てに関する開示については，なお従前の例による。  
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３  この規則の施行前に有価証券上場規程第９条第２項第２号及び

第３号ｃからｅまでの規定により提出した書類については，なお従

前の例による。  

付 則  

この規則は，平成 12年７月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 13年１月６日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 13年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 13年４月２日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第２号ｕの規定は，平成 13年３月末日以降

に終了する事業年度又は中間会計期間に係る有価証券報告書又は

半期報告書から適用する。  

付 則  

この規則は，平成 13年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 13年５月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 13年７月16日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 13年10月1日から施行する。  

２  改正後の第２条第１項第１号ｄ及び第７条の２の規定にかかわ

らず，商法等の一部を改正する等の法律（平成 13年法律第79号。以

下この付則において「商法等改正法」という。）附則の規定に基づ

き取得する自己株式又は同規定に基づく自己株式の取得について

は，なお従前の例により取り扱うものとする。  

３  改正後の第２条第７項の規定に基づく開示に係る第４条の２及
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び第23条の規定は，平成 14年３月１日以降に終了する事業年度の会

社から適用する。  

４ 改正後の第７条の規定にかかわらず，商法等改正法附則第２条又

は第 24条の規定においてなお従前の例によるとされた自己株式に

ついては，なお従前の例により取り扱うものとする。  

付 則  

この規則は，平成 13年11月26日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 14年４月１日から施行する。  

２ 商法等の一部を改正する法律（平成 13年法律第128号。以下この付

則において「商法等改正法」という。）附則第６条第１項の規定に

よりなお従前の例によるとされた新株の引受権については，なお従

前の例により取り扱うものとする。  

３ 商法等改正法附則第７条第１項の規定によりなお従前の例による

とされた転換社債又は新株引受権付社債は，新株予約権付社債とみ

なして，改正後の規定を適用する。  

４ 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正

前の商法第 341条の 13第１項の規定に基づき発行する新株引受権証

券は，新株予約権証券とみなして，改正後の規定を適用する。  

付 則  

この規則は，平成 14年５月13日から施行する。  

付 則  

この規則は，本所が定める日から施行する。  

（（注）本所が定める日は，平成 14年６月17日） 

付 則  

この規則は，平成 15年１月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 15年１月14日から施行する。  
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付 則  

１ この規則は，平成 15年２月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第４項の規定は，平成 15年４月１日以後に開始す

る事業年度の会社から適用する。  

３ 改正後の第２条第８項の規定は，平成 15年３月１日以後に終了す

る事業年度の会社から適用する。  

４ 改正後の第２条第４項の規定に基づく開示に係る第４条の２及び

第23条の規定は，平成 16年４月１日以後に開始する事業年度の会社

から ,改正後の第２条第８項の規定に基づく開示に係る第４条の２

及び第23条の規定は，平成16年３月１日以後に終了する事業年度の

会社から，それぞれ適用する。  

付 則  

この規則は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 15年４月１日から施行する。なお，この改正規

定は，施行期日を同じくする「商法改正等に伴う業務規程等の改正」

の施行に次いで改正するものとする。  

２ 平成15年３月１日以後終了する事業年度及び連結会計年度に係る

監査報告書並びに平成 15年３月１日後開始する中間会計期間及び

中間連結会計期間に係る中間監査報告書について適用する。  

付 則  

この規則は，平成 15年５月８日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 16年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第４項の規定は，この規則施行の日（以下「施行

日」という。）以後に開始する連結会計年度（連結財務諸表を作成
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すべき会社でない上場会社にあっては，事業年度。以下同じ。）に

おける開示から適用する。ただし，システム対応又は子会社におけ

る対応等の必要がある上場会社の実務上の準備期間の必要性を踏

まえ，平成19年３月31日以前に開始する連結会計年度における開示

については，なお従前の例によることができるものとする。  

３ 前項ただし書の規定は，次の各号のいずれかに該当する上場会社

については，適用しない。  

(1) 施行日以後に上場申請が行われて新たに上場会社となった者

（株券上場審査基準第４条第３項の規定の適用を受けた者（同項

各号に規定する上場会社のいずれかが前項ただし書の規定の適用

を受けていた場合に限る。）を除く。）  

(2) 施行日以後に指定の申請が行われて市場第二部銘柄から市場第

一部銘柄に指定された銘柄の上場会社  

４ 施行日前に開始する連結会計年度における開示は，なお従前の例

による。  

付 則  

この規則は，平成 16年10月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 17年２月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第２号ｇ及びｊの規定は，平成 17年３月１

日以後の開示から適用する。  

３ 改正後の第２条第１項第２号ｕの規定は，この規則施行の日（以

下「施行日」という。）以後開始する事業年度又は中間会計期間に

係る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。  

４ 改正後の第２条第９項の規定は，平成 17年３月１日以後終了する

事業年度から適用する。  

５ 改正後の第４条の４の規定にかかわらず，施行日において現に上

場会社である会社については，同条に規定する宣誓書及び添付書類
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を，平成17年３月31日（上場外国会社にあっては平成 17年４月30日）

までに本所に提出するものとする。この場合において，当該宣誓書

及び添付書類を本所が公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。  

６ 改正後の第10条の規定は，施行日以後終了する事業年度又は中間

会計期間に係る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。  

７ 昭和46年７月１日改正付則第２項を削る改正規定は，施行日以後

最初に到来する決算期に関する定時株主総会の招集日から起算し

て１か月目の日を迎えた上場会社から適用する。  

付 則  

１ この規則は，平成 17年10月１日から施行する。  

２ 改正後の第20条の２第１項の規定は，平成 18年１月４日以後の日

を基準日とする株式分割について適用する。  

付 則  

この規則は，本所が定める日から施行する。  

（注）本所が定める日は，平成17年12月５日  

付 則  

この規則は，平成 18年３月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 18年４月１日から施行する。  

２ 前項の規定にかかわらず，本所が指定する銘柄に関するこの規則

の適用については，本所が銘柄ごとに定める日までは，なお従前の

例による。  

付 則  

この規則は，平成 18年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  
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この規則は，平成 18年10月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 18年12月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第４号の規定は，上場会社の営業利益又は

当該会社の属する企業集団の営業利益又は当該会社の属する企業

集団の営業利益について，平成 19年３月１日以後最初に終了する事

業年度又は連結会計年度（同日以後に中間会計期間又は中間連結会

計期間の末日が先に到来する場合にあっては，当該中間会計期間又

は中間連結会計期間）に係る決算の内容を開示した日以降に公表が

された予想値（当該予想値がない場合は，直近に公表がされた実績

値）に比較して，当該上場会社が新たに算出した予想値又は当該事

業年度の翌事業年度若しくは当該連結会計年度の翌連結会計年度

（平成 19年３月１日以後に中間会計期間又は中間連結会計期間の

末日が先に到来する場合にあっては，同日以後終了する事業年度又

は連結会計年度）の決算において差異が生じた場合から適用する。 

３ 改正後の第２条第２項第３号の規定は，上場会社の子会社の営業

利益又は当該子会社の属する企業集団の営業利益について，平成 19

年３月１日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度（同日以

後に中間会計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場

合にあっては，当該中間会計期間又は中間連結会計期間）に係る決

算の内容を開示した日以降に公表がされた予想値（当該予想値がな

い場合は，直近に公表がされた実績値）に比較して，当該子会社が

新たに算出した予想値又は当該事業年度の翌事業年度若しくは当

該連結会計年度の翌連結会計年度（平成 19年３月１日以後に中間会

計期間又は中間連結会計期間の末日が先に到来する場合にあって

は，同日以後終了する事業年度若しくは連結会計年度）の決算にお

いて差異が生じた場合から適用する。  

４ 改正後の第２条第７項及び第８項の規定は，平成 19年３月１日以
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後終了する事業年度の会社から適用する。  

５ 改正後の第23条の２の規定は，この規則施行の日以後に第 23条第

１項又は第２項の規定に基づき，本所より改善報告書の提出を求め

られた上場有価証券の発行者から適用する。  

付 則  

この規則は，平成 19年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 19年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 20年４月１日から施行する。  

２  改正後の第２条第１号ａｆ及びａｇ ,同条第２号ｑ，ｔ，ｕ及び

ｖ並びに同条第３号の規定は，この改正規定施行の日（以下「施行

日」という。）以後に開始する事業年度から適用し，施行日よりも

前に開始する事業年度に係るものについては，なお従前の例による。 

３ 改正後の第２条第２号ｖの２の規定は，施行日以後に開始する事

業年度から適用する。  

４  施行日から起算して１年以内に開始する事業年度における四半

期報告書に関する改正後の第２条第２号ｕの規定の適用について

は，同ｕ中「法第24条の４の７第１項に定める期間内」及び「当該

期間内」とあるのは「法第 24条の４の７第１項に定める期間の最終

日の翌日から起算して 15日を経過する日まで」とする。  

５ 施行日より前に開始する事業年度に係る有価証券報告書等につい

ては，改正前の第10条の規定は，なおその効力を有する。  

付 則  
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この規則は，平成 20年５月12日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 21年11月16日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第２条（第三者割当に係る部分に限る。）の規定は，この

改正規定施行の日（以下「施行日」という。）以後に第三者割当に

係る募集事項を決定する上場会社から適用する。  

３ 改正後の第２条第１項第１号ａｈの規定は，平成 22年３月１日以

後に終了する事業年度に係る内部統制報告書から適用する。  

４ 改正後の第２条第６項の２の規定は，平成 22年３月１日以後に終

了する事業年度の経過後に行うべき開示から適用する。  

５ 改正後の第２条第７項の規定は，施行日以後に発行に係る決議又

は決定が行われるＣＢ等から適用する。  

６ 施行日において現に上場会社である会社は，支配株主の有無及び

支配株主を有する場合には当該支配株主の氏名（法人の場合にあっ

ては，商号又は名称）その他本所が必要と認める事項を記載した書

面を，平成22年３月31日までに本所に提出するものとする。  

７ 改正後の第２条第８項の規定は，平成 22年３月１日以後終了する

事業年度の経過後に行う開示から適用することができる。この場合

において同日以前に終了する事業年度の経過後に行う開示につい

ては，改正前同項の規定に基づいて開示することとし，その旨を明

示するものとする。  

８ 施行日において現に上場されている株券（外国株券を除き，社会

資本整備市場への上場を申請する新規上場申請者にあっては，債券

を含む。）の発行者は，第４条の５の規定に基づき，改正後の有価
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証券上場規程の取扱要領 11の４ (1)から (4)まで及び (6)に掲げる事

項を記載した有価証券上場規程第７条の６に規定する報告書又は

ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有価証券

上場規程の特例の取扱い（以下「ヘラクレス特例の取扱い」という。）

13の４ (1)から (4)まで及び (6)に掲げる事項を記載したニッポン・

ニュー・マーケット―「ヘラクレス」に関する有価証券上場規程の

特例（以下「ヘラクレス特例」という。）第９条の４に規定する報

告書を，平成22年３月31日までに本所に提出するものとする。この

場合において，当該発行者は，当該報告書を本所が公衆の縦覧に供

することに同意するものとする。  

９ 施行日において現に上場されている内国株券の発行者は，第４条

の５の規定に基づき，改正後の有価証券上場規程の取扱要領 11の４

(1)から (6)までに掲げる事項を記載した有価証券上場規程第７条

の６に規定する報告書又はヘラクレス特例の取扱い 13の４ (1)から

(6)までに掲げる事項を記載したヘラクレス特例第９条の４に規定

する報告書を，平成 22年３月１日以後に終了する最初の事業年度に

係る定時株主総会終了後遅滞なく本所に提出するものとする（当該

定時株主総会の日より前に当該報告書を提出している場合を除

く。）。この場合において，当該発行者は，当該報告書を本所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。  

10 改正後の第13条の規定は，平成 22年３月１日以後に終了する事業

年度に係る定時株主総会から適用する。  

付 則  

この規則は，平成 22年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 22年６月30日から施行する。  

２ 改正後の第４条第２項の規定は，この規則施行の日（以下「施行

日」という。）以後最初に終了する事業年度若しくは四半期累計期
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間又は連結会計年度若しくは四半期連結累計期間に係る決算の内

容が定まった場合の開示から適用する。  

３  四半期累計期間又は四半期連結累計期間に係る決算の内容が定

まった場合の開示については，改正後の第２条第１項第３号の規定

は，施行日以後最初に終了する四半期累計期間又は四半期連結累計

期間に係る決算の内容が定まった場合の開示から適用する。  

４  事業年度又は連結会計年度に係る決算の内容が定まった場合の

開示については，改正後の第２条第１項第３号の規定は，平成 23年

３月１日以後最初に終了する事業年度又は連結会計年度に係る決

算の内容が定まった場合の開示から適用する。  

５  改正前の第４条の４の規定に基づき本所所定の適時開示に係る

宣誓書を提出した者は，当該宣誓書に署名を行った代表者の異動に

ついて決議又は決定を行った場合は，本所所定の取引所規則の遵守

に関する確認書を異動後直ちに提出するものとする。  

付 則  

１ この規則は，平成 22年10月12日から施行する。  

２ 第２条第１項第１号ａｈの規定は，株式会社ジャスダック証券取

引所が開設していた市場において，平成 22年３月１日に現に上場し

ていた上場内国株券の発行者については，平成22年３月１日以後に

終了する事業年度に係る内部統制報告書から適用する。  

３ 第２条第６項の２及び第２条第８項の規定は，株式会社ジャスダ

ック証券取引所が開設していた市場において，平成 22年３月１日に

現に上場していた上場内国株券の発行者については，平成 22年３月

１日以後に終了する事業年度の経過後に行うべき開示から適用す

る。  

４  株式会社ジャスダック証券取引所が開設していた市場において，

平成 22年３月１日に現に上場していた上場内国株券の発行者につ

いては，第４条の５の規定に基づき，ＪＡＳＤＡＱにおける有価証
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券上場規程に関する取扱要領 21(1)から (6)までに掲げる事項を記

載したＪＱ有価証券上場規程第 14条に規定する報告書を，平成 22年

３月１日以後終了する最初の事業年度に係る定時株主総会終了後

遅滞なく本所に提出するものとする（当該定時株主総会の日より前

に当該報告書を提出している場合を除く。）。この場合において，当

該発行者は，当該報告書を本所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。  

５ 第13条の規定は，株式会社ジャスダック証券取引所が開設してい

た市場において，平成 22年３月１日に現に上場していた上場内国株

券の発行者については，平成 22年３月１日以後に終了する事業年度

に係る定時株主総会から適用する。  

６ この規則施行の日前において，廃止前ＪＡＳＤＡＱ等における上

場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の特例

第 10条の規定に基づき情報開示担当役員の届出を本所に行ってい

る場合には，上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則第４条の３の規定に基づき，施行日において，情報取扱責任

者の届出を行ったものとみなす。  

付 則  

この規則は，平成 23年３月31日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成23年４月22日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第１号ａｈの規定は，同年４月１日以後に

開始する事業年度から適用し，同日前に開始する事業年度について

は，なお従前の例による。  

付 則  

１ この規則は，平成 24年４月１日から施行する。  

２ 第20条の３第１項の規定は，平成 26年４月１日から適用する。  

付 則  
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この規則は，平成 24年５月28日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年６月29日から施行する。  
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企業行動規範に関する規則  

 

 

第１章 総 則  

（目的等）  

第１条 この規則は，上場会社（上場株券の発行者をいい，社会資本整

備市場に上場されている株券，優先株及び社債券の発行者を含む。以

下同じ。）が行う企業行動について適切な対応を求める事項を定める。 

２ この規則の変更は，取締役会の決議により行う。ただし，変更の内

容が軽微である場合は，この限りでない。  

３ 前項に規定する取締役会の決議において，自主規制委員会の同意を

得るものとする。  

 

 

第２章 遵守すべき事項  

（第三者割当に係る遵守事項）  

第２条 上場会社は，第三者割当（上場有価証券の発行者の会社情報の

適時開示等に関する規則（以下「適時開示等規則」という。）第５条第

１項第11号に規定する第三者割当をいう。）による募集株式等（同号に

規定する募集株式等をいう。以下同じ。）の割当を行う場合（本所が定

める議決権の比率が 25％以上となる場合に限る。）又は当該割当及び当

該割当に係る募集株式等の転換又は行使により支配株主（適時開示等

規則第２条第１項第２号ｇに規定する支配株主をいう。以下同じ。）が

異動する見込みがある場合は，次の各号に掲げる手続のいずれかを行

うものとする。ただし，当該割当の緊急性が極めて高いものとして本

所が定める場合はこの限りでない。  

(1) 経営者から一定程度独立した者による当該割当の必要性及び相当

性に関する意見の入手  

(2) 当該割当に係る株主総会決議などによる株主の意思確認  
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（株式分割等）  

第３条 上場会社は，流通市場に混乱をもたらすおそれ又は株主の利益

の侵害をもたらすおそれのある株式分割（優先出資の分割を含む。），

株式無償割当，新株予約権無償割当，株式併合又は単元株式数の変更

を行わないものとする。  

 

（ＭＳＣＢ等の発行に係る遵守事項）  

第４条 上場会社は，ＭＳＣＢ等（適時開示等規則第２条第７項に規定

するＭＳＣＢ等をいう。以下同じ。）を発行する場合は，ＭＳＣＢ等を

買い受けようとする者によるＭＳＣＢ等の転換又は行使を制限するよ

う本所が必要と認める措置を講じるものとする。  

２ 前項の規定は，本所が適当と認める場合には適用しない。  

３ 適時開示等規則第２条第７項第３号の規定は，前２項の規定を適用

する場合について準用する。  

 

（書面による議決権行使等）  

第５条 上場内国会社（上場内国株券の発行者をいう。以下同じ。）は，

株主総会を招集する場合には，会社法第 298条第１項第３号に掲げる事

項を定めなければならない。ただし，株主（同項第２号に掲げる事項

の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）の全部に

対して法の規定に基づき株主総会の通知に際して委任状の用紙を交付

することにより議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘してい

る場合は，この限りでない。  

 

（上場外国会社における議決権行使を容易にする環境整備）  

第６条 上場外国会社（上場外国株券又は上場外国株預託証券等の発行

者をいう。以下同じ。）は，株主総会の招集をする場合には，指図書（外

国株券等実質株主（指定振替機関が定める外国株券等の保管及び振替
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決済に関する規則に規定する外国株券等実質株主をいう。以下同じ。）

が議決権行使の指示を行うための書面をいう。）及び外国株券等実質株

主が議決権行使の指示を行うために十分な内容を記載した参考書類

（議決権行使の指示について参考となるべき事項を記載した書類をい

う。）を，当該株主総会の日の２週間前までに，外国株券等実質株主に

対して発送しなければならない。  

 

（独立役員の確保）  

第７条 上場内国会社は，一般株主保護のため，独立役員（一般株主と

利益相反が生じるおそれのない社外取締役（会社法第２条第15号に規

定する社外取締役であって，会社法施行規則（平成 18年法務省令第12

号）第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者をいう。）又

は社外監査役（会社法第２条第16号に規定する社外監査役であって，

会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者

をいう。）をいう。以下同じ。）を１名以上確保しなければならない。  

２ 独立役員の確保に関し，必要な事項については，本所が定める。  

３ 第１項の規定にかかわらず，ＪＡＳＤＡＱのうちグロースに上場す

る内国会社については，上場日以後，最初に終了する事業年度に係る

定時株主総会の日までに独立役員を１名以上確保するものとする。  

 

（上場内国会社の機関の設置）  

第８条 上場内国会社は，次の各号に掲げる機関を置くものとする。  

(1) 取締役会  

(2) 監査役会又は委員会（会社法第２条第12号に規定する委員会をい

う。）  

(3) 会計監査人  

２ 前項の規定にかかわらず，ＪＡＳＤＡＱのうちグロースに上場する

内国会社については，上場日から１か年を経過した日以後，最初に終

了する事業年度に係る定時株主総会の日までに前項各号に掲げる機関
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を置くものとする。  

 

（公認会計士等の選任）  

第９条 上場内国会社は，当該上場内国会社の会計監査人を，有価証券

報告書又は四半期報告書に記載される財務諸表等又は四半期財務諸表

等の監査証明等（法第193条の２第１項の監査証明又は財務諸表等の監

査証明に関する内閣府令（昭和 32年大蔵省令第12号）第１条の２に規

定する監査証明に相当すると認められる証明をいう。）を行う公認会計

士若しくは監査法人又はこれらに相当する者（以下「公認会計士等」

という。）として選任するものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず，ＪＡＳＤＡＱのうちグロースに上場する

内国会社については，上場日から１か年を経過した日以後，最初に終

了する事業年度に係る定時株主総会の日までに当該上場内国会社の会

計監査人を公認会計士等として選任するものとする。  

 

（業務の適正を確保するために必要な体制整備）  

第10条 上場内国会社は，当該上場内国会社の取締役，執行役又は理事

の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他内国会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備（会社

法第362条第４項第６号若しくは同法416条第１項第１号ホに規定する

体制の整備又はこれらに相当する体制の整備をいう。）を決定するもの

とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，ＪＡＳＤＡＱのうちグロースに上場する

内国会社については，上場日から１か年を経過した日以後，最初に終

了する事業年度に係る定時株主総会の日までに前項に定める体制の整

備を決定するものとする。  

 

（買収防衛策の導入に係る遵守事項）  

第11条 上場会社は，買収防衛策（上場会社が資金調達などの事業目的
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を主要な目的とせずに新株又は新株予約権の発行を行うこと等により

当該上場会社に対する買収（会社に影響力を行使しうる程度の数の株

式を取得する行為をいう。以下同じ。）の実現を困難にする方策のうち，

経営者にとって好ましくない者による買収が開始される前に導入され

るものをいう。以下同じ。）を導入（買収防衛策としての新株又は新株

予約権の発行決議を行う等買収防衛策の具体的内容を決定することを

いう。以下同じ。）する場合は，次の各号に掲げる事項を遵守するもの

とする。  

(1) 開示の十分性  

買収防衛策に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと。  

(2) 透明性  

買収防衛策の発動（買収防衛策の内容を実行することにより，買

収の実現を困難にすることをいう。以下同じ。）及び廃止（買収防衛

策として発行された新株又は新株予約権を消却する等導入された買

収防衛策を取り止めることをいう。）の条件が経営者の恣意的な判断

に依存するものでないこと。  

(3) 流通市場への影響  

株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の

損害を与える要因を含む買収防衛策でないこと。  

(4) 株主の権利の尊重  

株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収防衛策である

こと。  

 

（ＭＢＯの開示に係る遵守事項）  

第12条 上場会社が，公開買付者が公開買付対象者の役員である公開買

付け（公開買付者が公開買付対象者の役員の依頼に基づき公開買付け

を行う者であって公開買付対象者の役員と利益を共通にする者である

公開買付けを含む。）に関して，適時開示等規則第２条第１項第１号ｔ

に定める意見の公表又は株主に対する表示を行う場合の適時開示は，
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必要かつ十分に行うものとする。  

 

（支配株主との重要な取引等に係る遵守事項）  

第12条の２ 支配株主を有する上場会社は，次の各号に掲げる場合には，

当該各号に規定する事項の決定が当該上場会社の少数株主にとって不

利益なものでないことに関し，当該支配株主との間に利害関係を有し

ない者による意見の入手を行うものとする。  

(1) 当該上場会社の業務執行を決定する機関が適時開示等規則第２条

第１項第１号ａ（第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合

に限る。），ｄ，ｆの２からｈまで，ｊからｎまで，ｒからｕまで又

はａｊに掲げる事項（支配株主その他本所が定める者が関連するも

のに限る。）のいずれかを行うことについての決定をする場合（同条

第１項の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。）  

(2) 当該上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が，適時開示

等規則第２条第２項第１号ａからｄまで，ｆからｊまで，ｍ又はｓ

に掲げる事項（支配株主その他本所が定める者が関連するものに限

る。）のいずれかを行うことについての決定をする場合（同条第２項

の規定に基づきその内容の開示を要する場合に限る。）  

２ 上場会社は前項各号に掲げる場合には，必要かつ十分な適時開示を

行うものとする。  

 

（上場会社監査事務所等による監査）  

第12条の３ 上場内国会社は，上場会社監査事務所（日本公認会計士協

会の上場会社監査事務所登録制度に基づき上場会社監査事務所名簿に

登録されている監査事務所をいう。）（日本公認会計士協会の上場会社

監査事務所登録制度に基づき準登録事務所名簿に登録されている監査

事務所を含む。）の監査を受けるものとする。  

 

（内部者取引の禁止）  
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第13条 上場会社は，当該上場会社の役員，代理人，使用人その他の従

業者に対し，当該上場会社の計算における内部者取引（法第 166条及び

第167条に規定する取引をいう。以下同じ。）を行わせてはならない。  

 

（反社会的勢力の排除）  

第14条 上場会社は，上場会社が反社会的勢力の関与を受けているもの

として本所が定める関係を有しないものとする。  

 

（株式の非公開化の実施）  

第15条 上場会社（上場会社が親会社等（親会社（財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則（昭和 38年大蔵省令第59号）第８条第

３項に規定する親会社をいう。），その他の関係会社（同条第 17項第４

号に規定するその他の関係会社をいう。）又はその親会社をいうものと

する。）を有する場合は，当該親会社等を含む。）は，上場後短期間で

株式の非公開化を行わないよう努めるものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず，上場後短期間で株式の非公開化を実施す

る場合にあっては，当該上場会社はその必要性及び相当性について十

分に検討を行わなければならないものとする。  

 

（流通市場の機能又は株主の権利の毀損行為の禁止）  

第16条 上場会社は，第２条から前条までの規定を遵守するほか，流通

市場の機能又は株主の権利を毀損すると認められる行為を行わないも

のとする。  

 

 

第３章 望まれる事項  

（投資単位の引下げ）  

第17条 上場内国会社は，株券の投資単位（１単位当たりの価格をいう。

以下同じ。）が50万円未満となるよう，株式分割又は単元株式数の減少
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による投資単位の引下げに努めるものとする。  

 

（売買単位統一に向けた努力）  

第17条の２ 上場内国会社は，上場内国株券の単元株式数を 100株とする

よう努めるものとする。  

 

（コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組み）  

第18条 上場会社は，本所からの要請等を踏まえて，株主の権利を尊重

し，その持分に応じて平等に扱い，投資者の信頼性向上を図るよう，

コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。  

 

（議決権行使を容易にするための環境整備）  

第19条 上場内国会社は，株主総会における議決権行使を容易にするた

めの環境整備として本所が定める事項を行うよう努めるものとする。  

 

（無議決権株式の株主への交付書類）  

第19条の２ 上場無議決権株式の発行者は，議決権付株式の株主に対し

て株主向け書類（議決権行使書面及び委任状を除く。）を交付した場合，

速やかにこれを当該上場無議決権株式の株主にも交付するよう努める

ものとする。  

 

第20条 削除  

 

（内部者取引の未然防止に向けた体制整備）  

第21条 上場会社は，内部者取引の未然防止に向けて必要な情報管理体

制の整備を行うよう努めるものとする。  

 

（反社会的勢力排除に向けた体制整備）  

第22条 上場会社は，反社会的勢力による被害を防止するための社内体
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制の整備及び個々の企業行動に対する反社会的勢力の介入防止に努め

るものとする。  

 

（会計基準の変更等への的確な対応に向けた体制整備）  

第23条 上場内国会社は，会計基準の内容又はその変更等についての意

見発信及び普及・コミュニケーションを行う組織・団体への加入，会

計基準設定主体等の行う研修への参加その他会計基準等の内容を適切

に把握し，又は会計基準等の変更等について的確に対応することがで

きる体制の整備を行うよう努めるものとする。  

 

（決算内容に関する補足説明資料の公平な提供）  

第24条 上場会社は，適時開示等規則第２条第１項第３号の規定に基づ

き開示した決算の内容について補足説明資料を作成し投資者へ提供す

る場合には，公平に行うよう努めるものとする。  

 

 

付 則  

１ この規則は，平成 19年12月１日から施行する。  

２ 前項の規定にかかわらず，第９条及び第 11条の規定は，この規則

施行の日から１か年経過した日以後に最初に到来する決算期に関

する定時株主総会の招集日から起算して１か月目の日を迎えた上

場会社から適用する。  

付 則  

１ この規則は，平成 20年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第10条の規定は，この改正規定施行の日（以下「施行日」

という。）以後に開始する事業年度から適用し，施行日よりも前に

開始する事業年度に係るものについては，なお従前の例による。  

付 則  

この規則は，平成 20年５月12日から施行する。  
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付 則  

この規則は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第２条の規定は，この改正規則施行の日（以下「施行日」

という。）以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社か

ら適用する。  

３ 改正後の第４条第３項の規定は，施行日以後に発行に係る決議又

は決定が行われるＣＢ等から適用する。 

４ 改正後の第７条第１項の規定は，平成 22年３月１日以後に終了す

る事業年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用する。  

付 則  

この規則は，平成 22年６月30日から施行する。  

付 則  

１ この規則は，平成 22年10月12日から施行する。  

２ 第７条第１項の規定は，株式会社ジャスダック証券取引所が開設

していた市場において，平成 22年３月１日に現に上場していた上場

内国株券の発行者については，平成 22年３月１日以後に終了する事

業年度に係る定時株主総会の日の翌日から適用する。  

３ 第７条第１項の規定は，株式会社ジャスダック証券取引所が開設

していた市場若しくはこの規則施行の日（以下「施行日」という。）

前に本所が開設していたＪＡＳＤＡＱ又はＮＥＯにおいて，平成 22

年３月１日以後に上場した上場内国株券の発行者については，当該

上場の日以後に最初に終了する事業年度に係る定時株主総会の日

の翌日から適用する。  

４ 第７条第１項の規定は，施行日以後１年を経過した日までにＪＡ

ＳＤＡＱスタンダードに上場した上場内国株券の発行者について

は，当該上場の日以後に最初に終了する事業年度に係る定時株主総

会の日の翌日から適用する。  
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５ 第８条第１項，第９条第１項及び第 10条第１項の規定は，株式会

社ジャスダック証券取引所が開設していた市場において，平成 20年

12月１日に現に上場していた上場内国株券の発行者については，平

成 21年 12月１日以後に最初に終了する事業年度の末日の翌日から

起算して３か月目を迎えた日から適用する。  

６ 第８条第１項，第９条第１項及び第 10条第１項の規定は，株式会

社ジャスダック証券取引所が開設していた市場若しくは施行日前

に本所が開設していたＪＡＳＤＡＱ又はＮＥＯにおいて，平成 20年

12月１日以後に上場した上場内国株券の発行者については，当該上

場の日から１か年を経過した日以後に最初に終了する事業年度の

末日の翌日から起算して３か月目を迎えた日から適用する。  

７ 第８条第１項，第９条第１項及び第 10条第１項の規定は，施行日

以後１年を経過した日までにＪＡＳＤＡＱスタンダードに上場し

た上場内国株券の発行者については，当該上場の日から１か年を経

過した日以後に最初に終了する事業年度の末日の翌日から起算し

て３か月目の日から適用する。  

付 則  

この規則は，平成 23年３月31日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成24年４月１日から施行する。  

付 則  

この規則は，平成 25年１月１日から施行する。  
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上場株券の市場第一部銘柄指定基準  

 

 

（目 的）  

第１条 本所が，市場第一部銘柄の指定を行うについてはこの基準によ

るものとする。  

 

（指定の特例）  

第２条 株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」という。）又

は株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取引所」という。）に

おいて市場第一部銘柄に指定されている株券のうち，本所が適当と認

めるものについては，市場第一部銘柄に指定することができるものと

する。  

２ 株券上場審査基準第４条第３項（第２号及び第４号を除く。）の規定

の適用を受ける株券（外国株券を除き，市場第一部銘柄の上場会社が

同項第１号，第３号又は第５号に規定する行為の当事者である場合に

限る。）のうち，本所が適当と認めるものについては，市場第一部銘柄

に指定するものとする。  

３ 市場第二部銘柄の上場会社が市場第一部銘柄の上場会社を吸収合併

する場合又は市場第一部銘柄の上場会社を完全子会社とする株式交換

を行う場合においては，当該市場第二部銘柄の上場会社の株券のうち

本所が適当と認めるものについては，市場第一部銘柄に指定するもの

とする。   

４ 前各項に規定するほか，新規上場申請者（社会資本整備市場及びＪ

ＡＳＤＡＱへの新規上場申請者を除く。）の上場申請に係る株券のうち，

本所が適当と認めるものについては，市場第一部銘柄に指定すること

ができるものとする。  

 



- 2 - 

 

（指定基準）  

第３条 前条に規定する場合を除き，市場第一部銘柄の指定は，市場第

二部銘柄のうち，次の第１号から第５号まで及び第８号並びに本所が

別に定める事項に適合し，かつ，第６号又は第７号に適合するものを

対象として行うものとする。  

(1) 株式の分布状況  

 次のａからｃまでに適合すること。  

ａ 一部指定の時までに，浮動株式数（株券上場審査基準第４条第

１項第１号ａに規定する浮動株式数をいう。以下この条において

同じ。）が２万単位以上となる見込みのあること。  

ｂ 一部指定の時までに，浮動株式数が上場株式数の 35％以上とな

る見込みのあること。  

ｃ 一部指定の時までに，株主数（株券上場審査基準第４条第１項

第１号ｃに規定する株主数をいう。）が 2,200人以上となる見込み

のあること。  

(2) 浮動株時価総額  

一部指定日における浮動株時価総額が 20億円以上となる見込みの

あること。  

(3) 売買高  

本所，東京証券取引所又は名古屋証券取引所に上場されている場

合，次のとおりとする。  

ａ 本所のみに上場されている株券については，その株券の最近３

か月間及びその前３か月間のそれぞれの期間における月平均売買

高が200単位以上であること。  

ｂ  本所及び東京証券取引所又は名古屋証券取引所に上場されて

いる株券については，その株券の最近３か月間及びその前３か月

間のそれぞれの期間における月平均売買高が，いずれか１か所に

おいて200単位以上か又は２か所の合計が 250単位以上であること。 
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ｃ 本所，東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場されている

株券については，その株券の最近３か月間及びその前３か月間の

それぞれの期間における月平均売買高が，いずれか１か所におい

て200単位以上か又は３か所の合計が 300単位以上であること。  

(4) 上場時価総額  

一部指定日における上場時価総額が40億円以上となる見込みのあ

ること。  

(5) 純資産の額  

上場会社の直前事業年度の末日における純資産の額が， 10億円以

上であること。  

(6) 利益の額  

最近２年間の利益の額の総額が５億円以上であること。  

(7) 時価総額   

一部指定日における時価総額が 500億円以上となる見込みのある

こと。ただし，最近１年間における売上高が 100億円未満である場合

を除く。  

(8) 虚偽記載又は不適正意見等  

ａ 上場会社が，最近５年間に終了する各事業年度若しくは各連結

会計年度の財務諸表等又は各事業年度における四半期会計期間若

しくは各連結会計年度における四半期連結会計期間の四半期財務

諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」を

行っていないこと  

ｂ  上場会社の最近５年間に終了する各事業年度及び各連結会計

年度の財務諸表等に添付される監査報告書並びに各事業年度にお

ける四半期会計期間及び各連結会計年度における四半期連結会計

期間の四半期財務諸表等に添付される四半期レビュー報告書（特

定事業会社にあっては，中間監査報告書を含む。以下同じ。）にお

いて，公認会計士又は監査法人の「無限定適正意見」若しくは「除
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外事項を付した限定付適正意見」又は「無限定の結論」若しくは

「除外事項を付した限定付結論」（特定事業会社にあっては，「中

間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見」及び「除外

事項を付した限定付意見」を含む。）が記載されていること。ただ

し，本所が適当と認める場合は，この限りでない。  

ｃ 次の(a)及び(b)に該当するものでないこと。  

(a) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書において，

「評価結果を表明できない」旨が記載されていること。 

(b) 最近１年間に終了する事業年度に係る内部統制報告書に対する内

部統制監査報告書において，「意見の表明をしない」旨が記載され

ていること。 

 

 

付 則（抄）  

１ この基準は，昭和 50年４月１日から施行する。  

付 則  

  この基準は，昭和52年４月１日から施行する。  

付 則  

  この基準は，昭和52年９月30日から施行する。  

付 則  

  この基準は，昭和53年４月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，昭和 57年10月１日から施行する。  

２  この基準施行の日（以下「施行日」という。）前の決算期におけ

る株式の分布状況については，なお従前の例による。  

３  額面金額が 50円の株式で，１単位の株式の数が 1,000株未満であ

る場合には，第３条第２号ｂに規定する上場株式数について，昭和

60年10月１日以後最初に到来する決算期まで，株券上場審査基準第
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４条第１項第１号ａのかっこ書の規定に基づく株式数の読替えを

行わないものとする。  

４  施行日以後１年以内に到来する決算期における第３条第２号の

規定の適用については，同号中「最近２事業年度の末日」とあるの

は「最近１事業年度の末日」とする。  

５  施行日以後１年以内に到来する決算期において第３条第２号ｂ

の規定に適合しないときは，当該決算期の直前決算期につき，改正

前の第３条第２号の規定を適用する。この場合において，改正前の

第３条第２号中「最近２事業年度の末日」とあるのは「最近１事業

年度の末日」とする。  

６  昭和 58年 10月１日以後１年以内に到来する決算期における第３

条第２号ｂの規定の適用については，同号ｂ中「最近２事業年度の

末日」とあるのは「最近１事業年度の末日」とする。  

７  額面金額が 50円の株式又は額面金額が 50円の株式から転換され

た無額面株式で，１単位の株式の数が 1,000株未満である場合には，

第３条第４号に規定する１株当たり利益配当は，昭和 60年10月１日

以後最初に終了する事業年度まで，５円以上とする。  

付 則  

１ この基準は，昭和 58年４月１日から施行し，同日以後に行う市場

第一部銘柄の指定に係る審査から適用する。  

２ 昭和59年２月末日以前に到来する決算期に係る審査において，改

正後の第３条第３号の規定に適合しないときは，改正前の第３条第

３号の規定を適用する。  

付 則  

この基準は，昭和 58年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 61年11月１日から施行する。  

付 則  
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この基準は，平成５年８月 10日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成８年１月１日から施行し，同日以後に行う市場

第一部銘柄の指定に係る審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成８年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成８年 12月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成９年１月１日から施行し，平成８年 11月中に審

査対象決算期を迎えた上場株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 10年１月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年３月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年12月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 11年２月１日から施行し，平成 10年11月中に審

査対象決算期を迎えた上場株券の審査から適用する。  

付 則  

１ この基準は，平成 11年８月１日から施行する。  

２  改正後の規定（第３条第８号を除く。）は，この基準施行の日以

後改正後の第４条第１項第１号ａ又はｂに定める日を迎える上場

株券から適用する。  

３ 改正後の第３条第８号の規定は，平成 11年４月１日以後に開始す

る事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等並びに平成 12年４

月１日以後に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る
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中間財務諸表等について適用し，平成 11年４月１日前に開始する事

業年度及び連結会計年度に係るもの並びに平成 12年４月１日前に

開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについて

は，なお従前の例による。ただし，平成 11年４月１日前に開始する

事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等又は平成 12年４月１

日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る中間財

務諸表等について，上場会社の有価証券届出書，有価証券報告書又

は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等が，財務

諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省

令（平成11年大蔵省令第21号）による改正後の財務諸表等規則若し

くは連結財務諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則の一部を

改正する省令（平成 11年大蔵省令第22号）による改正後の連結財務

諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和 51年大蔵省令第

28号）により作成されている場合又は中間財務諸表等の用語，様式

及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令（平成 11年大蔵省

令第23号）による改正後の中間財務諸表等の用語，様式及び作成方

法に関する規則（昭和 52年大蔵省令第38号）若しくは中間連結財務

諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則（平成 11年大蔵省令第

24号）により作成されている場合は，当該財務諸表等又は中間財務

諸表等から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 12年３月15日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 13年10月１日から施行する。  

２ 前項の規定にかかわらず，改正後の第３条第２号ｂただし書の規

定は，この基準施行の日以後，第４条第１項第１号ａ又はｂに定め

る日を迎える上場会社から適用する。  

付 則  
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この基準は，平成 13年11月26日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 14年５月13日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成15年１月１日から施行し，同日以後に市場第一

部銘柄への指定に係る申請を行う株券の審査から適用する。ただし，

当該申請に基づく市場第一部銘柄への指定は平成 15年４月１日前

には行わないものとする。  

２ 改正後の規定にかかわらず，平成 14年10月末日前に第４条第１項

第１号ａ又はｂに定める日を迎える上場会社については，なお従前

の例による。  

３ 第１項の規定にかかわらず，この基準施行の日の前日までに上場

申請された銘柄については，改正前の第２条第１項の規定は，なお

効力を有する。  

付 則  

この基準は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行し，平成 15年３月１日以

後終了する事業年度及び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成

15年３月１日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る

中間監査報告書について適用し，平成 15年３月１日前に終了する事

業年度及び連結会計年度に係るもの並びに平成 15年３月１日以前に

開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては，

なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 15年５月８日から施行する。  
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付 則  

１ この基準は，平成 17年２月１日から施行し，同日以後に市場第一

部銘柄への指定に係る申請を行う株券の審査から適用する。  

２ 平成11年２月１日改正付則第２項を削る改正規定は，この基準施

行の日以後に開始する事業年度を直前事業年度として市場第一部

銘柄への指定に係る申請を行う株券の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 18年10月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 19年４月１日から施行し，同日以後に市場第一

部銘柄への指定に係る申請を行う者から適用する。  

２ 改正後の規定にかかわらず，平成 19年１月１日から平成 19年２月

28日までに直前事業年度の末日等（改正前の第３条第１項第１号に

規定する直前事業年度の末日等をいう。）が到来した上場会社につ

いては，なお従前の例によることができる。  

付 則  

この基準は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 20年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第３条第８号ａ及びｂの規定は，この改正規定施行の日

（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度から適用し，

施行日よりも前に開始する事業年度に係るものについては，なお従

前の例による。  

３ 改正後の第３条第８号ｃの規定は，施行日以後に開始する事業年
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度から適用する。  

付 則  

１ この基準は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第３条第１号，第２号，第４号及び第７号の規定は，こ

の改正規定施行の日以後に市場第一部銘柄への指定の申請を行う

上場会社から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 23年１月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 23年１月31日から施行する。  

２ この基準施行の日の前日において，市場第二部に指定されている

上場会社の発行する株券が，東京証券取引所又は名古屋証券取引所

における市場第一部銘柄に指定されている場合であって，本所が適

当と認めるものについては，当該銘柄を市場第一部銘柄に指定する

ことができるものとする。  

付 則  

この基準は，平成 24年５月28日から施行し，同日以後に市場第一

部銘柄の指定の申請を行う上場株券の発行者の審査から適用する。  

付 則  

  この基準は，平成25年１月１日から施行する。  
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上場株券の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準  

 

 

（目 的）  

第１条 本所が市場第一部銘柄から市場第二部銘柄へ指定替えを行うに

ついては，この基準によるものとする。  

 

（指定替え基準）  

第２条 市場第一部銘柄が次の各号のいずれかに該当する場合は，市場

第二部銘柄へ指定替えを行う。  

(1) 株式の分布状況  

次のａ又はｂに該当する場合。ただし，本所が定めるところによ

り上場会社が次のａ又はｂに定める期間の最終日後に行った公募，

売出し又は数量制限付分売の内容等を通知した場合の同日における

株式の分布状況については，本所が定めるところにより取り扱うこ

とができる。  

ａ 上場会社の事業年度の末日において，浮動株式数（役員（役員

持株会を含み，取締役，会計参与（会計参与が法人であるときは，

その職務を行うべき社員を含む。），監査役，執行役（理事及び監

事その他これらに準ずる者を含む。）をいう。以下同じ。），上場会

社が自己株式を所有している場合の当該上場会社及び上場株式数

の10％以上の株式を所有する株主（明らかに固定的所有でないと

認められる株式を除く。）を除く株主が所有する株式の数をいう。

以下同じ。）が１万単位未満である場合において，１か年以内に１

万単位以上とならないとき。  

ｂ 上場会社の事業年度の末日において，株主数（株券上場審査基

準第４条第１項第１号ｃに規定する株主数をいう。）が 2,000人未

満である場合において，１か年以内に 2,000人以上とならないとき。 
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(2) 浮動株時価総額  

上場会社の事業年度の末日において，浮動株時価総額が 10億円未

満である場合において，１か年以内に 10億円以上とならないとき。

ただし，市況全般が急激に悪化した場合において，本所がこの基準

によることが適当でないと認めたときの浮動株時価総額に係る基準

については，本所がその都度定めるところによるものとする。  

(3) 売買高  

本所，東京証券取引所又は名古屋証券取引所に上場されている銘

柄が次のａからｃのいずれかに該当する場合  

ａ 本所のみに上場されている株券については，その株券の最近１

年間の月平均売買高が 40単位未満である場合。  

ｂ  本所及び東京証券取引所又は名古屋証券取引所のいずれかに

上場されている株券については，その株券の最近１年間の月平均

売買高が，いずれにおいても 40単位未満であり，かつ２か所の合

計が50単位未満である場合。  

ｃ 本所，東京証券取引所及び名古屋証券取引所に上場されている

株券については，その株券の最近１年間の月平均売買高が，いず

れにおいても40単位未満であり，かつ３か所の合計が 60単位未満

である場合。  

(4) 上場時価総額  

 上場時価総額が20億円に満たない場合において，９か月（事業の

現状，今後の展開，事業計画の改善その他本所が必要と認める事項

を記載した書面を３か月以内に本所に提出しない場合にあっては，

３か月）以内に20億円以上とならないとき。ただし，市況全般が急

激に悪化した場合において，本所がこの基準によることが適当でな

いと認めたときの上場時価総額に係る基準については，本所がその

都度定めるところによるものとする。  

(5) 債務超過  
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 上場会社が債務超過の状態となった場合。ただし，当該上場会社

が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続，産業活力の再生

及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成 11年法律第131号。以

下｢産活法｣という。）第２条第 25項に規定する特定認証紛争解決手続

に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産活法第 49

条に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）

又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関す

るガイドライン」に基づく整理を行うことにより，１か年以内に債

務超過の状態でなくなることを計画している場合（本所が適当と認

める場合に限る。）には，当該１か年以内に債務超過の状態でなくな

らなかったとき。  

 

（審査の資料）  

第３条 前条第１号及び第５号については，上場会社の事業年度の末日

現在の資料に基づいて審査を行う。  

２ 前項の規定にかかわらず，前条第１号本文に定める期間内における

同号及び同号ただし書の規定を適用する場合における同号については，

本所が定めるところにより，上場会社の事業年度の末日以外の時現在

の資料に基づいて審査を行うことができる。  

 

 

付 則(抄) 

１ この基準は，昭和 50年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 53年10月11日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，昭和 57年10月１日から施行する。  

２  額面金額が 50円の株式で，１単位の株式の数が 1,000株未満であ



- 4 - 

る場合には，第２条第２号に規定する上場株式数について，昭和 60

年10月１日以後最初に到来する決算期まで，株券上場審査基準第４

条第１項第１号ａのかっこ書の規定に基づく株式数の読替えを行

わないものとする。  

３  この基準施行の日以後１年以内に到来する決算期における第２

条第２号の規定の適用については，同号中「１か年以内」とあるの

は「３か年以内」とし，昭和 58年10月１日以後１年以内に到来する

決算期における第２条第２号の規定の適用については，同号中「１

か年以内」とあるのは「２か年以内」とする。  

付 則  

この基準は，昭和 58年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 58年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 61年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 63年１月13日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成２年 12月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成８年１月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成９年１月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 11年２月１日から施行する。  

付 則  

１  この基準は，平成 13年 10月1日から施行し，改正後の第２条第２

号の規定は，この基準施行の日（以下「施行日」という。）以後に
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審査対象決算期が到来する株主数の審査から適用する。ただし，平

成３年４月１日以後施行の前日までの間において１株を 1.5株以上

に分割する株式分割（同時に１単位の株式の数の多い数への変更を

行っている場合には，実質的に１株が 1.5株以上に分割されたと認

められるものに限る。）若しくは１単位の株式の数の２分の１以下

への変更（上場前の株式分割又は１単位の株式の数の変更について

は，上場申請日の属する事業年度の末日以前 10年間に行われたもの

に限る。）を行った又は行うことを決議した上場会社が発行者であ

る株券については，施行日から１か年を経過した日以後に開始する

事業年度を審査対象決算期とする株主数の審査から適用するもの

とし，当該審査対象決算期前に到来する審査対象決算期の株主数に

係る審査については，これを行わないものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず，この基準施行の際，現に猶予期間内に

ある銘柄については，施行日の前日において改正前の第２条第２号

に定める株主数に達していたものとみなす。  

３ 第１項の規定にかかわらず，改正後の昭和 57年10月１日改正付則

第３項の規定は，商法等の一部を改正する等の法律（平成 13年法律

第79号）附則第２条又は第 24条の規定においてなお従前の例による

とされた自己株式については適用しない。  

付 則  

１ この基準は，平成 15年１月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第４号の規定は，平成 15年４月を審査対象とする

上場時価総額の審査から適用するものとし，改正後の第２条第５号

の規定は，施行日以後開始する連結会計年度又は事業年度を審査対

象とする債務超過の審査から適用するものとする。  

付 則  

この基準は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  
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この基準は，平成 15年５月８日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 17年２月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 17年10月１日から施行し，同日以後に審査対象

決算期を迎える銘柄に係る株主数の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 19年12月１日から施行する。  

２ 施行の日の前日において，改正前の第２条第２号に係る猶予期間

内にある銘柄のうち，当該猶予期間に入った日の前日において，そ

の株主数が 2,000人未満である銘柄については，当該猶予期間に入

った日に改正後の第２条第１号ｂに係る猶予期間に入ったものと

みなす。  

３ 改正後の第２条第１号及び２号の規定は，施行日以後に到来する

上場会社の事業年度の末日の審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 23年１月31日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 24年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 25年１月１日から施行する。  
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株券上場廃止基準  

 

 

（目 的）  

第１条 本所に上場されている株券，優先出資証券及び外国株預託証券

等の上場廃止については，この基準によるものとする。  

２ この基準の変更は，取締役会の決議により行う。ただし，変更の内

容が軽微な場合は，この限りでない。  

３ 前項に規定する取締役会の決議においては，自主規制委員会の同意

を得るものとする。  

 

（上場廃止基準）  

第２条 上場銘柄が次の各号のいずれかに該当する場合は，その上場を

廃止するものとする。  

(1) 株式の分布状況  

次のａからｃまでのいずれかに該当する場合。ただし，本所が定

めるところにより上場会社がａ又はｃに定める期間の最終日後に行

った公募，売出し又は数量制限付分売の内容等を通知した場合の同

日における株式の分布状況については，本所が定めるところにより

取り扱うことができる。  

ａ 上場会社の事業年度の末日において，浮動株式数（上場株券の

市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第２条第１

号ａに規定する浮動株式数をいう。以下において同じ。）が 1,000

単位未満となった場合において，１か年以内に 1,000単位以上とな

らないとき。  

ｂ 上場会社の事業年度の末日において，浮動株式数が上場株式数

の５％未満である場合であって，上場会社が本所が定める日まで

に本所の定める公募，売出し又は数量制限付分売予定書を本所に
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提出しないとき。  

ｃ 上場会社の事業年度の末日において，株主数（株券上場審査基

準第４条第１項第１号ｃに規定する株主数をいう。）が 150人未満

である場合において，１か年以内に 150人以上とならないとき。  

(2) 浮動株時価総額  

上場会社の事業年度の末日において，浮動株時価総額（上場株券

の市場第一部銘柄から市場第二部銘柄への指定替え基準第２条第２

号に規定する浮動株時価総額をいう。以下同じ。）が２億５千万円未

満である場合において，１か年以内に２億５千万円以上とならない

とき。ただし，市況全般が急激に悪化した場合において，本所がこ

の基準によることが適当でないと認めたときは，本所がその都度定

めるところによる。  

(3) 売買高  

次のａ及びｂに該当する場合。ただし，ａ及びｂに該当後３か月

以内に，本所が別に定めるところにより公募，売出し又は立会外分

売を行う場合は，この限りでない。  

ａ 最近１年間の月平均売買高が５単位未満である場合  

ｂ  本所及び株式会社東京証券取引所又は株式会社名古屋証券取

引所に上場されている株券，優先出資証券及び外国株預託証券等

については別に定めるところによる。  

(4) 上場時価総額  

上場時価総額が５億円に満たない場合において，９か月（事業の

現状，今後の展開，事業計画の改善その他本所が必要と認める事項

を記載した書面を３か月以内に本所に提出しない場合にあっては，

３か月）以内に５億円以上とならないとき。ただし，市況全般が急

激に悪化した場合において，本所がこの基準によることが適当でな

いと認めたときの上場時価総額に係る基準については，本所がその

都度定めるところによるものとする。  
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(5) 債務超過  

上場会社が債務超過の状態となった場合において，１か年以内に

債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし，当該上場会社が

法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続，産業活力の再生及

び産業活動の革新に関する特別措置法（平成 11年法律第131号。以下

｢産活法｣という。）第２条第 25項に規定する特定認証紛争解決手続に

基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産活法第 49条

に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又

は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理を行うことにより，当該１か年を経過

した日から１か年以内に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（本所が適当と認める場合に限る。）には，債務超過の状態

となってから２か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。 

(6) 銀行取引の停止  

上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された

場合又は停止されることが確実となった場合。  

(7) 破産手続，再生手続又は更生手続  

上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続，再生手続若しく

は更生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になっ

た場合。この場合において，本所が適当と認める再建計画の開示を

行った場合には，当該再建計画を開示した日の翌日から 1か月間の上

場時価総額が５億円以上とならないとき。  

(8) 事業活動の停止  

上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になっ

た場合  

(9) 実質的存続性の喪失（不適当な合併等）  

次のａからｃまでに掲げる場合において，当該ａからｃまでのい

ずれかに該当すると本所が認めた場合  
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ａ  上場会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとし

て本所が定める行為（以下このａにおいて「吸収合併等」という。）

を行った場合  

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合に

おいて，当該上場会社（吸収合併等の前においては，当事者であ

る非上場会社として本所が認める者をいう。）が３か年以内に株券

上場審査基準に準じて本所が定める基準に適合しないとき。  

ｂ 会社が株券上場審査基準第４条第３項（第２号及び第４号を除

く。）の規定の適用を受けて上場した場合（新設合併，株式移転又

は新設分割をする場合における当事者がすべて上場会社である場

合を除く。）  

当該会社について株券上場審査基準第４条第３項第１号，第３

号又は第５号に定める上場会社が実質的な存続会社でないと本所

が認めた場合において，当該会社（同項第１号，第３号又は第５

号に該当する前においては，審査対象である非上場会社として本

所が認める者をいう。）が３か年以内に株券上場審査基準に準じて

本所が定める基準に適合しないとき。  

ｃ 上場会社の支配株主（上場有価証券の発行者の会社情報の適時

開示等に関する規則（以下「適時開示等規則」という。）第２条第

１項第２号ｇに規定する支配株主をいう。以下同じ。）若しくはそ

の他の主要株主（法第 163条第１項に規定する主要株主をいう。）

のうち当該上場会社の意思決定機関を支配している者が変更した

場合（変更後の支配株主が上場会社である場合を除く。）又は非上

場会社により上場会社が子会社化（他の会社の子会社になること

をいう。）された場合  

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合に

おいて，当該上場会社が３か年以内に株券上場審査基準に準じて

本所が定める基準に適合しないとき。  
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(9)の２ 支配株主との取引の健全性の毀損  

第三者割当（適時開示等規則第５条第１項第 11号に規定する第三

者割当をいう。）により支配株主が異動した場合において，３年以内

に支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると本所

が認めるとき。  

(10) 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延  

２人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第３条第

１項の監査報告書又は四半期レビュー報告書（公認会計士又は監査

法人に相当する者による監査証明に相当する証明に係る監査報告書

又は四半期レビュー報告書及び特定事業会社にあっては，中間監査

報告書を含む。）を添付した有価証券報告書又は四半期報告書を，法

第24条第１項又は第24条の４の７第１項に定める期間の経過後１か

月以内（天災地変等，上場会社の責めに帰すべからざる事由による

ものである場合は，３か月以内）に，内閣総理大臣等に提出しなか

った場合  

(11) 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い，かつ，そ

の影響が重大であると本所が認めた場合  

ｂ  上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財

務諸表等に添付される四半期レビュー報告書（特定事業会社にあ

っては，中間監査報告書を含む。）において，公認会計士等によっ

て，監査報告書については「不適正意見」又は「意見の表明をし

ない」旨（本所が別に定める場合を除く。以下このｂにおいて同

じ。）が，四半期レビュー報告書については「否定的結論」又は「結

論を表明しない」旨（特定事業会社の場合にあっては，「中間財務

諸表等が有用な情報を表示していない意見」又は「意見の表明を

しない」旨を含む。）が記載され，かつ，その影響が重大であると
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本所が認めた場合  

(12) 上場契約違反等  

上場会社が上場契約について重大な違反を行った場合，有価証券

上場規程第３条の２，第12条の３の２第６項若しくは第13条第６項

の規定により提出した宣誓書において宣誓した事項について重大な

違反を行った場合又は上場契約の当事者でなくなることとなった場

合 

(13) 株式事務代行機関への委託  

上場会社（株券審査基準第４条第１項第９号ただし書に該当する

上場会社を除く。）が株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に

委託しないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実

となった場合  

(14) 株式の譲渡制限  

上場会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととし

た場合。ただし，特別の法律の規定に基づき株式の譲渡に関して制

限を行う場合であって，かつ，その内容が本所の市場における売買

を阻害しないと認められるときは，この限りでない。  

(15) 完全子会社化  

上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社と

なる場合  

(16) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならな

いこととなった場合  

(17) 株主の権利の不当な制限  

 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると本所が認

めた場合  

(18) 全部取得  

上場会社が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合  
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(19) その他  

前各号のほか，公益又は投資者保護のため，本所が当該銘柄の上

場廃止を適当と認めた場合。  

２ 上場銘柄が外国株券である場合には，第１項第２号から第19号まで

（第３号，第13号，第14号及び第16号を除く。）のいずれかに該当する

場合のほか，次の各号のいずれかに該当する場合に，その上場を廃止

するものとする。  

(1) 外国の金融商品取引所等における上場廃止等  

次のａ又はｂに該当する場合。ただし，当該銘柄の外国の金融商

品取引所等における上場廃止の理由等又は本所における流通の状況

その他の事由を勘案して，上場を廃止することが適当でないと認め

られるときは，この限りでない。  

ａ 外国の金融商品取引所に上場されている銘柄（当該銘柄に係る

権利を表示する外国株預託証券が上場されている場合を含む。）に

ついては，当該金融商品取引所における当該銘柄（当該銘柄に係

る権利を表示する外国株預託証券を含む。）の上場廃止が決定され

たとき。  

ｂ 外国の組織された店頭市場で取引されている銘柄（当該銘柄に

係る権利を表示する外国株預託証券が取引されている場合を含

む。）については，当該店頭市場における当該銘柄（当該銘柄に係

る権利を表示する外国株預託証券を含む。）の相場を即時に入手す

ることができない状態となったと本所が認めたとき。  

(2) 浮動株式数  

上場外国会社の事業年度の末日において，浮動株式数が次の銘柄

の区分に従い，当該区分に定める株式数に満たない場合において，

１か年以内に当該区分に定める株式数以上とならないとき。  

ａ 1,000株単位銘柄については， 500万株  

ｂ 500株単位銘柄については， 250万株 
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ｃ 100株単位銘柄については， 50万株  

ｄ 50株単位銘柄については， 25万株  

ｅ 10株単位銘柄については，５万株  

ｆ １株単位銘柄については， 5,000株 

(3) 流通状況  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ  外国の金融商品取引所等において上場又は継続的に取引され

ている銘柄（当該銘柄に係る権利を表示する外国株預託証券が上

場又は継続的に取引されている場合を含む。）については，外国の

金融商品取引所等における当該銘柄（当該銘柄に係る権利を表示

する外国株預託証券を含む。）についての流通の状況が著しく悪化

したと認めた場合。ただし，本所における流通の状況その他の事

由を勘案して，上場を廃止することが適当でないと認められると

きは，この限りでない。  

ｂ 本所のみに上場されている銘柄（当該銘柄に係る権利を表示す

る外国株預託証券が外国の金融商品取引所等において上場又は継

続的に取引されていない場合に限る。）については，本所における

当該銘柄についての流通の状況が著しく悪化したと認めた場合  

(4) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の外国株券等保管振替決済業務（指定振

替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定に基づき兼業の承認を

受けた外国株券等の保管及び振替決済に関する業務をいう。）におけ

る取扱いの対象とならないこととなった場合  

(5) 株式の譲渡制限  

上場外国会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこと

とした場合。ただし，株式の譲渡に関して制限を行うことが本国の

法律の規定の適用を受けるために必要と認められる場合又はこれに

準ずる場合であって，かつ，その内容が本所の市場における売買を
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阻害しないものと認められるときは，この限りでない。  

３ 上場銘柄が外国株預託証券等である場合には，第１項第３号から第

19号まで（第12号，第13号及び第15号を除く。）のいずれかに該当する

場合のほか，次の各号のいずれかに該当する場合に，その上場を廃止

するものとする。  

(1) 預託契約等の終了  

上場審査基準第４条第１項第 13号に規定する預託契約等その他の

契約が終了となる場合。ただし，上場外国株預託証券等に係る預託

機関等の変更により当該預託契約等その他の契約が終了となる場合

は，この限りでない。  

(2) 前項各号のいずれかに該当する場合。この場合における前項第１

号及び第３号の規定の適用については，これらの規定中「当該銘柄

に係る権利を表示する外国株預託証券」とあるのは「当該銘柄に表

示される権利に係る外国株券」とする。  

(3) 当該銘柄が受益証券発行信託受益証券保管振替決済業務（指定振

替機関が振替法第９条第１項ただし書の規定に基づき兼業の承認を

受けた外国株信託受益証券及び外国ＥＴＦ信託受益証券（ＥＴＦに

関する有価証券上場規程の特例に規定する外国ＥＴＦ信託受益証券

をいう。）の保管及び振替決済に関する業務をいう。）における取扱

いの対象とならないこととなった場合  

 

（審査の資料）  

第３条 前条第１項第１号，第２号及び第５号並びに同条第２項第３号

（同条第２項若しくは第３項による場合を含む。）については，上場会

社の事業年度の末日現在の資料に基づいて審査を行う。  

２ 前項の規定にかかわらず，前条第１項第１号ａ又はｂに定める期間

内における各号並びに同項第２号ただし書の規定を適用する場合にお

ける各号については，本所が定めるところにより，上場会社の事業年



- 10 - 

度の末日以外の時現在の資料に基づいて審査を行うことができる。  

 

（再建計画等の審査に係る申請）  

第３条の２ 本所は，第２条第１項第７号に定める本所が適当と認める

再建計画であるかどうか及び上場時価総額の審査は，上場会社からの

申請に基づき行うものとする。この場合において，当該申請は，本所

が定めるところによるものとする。  

２ 前項の申請が行われなかった場合は，第２条第１項第７号前段に該

当したものとみなす。  

 

（実質的存続性の喪失（不適当な合併等）の審査に係る申請等）  

第３条の３ 本所は，第２条第１項第９号に定める株券上場審査基準に

準じて本所が定める基準に適合しないかどうかの審査については，上

場会社からの申請に基づき行うものとする。この場合において，当該

申請は，本所が定めるところによるものとする。  

２ 前項の申請が行われなかった場合（当該申請が行われないことが明

らかな場合を含む。）は，第２条第１項第９号に該当したものとみなす。 

３ 上場会社が，第１項の規定に基づき，申請を行う場合は，当該上場

会社は，幹事取引参加者の作成した本所所定の「確認書」を提出する

ものとする。  

４ 上場会社が，株券上場審査基準第４条第３項の規定の適用を受けて

上場した会社である場合における当該上場会社に対する前３項及び第

２条第１項第９号（外国株券である場合を含む。）の規定の適用につい

ては，当該上場会社を同基準第４条第３項の規定の適用に伴い，上場

廃止となった会社と同一のものとみなして，これを取り扱うものとす

る。ただし，本所が適当でないと認める場合は，この限りでない。  

 

（監理銘柄及び整理銘柄の指定）  
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第３条の４ 上場株券，上場優先出資証券又は上場外国株預託証券等が

上場廃止となるおそれがある場合には，本所は，その事実を投資者に

周知させるため，当該上場株券，上場優先出資証券又は上場外国株預

託証券等を監理銘柄に指定することができる。  

２ 上場株券，上場優先出資証券又は上場外国株預託証券等の上場廃止

が決定された場合には，本所は，その事実を投資者に周知させるため，

当該上場株券，上場優先出資証券又は上場外国株預託証券等を整理銘

柄に指定することができる。  

３ 監理銘柄及び整理銘柄に関し必要な事項については，監理銘柄及び

整理銘柄に関する規則により定める。  

 

（上場廃止日の取扱い）  

第４条 当該銘柄の上場廃止が決定された場合における上場廃止日の取

扱いは，本所が定めるところによる。  

 

 

付 則（抄）  

１ この基準は，昭和 47年７月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，昭和 50年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 50年９月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年３月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 52年９月30日から施行する。  
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付 則  

この基準は，昭和 53年10月11日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，昭和 57年10月１日から施行する。ただし，第２条第

１項第11号の規定は，同年12月１日から施行する。  

２  額面金額が 50円の株式で，１単位の株式の数が 1,000株未満であ

る場合には，第２条第１項第２号ｂに規定する上場株式数について，

昭和60年10月１日以後最初に到来する決算期まで，株券上場審査基

準第４条第１項第１号ａのかっこ書の規定に基づく株式数の読替

えを行わないものとする。  

３  この基準施行の日以後１年以内に到来する決算期における第２

条第１項第２号の規定の適用については，同号中「１か年以内」と

あるのは「３か年以内」とし，昭和 58年10月１日以後１年以内に到

来する決算期における第２条第１項第２号の規定の適用について

は，同号中「１か年以内」とあるのは「２か年以内」とする。   

付 則  

この基準は，昭和 58年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 58年11月１日から施行し，同日以後に行う株券

の上場廃止に係る審査から適用する。  

付 則  

この基準は，昭和61年11月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，昭和 63年１月13日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成２年 12月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成３年６月 14日から施行する。  
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付 則  

この基準は，平成４年２月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成８年１月１日から施行し，同日以後に行う株券

の上場廃止に係る審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成８年８月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成８年 10月１日から施行し，同日以後に行う株券

の上場廃止に係る審査から適用する。  

付 則  

この基準は，平成９年１月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年１月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年３月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 10年12月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 11年２月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第５号の規定は，平成 15年１月１日以後の

決算期において該当する上場銘柄から適用し，同日前に到来する決

算期において該当することとなる上場銘柄については，なお従前の

例による。  

付 則  

１ この基準は，平成 11年８月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第 10号の規定は，平成11年４月１日以後に

開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等並びに平成
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12年４月１日以後に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間

に係る中間財務諸表等について適用し，平成 11年４月１日前に開始

する事業年度及び連結会計年度に係るもの並びに平成 12年４月１

日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものに

ついては，なお従前の例による。ただし，平成 11年４月１日前に開

始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表等又は平成 12年

４月１日前に開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る

中間財務諸表等について，上場会社の有価証券届出書，有価証券報

告書又は半期報告書に記載される財務諸表等又は中間財務諸表等

が，財務諸表等の用語，様式及び作成方法に関する規則の一部を改

正する省令（平成11年大蔵省令第21号）による改正後の財務諸表等

規則若しくは連結財務諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則

の一部を改正する省令（平成 11年大蔵省令第22号）による改正後の

連結財務諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則（昭和 51年大

蔵省令第28号）により作成されている場合又は中間財務諸表等の用

語，様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令（平成 11

年大蔵省令第23号）による改正後の中間財務諸表等の用語，様式及

び作成方法に関する規則（昭和 52年大蔵省令第38号）若しくは中間

連結財務諸表の用語，様式及び作成方法に関する規則（平成 11年大

蔵省令第24号）により作成されている場合は，当該財務諸表等又は

中間財務諸表等から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 11年11月10日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 12年３月15日から施行する。ただし，改正後の

第２条第１項第６号の規定は，民事再生法（平成 11年法律第225号）

の施行の日から施行する。  

（注）「民事再生法（平成 11年法律第225号）の施行の日」は平成 12年
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４月１日  

２  前項ただし書に定める施行の日前に和議を必要とするに至った

又はこれに準ずる状態となった上場会社については，なお従前の例

による。  

付 則  

１ この基準は，平成 13年４月２日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第９号の規定は，平成 13年３月末日以降に

終了する事業年度又は中間会計期間に係る有価証券報告書又は半

期報告書から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 13年５月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 13年10月1日から施行する。  

２ 前項の規定にかかわらず，改正後の昭和 58年11月１日改正付則第

２項及び第３項並びに平成 10年 12月１日改正付則第２項の規定は，

商法等の一部を改正する等の法律（平成 13年法律第79号）附則第２

条又は第 24条においてなお従前の例によるとされた自己株式につ

いては適用しない。  

付 則  

この基準は，平成 14年５月13日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 15年１月１日から施行する。  

２ この基準施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに上場申

請され，かつ，上場日を迎えていない銘柄及び施行日に現に上場し

ている銘柄については，改正後の第２条第１項第４号の規定は，平

成 15年４月を審査対象とする上場時価総額の審査から適用するも

のとする。  

３ 改正後の第２条第１項第５号の規定は，平成 16年１月１日以後開
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始する連結会計年度又は事業年度において該当する上場銘柄から

適用し，当該連結会計年度又は事業年度前の決算期において該当す

ることとなる上場銘柄については，なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 15年１月14日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行し，平成 15年３月１日以

後終了する事業年度及び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成

15年３月１日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る

中間監査報告書について適用し，平成 15年３月１日前に終了する事

業年度及び連結会計年度に係るもの並びに平成 15年３月１日以前に

開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては，

なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 15年５月８日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 16年８月２日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 17年２月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第 10号の規定は，この基準施行の日（以下

「施行日」という。）以後開始する事業年度又は中間会計期間に係

る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。  

３ 改正後の第２条第１項第 11号ａの規定は，施行日以後に内閣総理

大臣等に提出される有価証券報告書等から適用する。  
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４ 施行日において現に上場会社である会社のうち，改正後の第２条

第１項第 13号に規定する株式事務代行機関を設置していない会社

については，施行日以後最初に到来する決算期に関する定時株主総

会の招集日から起算して１か月目の日を迎えたときから同号の規

定を適用する。  

５ 平成４年２月１日改正付則第２項を削る改正規定は，施行日以後

開始する事業年度の翌事業年度を審査対象決算期とする少数特定

者持株数の審査から適用する。  

付 則  

１ この基準は，平成 18年４月１日から施行する。  

２ 前項の規定にかかわらず，本所が指定する銘柄に関するこの基準

の適用については，本所が銘柄ごとに定める日までは，なお従前の

例による。  

３ 前項の規定にかかわらず，同項の銘柄が，平成 18年12月29日まで

に指定保管振替機関の外国株券等保管振替決済業務（指定保管振替

機関が定める外国株券等の保管及び振替決済に関する規則に規定

する外国株券等保管振替決済業務をいう。）における取扱いの対象

とならなかった場合は，改正後の第２条第２項第４号に該当したも

のとみなす。  

付 則  

この基準は，平成 18年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年９月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年10月29日から施行する。  

付 則  
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１ この基準は，平成 19年12月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第１号及び第２号の規定は，施行日以後に

到来する上場会社の事業年度の末日の審査から適用する。  

付 則  

１ この基準は，平成 20年２月１日から施行する。  

２ 本所は，施行日の前日において監理ポスト又は整理ポストに割り

当てられている銘柄を，第３条の４の改正規定に従い，施行日にそ

れぞれ監理銘柄又は整理銘柄に指定するものとする。  

付 則  

１ この基準は，平成 20年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第 10号及び第11号の規定は，この改正規定

施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度から

適用し，施行日よりも前に開始する事業年度に係るものについては，

なお従前の例による。  

３  施行日から起算して１年以内に開始する事業年度における四半

期報告書に関する改正後の第２条第１項第 10号の規定の適用につ

いては，同号中「１か月以内」とあるのは「 45日以内」と，「３か

月以内」とあるのは「 105日以内」とする。  

付 則  

この基準は，平成 20年５月12日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第９号の２の規定は，この改正規定施行の

日以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社から適用

する。  

付 則  
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この基準は，平成 22年６月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 24年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 25年１月１日から施行する。  
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社会資本整備市場上場廃止基準  

 

 

（目 的）  

第１条 本所の社会資本整備市場に上場されている株券，優先株及び社

債券の上場廃止については，この基準によるものとする。  

 

（上場廃止基準）  

第２条 社会資本整備市場の上場株券が次の各号のいずれかに該当する

場合は，その上場を廃止するものとする。  

(1) 上場株式数  

上場株式数が2,000単位未満である場合  

(2) 株式の分布状況  

株主数（社会資本整備市場上場審査基準第３条第１項第２号ｂに

規定する株主数をいう。以下同じ。）が 150人未満である場合におい

て，１か年以内に150人以上とならないとき。ただし，本所が定める

ところにより上場会社（社会資本整備市場に上場されている株券，

優先株又は社債券の発行者をいう。以下同じ。）が当該期間の最終日

後に行った公募，売出し又は数量制限付分売の内容等を通知した場

合の同日における株式の分布状況については，本所が定めるところ

により取り扱うことができる。  

(3) 売買高  

最近１年間の月平均売買高が５単位未満である場合。ただし，該

当後３か月以内に，本所が別に定めるところにより公募，売出し又

は立会外分売を行う場合は，この限りでない。  

(4) 上場時価総額  

上場時価総額が５億円に満たない場合において，９か月（事業の

現状，今後の展開，事業計画の改善その他本所が必要と認める事項
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を記載した書面を３か月以内に本所に提出しない場合にあっては，

３か月）以内に５億円以上とならないとき。ただし，市況全般が急

激に悪化した場合において，本所がこの基準によることが適当でな

いと認めたときの上場時価総額に係る基準については，本所がその

都度定めるところによるものとする。  

(5) 無配継続  

上場会社が最近５事業年度において，継続して剰余金配当を行っ

ていない場合  

(6) 債務超過  

上場会社が債務超過の状態となった場合において，１か年以内に

債務超過の状態でなくならなかったとき。ただし，当該上場会社が

法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続，産業活力の再生及

び産業活動の革新に関する特別措置法（平成 11年法律第131号。以下

｢産活法｣という。）第２条第 25項に規定する特定認証紛争解決手続に

基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産活法第 49条

に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又

は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関する

ガイドライン」に基づく整理を行うことにより，当該１か年を経過

した日から１か年以内に債務超過の状態でなくなることを計画して

いる場合（本所が適当と認める場合に限る。）には，債務超過の状態

となってから２か年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき。 

(7) 銀行取引の停止  

上場会社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された

場合又は停止されることが確実となった場合  

(8) 破産手続，再生手続又は更生手続  

上場会社が法律の規定に基づく会社の破産手続，再生手続又は更

生手続を必要とするに至った場合又はこれに準ずる状態になった場

合。この場合において，本所が適当と認める再建計画の開示を行っ
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た場合には，当該再建計画を開示した日の翌日から１か月間の上場

時価総額が５億円以上とならないとき。  

(9) 事業活動の停止  

上場会社が事業活動を停止した場合又はこれに準ずる状態になっ

た場合  

(10) 実質的存続性の喪失（不適当な合併等）  

ａ  上場会社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するものとし

て本所が定める行為（以下この第９号において「吸収合併等」と

いう。）を行った場合  

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合で，

かつ，当該上場会社（吸収合併等の前においては，当事者である

非上場会社として本所が認める者をいう。）が３か年以内に社会資

本整備市場上場審査基準に準じて本所が定める基準に適合しない

とき。  

ｂ 上場会社の親会社（財務諸表等規則第８条第３項に規定する親

会社をいう。以下同じ。）若しくはその他の主要株主（法第 163条

第１項に規定する主要株主をいう。）のうち当該上場会社の意思決

定機関を支配している者が変更した場合（変更後の親会社が上場

会社である場合を除く。）又は非上場会社により上場会社が子会社

化（他の会社の子会社になることをいう。）された場合  

当該上場会社が実質的な存続会社でないと本所が認めた場合で，

かつ，当該上場会社が３か年以内に社会資本整備市場上場審査基

準に準じて本所が定める基準に適合しないとき。  

(10)の２ 支配株主との取引の健全性の毀損  

第三者割当（上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則（以下「適時開示等規則」という。）第５条第１項第 11号に

規定する第三者割当をいう。）により支配株主（適時開示等規則第２

条第１項第２号ｇに規定する支配株主をいう。以下同じ。）が異動し
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た場合において，３年以内に支配株主との取引に係る健全性が著し

く毀損されていると本所が認めるとき。  

(11) 有価証券報告書又は四半期報告書の提出遅延  

２人以上の公認会計士又は監査法人による監査証明府令第３条第

１項の監査報告書又は四半期レビュー報告書を添付した有価証券報

告書又は四半期報告書を，法第24条第１項又は第24条の４の７第１

項に定める期間の経過後１か月以内（天災地変等，上場会社の責め

に帰すべからざる事由によるものである場合は，３か月以内）に，

内閣総理大臣等に提出しなかった場合  

(12) 虚偽記載又は不適正意見等  

次のａ又はｂに該当する場合  

ａ 上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い，かつ，そ

の影響が重大であると本所が認めた場合  

ｂ  上場会社の財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期財

務諸表等に添付される四半期レビュー報告書において，公認会計

士又は監査法人によって，監査報告書については「不適正意見」

又は「意見の表明をしない」旨（本所が別に定める場合を除く。

以下このｂにおいて同じ。）が，四半期レビュー報告書については

「否定的結論」又は「結論を表明しない」が記載され，かつ，そ

の影響が重大であると本所が認めた場合  

(13) 上場契約違反等  

 上場会社が上場契約について重大な違反を行った場合，有価証券

上場規程第３条の２の規定により提出した宣誓書において宣誓した

事項について重大な違反を行った場合又は上場契約の当事者でなく

なることとなった場合  

(14) 株式事務代行機関への委託  

 上場会社が株式事務を本所の承認する株式事務代行機関に委託し

ないこととなった場合又は委託しないこととなることが確実となっ
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た場合  

(15) 株式の譲渡制限  

上場会社が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととし

た場合  

(16) 完全子会社化  

上場会社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社と

なる場合  

(17) 指定振替機関における取扱い  

当該銘柄が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならな

いこととなった場合  

(18) 株主の権利の不当な制限  

 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると本所が認

めた場合  

(19) 全部取得  

上場会社が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合  

(20) その他  

前各号のほか，公益又は投資者保護のため，本所が当該銘柄の上

場廃止を適当と認めた場合  

２ 社会資本整備市場の上場優先株が前項各号（第１号及び第４号を除

く。）のいずれかに該当する場合のほか，次の各号に該当する場合には，

当該銘柄の上場を廃止する。  

(1) 上場株式数が1,000単位未満となった場合  

(2) 優先株としての存続期間が満了となる場合  

３ 社会資本整備市場の上場社債券が第１項第７号から第 13号まで（第

８号にあっては，同号後段の規定の適用を受ける場合を除く。），第17

号，第18号又は第20号のいずれかに該当した場合のほか，社会資本整

備市場の上場社債券の銘柄が次の各号のいずれかに該当する場合には，

当該銘柄の上場を廃止する。ただし，第２号に該当する銘柄であって，
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本所が特に必要と認めるものについては，上場を廃止しないことがで

きる。  

(1) 最終償還期限の到来の日の１か月前までに未償還額面総額が 10億

円未満となった場合又は上場日現在の未償還額面総額の 20％未満と

なった場合  

(2) 残存年数が１年未満となった場合  

(3) 上場社債券の発行者が，当該銘柄について期限の利益を喪失した

場合  

 

（審査の時期）  

第３条 前条第１項第２号及び第６号については，上場会社の事業年度

の末日現在の資料に基づいて審査を行う。  

２ 前項の規定にかかわらず，前条第１項第２号に定める期間内におけ

る同号ただし書の規定を適用する場合については，本所が定めるとこ

ろにより，上場会社の事業年度の末日以外の時現在の資料に基づいて

審査を行うことができる。  

 

（再建計画等の審査に係る申請）  

第３条の２ 本所は，第２条第１項第８号に定める本所が適当と認める

再建計画であるかどうか及び上場時価総額の審査は，上場会社からの

申請に基づき行うものとする。この場合において，当該申請は，本所

が定めるところによるものとする。  

２ 前項の申請が行われなかった場合は，第２条第１項第８号前段に該

当したものとみなす。  

 

（実質的存続性の喪失（不適当な合併等）の審査に係る申請等）  

第３条の３ 本所は，第２条第１項第 10号に定める社会資本整備市場上

場審査基準に準じて本所が定める基準に適合しないかどうかの審査に
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ついては，上場会社からの申請に基づき行うものとする。この場合に

おいて，当該申請は，本所が定めるところによるものとする。  

２ 前項の申請が行われなかった場合（当該申請が行われないことが明

らかな場合を含む。）は，第２条第１項第 10号に該当したものとみなす。 

３ 上場会社が，第１項の規定に基づき，申請を行う場合は，当該上場

会社は，幹事取引参加者の作成した本所所定の「確認書」を提出する

ものとする。  

 

（監理銘柄及び整理銘柄の指定）  

第３条の４ 社会資本整備市場の上場株券，上場優先株又は上場社債券

が上場廃止となるおそれがある場合には，本所は，その事実を投資者

に周知させるため，当該上場株券，上場優先株又は上場社債券を監理

銘柄に指定することができる。  

２ 社会資本整備市場の上場株券，上場優先株又は上場社債券の上場廃

止が決定された場合には，本所は，その事実を投資者に周知させるた

め，当該上場株券，上場優先株又は上場社債券を整理銘柄に指定する

ことができる。  

３ 監理銘柄及び整理銘柄に関し必要な事項については，監理銘柄及び

整理銘柄に関する規則により定める。  

 

（上場廃止日の取扱い）  

第４条 当該銘柄の上場廃止が決定された場合における上場廃止日の取

扱いは，本所が定めるところによる。  

 

 

付 則  

この基準は，平成 12年２月10日から施行する。  

付 則  
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１ この基準は，平成 12年３月15日から施行する。ただし，改正後の

第２条第１項第８号の規定は，民事再生法（平成 11年法律第225号）

の施行の日から施行する。  

（注）「民事再生法（平成 11年法律第225号）の施行の日」は平成 12年

４月１日  

２ 前項ただし書に定める施行の日前に和議を必要とするに至った又

はこれに準ずる状態となった上場会社については，なお従前の例に

よる。  

付 則  

１ この基準は，平成 13年４月２日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第 11号の規定は，平成13年３月末日以降に

終了する事業年度又は中間会計期間に係る有価証券報告書又は半

期報告書から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 13年10月1日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 14年５月13日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 15年１月１日から施行する。  

２ この基準施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに上場申

請され，かつ，上場日を迎えていない銘柄及び施行日に現に上場し

ている銘柄については，改正後の第２条第１項第４号の規定は，平

成 15年４月を審査対象とする上場時価総額の審査から適用するも

のとする。  

３ 改正後の第２条第１項第６号の規定は，平成 16年１月１日以後開

始する連結会計年度又は事業年度において該当する上場銘柄から

適用し，当該連結会計年度又は事業年度前の決算期において該当す

ることとなる上場銘柄については，なお従前の例による。  
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付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 15年４月１日から施行し，平成 15年３月１日以

後終了する事業年度及び連結会計年度に係る監査報告書並びに平成

15年３月１日後開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係る

中間監査報告書について適用し，平成 15年３月１日前に終了する事

業年度及び連結会計年度に係るもの並びに平成 15年３月１日以前に

開始する中間会計期間及び中間連結会計期間に係るものについては，

なお従前の例による。  

付 則  

この基準は，平成 15年５月８日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 16年８月２日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 17年２月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第 11号の規定は，この基準施行の日（以下

「施行日」という。）以後開始する事業年度又は中間会計期間に係

る有価証券報告書又は半期報告書から適用する。  

３ 改正後の第２条第１項第 12号ａの規定は，施行日以後に内閣総理

大臣等に提出される有価証券報告書等から適用する。  

付 則  

この基準は，平成 18年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 18年５月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 19年12月１日から施行する。  

付 則  
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この基準は，平成 20年２月１日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 20年４月１日から施行する。  

２ 改正後の第２条第 11号及び第12号の規定は，この改正規定施行の

日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度から適用し，

施行日よりも前に開始する事業年度に係るものについては，なお従

前の例による。  

３  施行日から起算して１年以内に開始する事業年度における四半

期報告書に関する改正後の第２条第 11号の規定の適用については，

同号中「１か月以内」とあるのは「 45日以内」と，「３か月以内」

とあるのは「105日以内」とする。  

付 則  

この基準は，平成 20年５月12日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 21年１月５日から施行する。  

付 則  

１ この基準は，平成 21年12月30日から施行する。  

２ 改正後の第２条第１項第 10号の２の規定は，この改正規定施行の

日以後に第三者割当に係る募集事項を決定する上場会社から適用

する。  

付 則  

この基準は，平成 22年６月30日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 22年10月12日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 24年４月１日から施行する。  

付 則  

この基準は，平成 25年１月１日から施行する。  




